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年  表  唐新 ５期に区分して天皇順番、その主な治績を抑える 

７８０    羅 陸奥国伊治郡郡司（大領）伊治呰麻呂
これはりのあざまろ

が反乱。 

 

        ――１桓武・嵯峨朝の政治＜律令制再建を目指す＞―― 

         桓武
50かんむ

天皇 

７８２      氷上川継
ひかみのかわつぐ

事件（天武系王臣による皇位簒奪計画） 

７８４      山背国長岡京
ながおかきょう

へ遷都 

７９２      健児
こんでい

の制 

７９４      平安京遷都 

７９５      公出挙の利率を 5割から 3割へ。雑徭の日数を半減へ 

７９７・９    令外官勘解由使
か げ ゆ し

設置 

   ・１１   坂上田村麻呂
さかのうえのたむらまろ

を令外官征夷大将軍
せいいたいしょうぐん

に補任 

８０１      畿内の班田を一紀一班
いっきいっぱん

制へ 

８０２・１    坂上田村麻呂が胆沢城
いさわじょう

を築き、鎮守府を移す 

   ・４    阿弖流為
ア テ ル イ

と母禮
モ レ

が坂上田村麻呂に降伏 

８０３      坂上田村麻呂が胆沢城の北に志波城
しわじょう

を築く 

   ・１２   徳政相論
とくせいそうろん

 

         平城
51へいぜい

天皇 

         嵯峨
52さが

天皇 

８１０・３    令外官蔵人頭
くろうどのとう

を設置。北家藤原冬継
ふゆつぐ

らが就任 

   ・９    平城太上天皇（上皇）が平城京遷都を宣言 

         薬子
く す こ

の変（平城太上天皇の変） 

８１１      文室綿麻呂
ふ ん や の わ た ま ろ

を征夷将軍に補任 

８１６      令外官検非違使
け び い し

が史料上初見 

８２３      大宰府管内に公営田
くえいでん

を開く  

４．平安時代 
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      唐新 淳和
53じゅんな

天皇 

       羅 仁明
54にんみょう

天皇 

８４２      嵯峨上皇崩御 

        ―――――――２北家による他氏排斥――――――― 

         他氏排斥１承和
じょうわ

の変 

         55文徳
もんとく

天皇 

         56清和
せ い わ

天皇 

        ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Ⅰ 藤原良房
よしふさ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

８６６・３    他氏排斥２応天門
おうてんもん

の変 

   ・10    良房が人臣（皇族以外）とて初の摂政に就任 

８７２      良房が没し、養子の藤原基経
もとつね

が摂政に就任 

        ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Ⅱ 藤原基経＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

         陽成
57ようぜい

天皇 

８７８      元慶
がんぎょう

の乱 

８８４・２    藤原基経が、奇行
き こ う

が目立つ天皇を退位させる 

光孝
58こうこう

天皇 

宇多
59うだ

天皇（臣籍降下して源定省
さ だ み

と名乗っていた） 

   ・１１   基経が正式に関白に就任 

８８８      他氏排斥３阿衡
あ こ う

の紛議
ふ ん ぎ

（阿衡事件） 

８９０      基経が関白を辞任（以後 40年間摂関職を置かず） 

８９４      菅原道真が遣唐使停止(延期)を建議 

醍醐
60だいご

天皇（父の源定省
さ だ み

時代に源維城
こ れ き

と名乗った） 

（摂関職を置かずない天皇親政＝延喜の治） 

         ▶10世紀を境にして社会の仕組みが大きく変化 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Ⅲ 藤原時平
ときひら

＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

９０１      他氏排斥４昌泰
しょうたい

の変（菅原道真を大宰権帥
だざいのごんのそち

へ左遷） 

９０２      延喜の荘園整理令
しょうえんせいりれい

・最後の班田記録 班田励行法令  
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９０７    新 唐の滅亡 

９１４   五羅 意見封事
い け ん ふ う じ

十二箇条 

９２６   代  渤海滅亡  

      十  朱雀
61すざく

天皇（40年間途絶していた摂関職復活） 

      国  藤原忠平
ただひら

が摂政に就任 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Ⅳ 藤原忠平＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

９３５    高 新羅滅亡 

939～941   麗 天慶
てんぎょう

の乱 

         62 村上天皇（摂関職を置かない天皇親政＝天暦
てんりゃく

の治） 

９５８      皇朝十二銭最後の乾元
けんげん

大宝鋳造 

９６０   宋  宋が建国 

         冷泉
63れいぜい

天皇 

         藤原実頼
さねより

が関白就任 

        ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Ⅴ 藤原実頼＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                 （摂関職常置の時代）    

９６９      他氏排斥５安和
あ ん な

の変 

          円融
64えんゆう

天皇 

９７２      藤原兼通
かねみち

が関白就任 

        ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Ⅵ 藤原兼通＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

         花山
65かざん

天皇 

         花山天皇が元慶寺
がんげいじ

で出家（事実上の退位） 

         一条
66いちじょう

天皇 

９８６      藤原兼家が摂政就任 

        ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Ⅶ 藤原兼家＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

９８８      尾張国郡司百姓等解
おわりこくぐんじひゃくしょうらのげ

 

９９０      藤原兼家が関白を辞任し、藤原道隆
みちたか

が関白就任 
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９９５・４ 宋高 藤原道隆が臨終に際し、嫡男伊周
これちか

に関白職を譲る意向

麗 を示したが、一条天皇の反発をかい、藤原道兼
みちかね

が就任 

   ・５    藤原道長
みちなが

に内覧
ないらん

の宣旨
せ ん じ

（事実上の関白） 

        ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Ⅷ 藤原道長＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

        ―――――――３摂関政治の最盛期――――――― 

９９６      藤原伊周
これちか

・隆家
たかいえ

兄弟が花山上皇を射る事件を起こす 

67三条天皇 

         後一条
68ごいちじょう

天皇 

１０１６     藤原道長が摂政就任 

１０１７     藤原道長が摂政を辞任し、藤原頼通
よりみち

が摂政就任 

        ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝Ⅸ 藤原頼通＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１０１８     藤原威子
い し

立后（“この世をば 我が世とぞ思ふ…”） 

１０１９     刀伊
と い

の入寇
にゅうこう

 

１０２７     藤原道長没 

１０２８     平忠常
ただつね

の乱 

         後朱雀
69ごすざく

天皇 

         後冷泉
70ごれいぜい

天皇 

1051～1062    前九年
ぜんくねん

合戦 

後三条
71ごさんじょう

天皇 

１０６８     藤原教通
のりみち

が関白就任 

１０６９     延久
えんきゅう

の荘園整理令 

         白河
72しらかわ

天皇 

１０７５     藤原師実
もろざね

が関白就任 

1083～1087    後三年合戦 

１０８６     院政開始 

        ――――――――――４院政期―――――――――― 

        ＝＝＝＝＝＝＝＝治天
ち て ん

の君
きみ

ⅰ白河上皇＝＝＝＝＝＝＝  
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      宋高 堀河
73ほりかわ

天皇 

１０９１   麗 朝廷が源義家
よしいえ

への荘園寄進を禁止 

１０９４     藤原師実が関白を辞任し、藤原師通
もろみち

が関白就任 

１０９７     伊勢
い せ

平氏の平正盛
まさもり

が白河上皇へ接近 

１１０５     藤原忠実が関白就任 

         鳥羽
74とば

天皇 

１１０８       白河上皇が事実上の院政開始 

         源義親
よしちか

の乱 

１１２０     白河上皇が忠実の内覧を停止（事実上関白職解任） 

１１２１     藤原忠通
ただみち

が関白就任 

         崇徳
75すとく

天皇 

１１２７  南  宋が滅び、南宋成立 

１１２９・３宋  平忠盛
ただもり

を海賊追討使に補任 

    ・７    白河上皇が崩御し、鳥羽上皇の院政開始 

        ＝＝＝＝＝＝＝＝治天
ち て ん

の君
きみ

ⅱ鳥羽上皇＝＝＝＝＝＝＝ 

１１３１     藤原忠実の謹慎が解かれ、政界へ復帰 

         近衛
76このえ

天皇 

１１５０     藤原忠実が氏の長者の地位を忠通から奪い、頼長へ 

         後白河
77ごしらかわ

天皇 

１１５６・７   鳥羽上皇崩御 

         保元
ほうげん

の乱 

１１５８     後白河上皇の院政開始。藤原基実
もとざね

が関白に就任 

         二条
78にじょう

天皇 

        ＝＝＝＝＝＝＝治天
ち て ん

の君
きみ

ⅲ後白河上皇＝＝＝＝＝＝＝ 

１１５９     平治
へ い じ

の乱 

         六条
79ろくじょう

天皇 

１１６６     藤原基房
もとふさ

が摂政就任 
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１１６７  南高 平清盛が武家出身者として初めて太政大臣に就任 

      宋麗 高倉
80たかくら

天皇 

１１７１     平徳子
と く こ

が高倉天皇に入内 

１１７７     鹿ヶ谷
ししがたに

の陰謀 

１１７９・７   平重盛
しげもり

没 

    ・11   治承
じしょう

三年の政変（清盛が後白河院の院政を停止） 

        ――――――――５平氏政権の確立―――――――― 

         安徳
81あんとく

天皇 

         治承・寿永
じゅえい

の乱（源平の争乱）へ 

１１８０・４   源頼政
よりまさ

が挙兵（源行家
ゆきいえ

が諸国へ） 

    ・６   福原遷都 

    ・８   相模
さ が み

国石橋山
いしばしやま

の戦い（源頼朝
よりとも

が敗れる） 

    ・９   木曽で源義仲
よしなか

が挙兵 

    ・10   駿河
す る が

国富士川の戦い（黄瀬
き せ

川で頼朝と源義経
よしつね

が初対面） 

    ・11   平清盛が京へ還都 

    ・12   平清盛が平重衡
しげひら

に南都焼打ちを実施させる 

１１８１・１   平宗盛
むねもり

が畿内総
きないそう

（惣）官
かん

に就任。翌月清盛没 

    ・７   鶴岡八幡宮
つるがおかはちまんぐう

宝殿上棟
じょうとう

式で義経が馬を牽
ひ

かされる 

１１８２・４   頼朝が江の島弁財天
べんざいてん

で文覚に藤原秀衡
ひでひら

を調伏させる 

         養和
よ う わ

の飢饉で源平の争乱が休戦状態 

        ・８   頼朝に嫡男頼家
よりいえ

が誕生 

１１８３・２   常陸で志太義広
し だ よ し ひ ろ

が頼朝に対して挙兵 

・３   源頼朝と源義仲が和睦  

・５   俱
く

利伽羅峠
り か ら と う げ

の戦い  

・７   平氏都落ち（後白河が延暦寺へ逃亡）  

 後鳥羽
82ごとば

天皇（高倉院第三・第四皇子、北陸宮
ほくろくのみや

から籤）   

    ・９   源義仲が平氏追討のため西国へ            
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    ・10南高   後白河が頼朝を従五位下に復位（頼朝が官軍となる） 

宋麗  寿永
じゅえい

二年十月宣旨 

    ・11    源義仲が帰京し後白河院を事実上幽閉 

１１８４・１    源義仲が宇治川の戦いで源範頼
のりより

・源義経に討たれる 

    ・２    摂津国一の谷の戦い 

          頼朝が朝廷に四カ条の要望（無断任官の禁止も含む） 

    ・３    朝廷が頼朝を従五位下から正四位下へ昇進させる 

    ・８    義経が従五位下検非違使左衛門少尉に任官 

１１８５・２    讃岐国屋島
や し ま

の戦い 

    ・３    長門国壇
だん

の浦の戦い 

    ・４    頼朝は、無断任官した御家人 24人の東国帰還を禁止 

          梶原景時が頼朝に義経の不義を訴える書状を送る 

        朝廷が頼朝を正四位下から従二位へ昇進させる 

        頼朝が田代信綱に東国御家人は義経に従うなと命令 

   ・５    頼朝が源義経に対し、鎌倉入りを禁止（腰越
こしごえ

状） 

    ・８    頼朝の推挙で義経が伊予
い よ

守に任官（検非違使兼任） 

    ・10    源頼朝が在京の源義経へ刺客を放つ 

    ・11   「源頼朝追討の院宣」。源義経・源行家一行が都落ち 

          文治
ぶ ん ち

勅許 

１１８６・４    静御前
しずかごぜん

が鎌倉で舞を踊る（閏７月男児出産も殺害） 

          頼朝が秀衡に朝廷へ貢納する金・馬の鎌倉経由要求 

    ・５    源行家が和泉国で討ち取られる 

１１８７・２    源義経が平泉
ひらいずみ

へ逃れる 

        ・４    頼朝が秀衡に金 3万両の上納を要求。秀衡拒否 

    ・10    藤原秀衡没 

１１８９閏４    衣川
ころもがわ

の戦いで源義経自刃
じ じ ん

 

    ・７    奥州藤原氏滅亡（藤原泰衡
やすひら

敗死）  
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政治史  

［職制史］ 

１令外官 

令外官と言っても、蔵人（頭）・検非違使・摂関職は、いずれも除目で任

官される官職ではなく、天皇の意志表示で補される宣旨職で、単体では

存在し得ず、検非違使左衛門尉
さえもんのじょう

のように官職に付加して与えられた。 

令外官 年次 天皇 職掌 

征夷大将軍 794 
桓武 

797年補任坂上田村麻呂は初代ではない。 

勘解由使 797 国司交替時の引き継ぎ文書解由状
げゆじょう

審査。 

蔵人頭 810 

嵯峨 

 

天皇の命令を太政官組織に伝達するため

の部署が蔵人所
くろうどどころ

で、蔵人頭は、天皇の秘書

官長。後には、内廷のほか行政全般も管轄

する権限を持つ。初代蔵人頭は、藤原冬嗣

と巨勢野足
こ せ の の た り

。 

検非違使 816 

当初は、京都の警察にあたったが、次第に

弾正台・刑部省・京職・六衛府の職務を吸

収し、京都の司法を管轄した。 

 摂政 866 清和 
天皇の政務を代行する。初任は藤原良房。 

天皇元服後、摂政を辞し、関白に補任。 

押領使
おうりょうし

 878 陽成 当初は、臨時。承平・天慶の乱以後常置。 

関白 884 光孝 

“関
あずか

り白
もう

す”の意味である関白の初例を

宇多天皇の詔書に置くか、光孝天皇の時の

国政委任の詔書に置くかは、説が分かれ

る。初任は、藤原基経。天皇を後見して補

佐する。関白に準じる地位が内覧。 

追捕使
つ い ぶ し

 932 朱雀 押領使と同じ。 



  

150 

 

２律令制の再建を試みた桓武～嵯峨朝 

桓武朝では、定員外の国司・郡司を廃止し、令外官の勘解由使を設置して

国司行政の品質改善をはかり、また、雑徭の半減や公出挙の利率低減（5％

から 3％）、辺境地を除いて軍団制の廃止などの安民政策を実施、三関
さんげん

を廃

止して経費節減を図った。さらに、一紀一班（12年 1回）制を実施して班

田を維持した。軍団制廃止の代わりに郡司の子弟や有力農民の志願制によ

る少数精鋭の健児を採用した。しかし、藤原緒嗣
お つ ぐ

と菅野真道
ま み ち

の間で行わせ

た徳政相論の際、緒嗣から蝦夷征討（軍事）と平安京造営（造作
ぞ う さ

）が公民

疲弊の要因であるとの矛盾点を指摘されると、天皇は、両事業を停止した。 

平城朝では、官庁の統廃合や年中行事の廃止を進めた。 

嵯峨朝における官制改革や法的整備は、いずれも当時の政治・社会情勢に

応じた律令制再建策の一環として実施された。令外官である蔵人頭や検非

違使は、ともに宣旨職であり、天皇と太上天皇が同等の権能者であること

に起因した薬子の変を機に、天皇権力の強化を目指して設置された。前者

は、後に公卿昇進への登竜門
とうりゅうもん

となり、後者は、後に京都の司法を管掌
かんしょう

す

る要職となった。また、弘仁格式
こうにんきゃくしき

は、後続する貞観
じょうがん

格式・延喜格式を指し

ていう三代
さんだい

格式の嚆矢
こ う し

となった。また、文章経国
もんじょうけいこく

思想が重視された結果、

文人
ぶんじん

官僚に政治の実務を任せる体制を築いたが、没直後に起こった承和の

変を機に崩れ、後の藤原北家による門閥
もんばつ

政治への道が開かれた。 

■皇統の単線化が幼帝（清和）や不適格な天皇（陽成）を生んだ 

   ―平成
51

――高岳
たかおか

親王（嵯峨天皇の皇太子→廃太子） 

        藤原冬嗣―順子
じゅんし

 

              ――道康
みちやす

親王（文徳
55

）――清和
56

――陽成
57

 

桓武
50

――嵯峨
52

――正良
ま さ ら

親王（仁明
54

：淳和天皇の皇太子） 

       ―正子
ま さ こ

内親王 

         ―――――恒貞
つねさだ

親王（仁明天皇の皇太子→廃太子） 

   ―――――淳和
53

（大伴親王／諱が同じだという理由で大伴氏が伴氏） 

これより皇統の単線化が開始 
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桓武・嵯峨朝で進められた天皇制の唐風化は、当初、中国的な専制君主制

を目指したものであったが、結果的には、天皇の神格性や人格を払拭させ、

誰が天皇であってもかまわない方向に向かった。承和の変の後、皇統の単

線化が図られた結果、たとえ幼帝や不適格な天皇を生んだとしても、職制

としての天皇を核として実際は、大臣を兼ねる摂関職が天皇権力を代行す

る安定装置として発足した。 

３摂関政治 

天皇が幼少の際には政務を代行する摂政、天皇が元服後に摂政を辞任する

旨の上表を行い、関白となって政務を執るのを摂関政治という（藤原良房

の摂政就任は清和天皇元服の 2年後）。官人に位階を与える儀式である叙位
じ ょ い

や大臣以外の官職を任じる儀式である除目
じ も く

などの重要政務は、内裏の近衛

の陣で行われ、原則摂関職が出席しない合議制の公卿会議である 陣定
じんのさだめ

で

審議され、その後に摂関に上奏されたように、摂関専制ではなく、既存の

太政官制が機能していた。 

9世紀後半～10世紀中頃における摂関職は、常置ではなく、大臣職に付加

された宣旨職であった。一方、藤原実頼以降、摂関職は、ほぼ常置となり、

他氏排斥終了後、北家
ほ っ け

で世襲された。また、揚名
ようめい

関白と自嘲
じちょう

した藤原実頼

（近年、立花真直氏による、実頼は、冷泉朝において政治的主導権を発揮

していたとされる）や他人
よそびと

と呼ばれた藤原頼忠
よりただ

を除き、外戚に付随する職

■
摂
関
政
治
の
仕
組
み
（
外
戚
） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

天
皇 

 
 
 
 
―

伯
父 

 
 
―

皇
太
子 

祖
父―

―
―
―
―
―
―

女
子
（
母
方
） 

 
 
 
 
―

叔
父 

外
祖
父
の
外
戚
は
、
清
和
の
良
房
、
一

条
の
兼
家
、
後
一
条
の
道
長
の
三
例
し

か
な
い
。 

 
  天皇 

   奏上   決済 

摂政        関白 

    公卿会議 

   （太政大臣） 

    左右大臣 

 大納言・中納言・参議 
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位となり、兼家の時に太政官から分離して（大臣と兼ねない）上席となっ

た。外戚は、藤原氏の 氏長者
うじのちょうじゃ

として、氏寺の興福寺、氏社の春日
か す が

神社、

大学別曹の勧学院
かんがくいん

を管理し、叙位の際には、氏に属する人々の推薦権を持

ち、 殿下渡領
でんかのわたりりょう

と呼ばれた摂関家荘園群を継承して莫大な収入を得た。 

10世紀以降、家格の固定化が進み、藤原氏でも公卿に昇進できる上級貴族

の家柄と受領で終わる中下級貴族の家柄に分かれた。後者は、利権化した

国司職の重任を望んだ結果、10世紀末頃から上級貴族の家政機関の職員で

ある家司
け い し

のまま受領となって成功
じょうごう

を行った。 

４天皇親政 

寛平
かんぴょう

の治を継承した醍醐天皇は、延喜の治で、小農民保護を基本とする律

令制回帰を強く志向した結果、902 年には班田を励行する法令を出した。

延喜格式の編纂も同じく律令制回帰を目的としたものである。 

延喜の治 醍醐天皇 在位期間中に摂政関白がいた期間はなし 

天暦の治 村上天皇 在位 946年～949年は、藤原忠平が関白 

５院政 

宇多天皇以来、藤原氏を外戚としない後三条天皇は、皇室の財政基盤の強

                朝廷 

院（治 天 の 君
院政を敷く上皇

）                 天皇 

                         議政官 

院庁
いんのちょう

（院の家政機関） 

院司
い ん し

（院庁職員／赴任しない受領層）        太政官 

院の近臣（位階は高くない受領層） 

北面の武士（源平棟梁）              国司 

                      

     院分国・院領荘園 

■院政の仕組み 

 
院宣
いんぜん

 

院宣 

宣旨 官符 

院庁下文
いんのちょうくだしぶみ

 

院の近臣を蔵人として送りこむ 

院政期の受領は、任初に

任国の一宮・二宮に参詣

してそのまま帰京し、任

国に滞在しなかった。 
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化を目的に延久の荘園整理令を発布して中世を形作ることになる荘園公

領制・文書主義・一国平均役を成立させた。 

藤原氏に影響されない皇統の確立を意図していた後三条は、皇太子貞仁
さだひと

親

王（白河天皇）の次には、次子実仁
さねひと

親王を意図していた。1072年、後三条

は、貞仁に譲位したが、院政する意図があったというよりも、 糖尿病
とうにょうびょう

の

悪化が理由であり、譲位した翌年崩御した。ところが、白河天皇は、父の

意図に反して皇太弟の実仁
さねひと

親王に譲らず、その病死を待って、1086 年に

善仁
たるひと

親王に譲位した。後三条が実仁即位の後は、実仁の弟輔仁
すけひと

親王を皇太

子にたてるように遺言していたことを知る白河が確実に自分の直系に皇

統が継承されるのを見届けるために、譲位後も従来の慣習にとらわれない

自由な立場である上皇（太上
だじょう

天皇の略称。出家すれば法皇。また、院政を

敷いた上皇を治天の君と呼ぶ）として国政を掌握した形態を院政という。 

院政開始年を 1086年としているが、それは、譲位した年次を指しているに

過ぎない。その時は、老練政治家の藤原師実
もろざね

が摂政として幼少の堀河天皇

を補佐し、依然として摂関政治が機能しており、また、1094年以降は、師

実の子の師通
もろみち

が関白として堀河親政を支えたので、院政の出番はなかった。

しかし、1099 年に師通が 38 歳で急死し、その 2 年後に、師実が、さらに

6年後の 1107年に白河に反抗的であった堀河天皇が崩御した。白河は、幼

帝鳥羽天皇を擁立して名実ともに院政開始となった。 

鳥羽天皇の母は、摂関職を世襲してきた御堂
み ど う

流ではなく、閑院
かんいん

流の出身で

あった。この時閑院流藤原公実
きんざね

が摂関職は、外戚の自分を摂政に任じて欲

しいと要望したという（『愚管抄』）が、史実ではないという。これに対し、

白河は、前関白藤原忠実をそのまま鳥羽天皇の摂政とし、摂関職は、御堂

流の世襲職とした。この結果、これまで外戚となった者が宣旨職として就

任していた摂関職が皇室の家長たる院の人事権に包含されたことで摂関

職は、院に従属する地位となった。 

院政は、院の近臣を蔵人として太政官へ送りこんで影響力を及ぼしたが、
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独裁専制ではなく、既存の太政官制が機能していた。院庁は、院の家政機

関に過ぎず、たしかに、上皇から直接下達
か た つ

される文書の院宣や院庁から発

せられる院庁下文が国政に効力を持つようにはなったものの、天皇の意志

である宣旨や太政官から下達される官符を無視して濫発
らんぱつ

されることはな

かった。 

院庁の職員である院司
い ん し

として治天の君に仕える院近臣
いんのきんしん

は、従来家格的には

公卿へ昇進することができなかった摂関家の傍流などからなる受領
じゅりょう

層で

構成されていた。しかし、院政期には、院との関係性が権力の大小を決め

たので、長く現任公卿にとどまって議定に参加する必要性が薄れた結果、

議政官を構成する役職の在任期間が短くなって役職の流動性が高まり、院

の近臣の中でも後には公卿に昇進する者が登場したが、官位相当の制によ

り、国司をつとめることができなくなったため、自らは知行国主として年

少の子息や縁者に受領の地位を与え、自らは実利を得る制度、すなわち、

知行国制が誕生した。一方で、院の近臣が派遣した目代が赴任地で大寺社

の荘園と衝突し、業を煮やした大寺社側が院に対し、目代や受領の処罰を

求めて僧兵
そうへい

を繰り出す強訴
ごうそ

を繰り返えした。 

白河上皇は、治天の君であっても意のままにならないものを 3 つ挙げて、 

“天下三不如意
ふ に ょ い

”とした。『源平盛衰記
せいすいき

』には、賀茂
か も

川
がわ

の水（洪水を起こし

た）・双六の賽
さい

・山法師
やまほうし

（延暦寺の僧兵）を挙げる。後白河上皇は強訴対策

として、源平などの武士を北面
ほくめん

の武士に登用した。 

南都 興福寺（奈良法師） 春日神社の神木
しんぼく

を担いで京都に押し寄せた。 

北嶺
ほくれい

 延暦寺（山法師） 日吉
ひ よ し

神社の神輿
し ん よ

を担いで京都に押し寄せた。 

６平氏政権 

平氏政権は、海賊追討の宣旨を受けた平重盛が朝家
ちょうか

（朝廷）を守る武門の

長として位置付けられたことや各地で成長してきた武士団の主人を対象

に後の大番催促
おおばんさいそく

の前身にあたる内裏大番
だいりおおばん

を賦課するなど、後の鎌倉幕府に

先行する全国武家政権の性格を有していた。特に西国の武士団の主人を荘
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園公領の現地支配者である地頭
じ と う

に任命して平氏の家人にすることに成功

した（逆に東国武士団の家人化が進んでいなかったことが彼らに挙兵した

源頼朝の下に参集させる要因にもなった）。 

一方、清盛は、娘の徳子を高倉天皇に入内させ、その間にできた皇子を即

位（安徳天皇）させて天皇のミウチとして外戚にのぼり、一門で太政官の

高官を独占（（公卿 16人、殿上人 30余人／『平家物語』には、平時忠
ときただ

が言

い放ったとされる“平氏一門でなければ人でなし”を載せる）し、荘園や

知行国を集積した点など貴族的性格を有していた。 

平氏の経済基盤は、全盛期には、日本全国の約半分に相当する 30余国の 

知行国と 500余箇所の荘園に加え、父忠盛以来重点を置いてきた日宋貿易

の利潤があった。 

崇徳が鳥羽ではなく、白河法皇の子であったと

か、とかく白河の周辺は、艶聞
えんぶん

が絶えない。白

河が多数の女性と関係を持ち落胤
らくいん

を含めて多く

の子女をなしたことは史実である。摂関政治期

が母系を権力の根源としていたことから、天皇

は、藤原氏に性の管理を行われていた。しか

し、院政が天皇の父権に権力の源泉を持ったこ

とで、天皇になる男児の母の出自が重視されな

くなったことから、白河は、手あたり次第に女

性と関係を持った。白河の 傍
かたわら

に仕える女官が

寸胴
ずんどう

のようにいつでも脱ぐことができるような服を着ていたという話ま

で伝わっている。 

軍事貴族は、公卿にしないという不文律があった。清盛の父忠盛も正四位

上で止められているし、清和源氏も源頼政が清盛の推挙で三位になるまで

は公卿を出していない。清盛だけが従一位太政大臣まで昇った理由を彼の

貴種性、すなわち、白河の落胤説に求めるより仕方がないのかも知れない。 

 
青年時代平清盛像 

兵庫県神戸市 

（著者撮影） 
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７寿永二年十月宣旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後白河は、既に見限っていた源義仲に対し、平氏追討を命じて体よく西

国に赴かせている間に、鎌倉の頼朝に義仲を討伐するよう上洛を要請し

た。1183年 10月、まず頼朝を従五位に復位させて官軍とし、続いて頼朝

が求めた東国支配権を承認する寿永二年十月宣旨を与えた。この直前に

頼朝からは、途絶していた東国の荘園公領からの中央への年貢納入再開

の意志が表明されており、宣旨では改めて頼朝にそれを命じていた。当

時頼朝がおさえていたのは、未だ南関東を中心とした数カ国に過ぎず、

しかも頼朝が奏請していた北陸道は、義仲が実効支配していたこともあ

り、帰京した義仲が介入した結果、除外されたので、激怒した頼朝は、

美濃国以東を侵略するとまで言い放ったという（『玉葉』）。頼朝が北陸道

を含めたのは、義仲を頼朝の代官の地位に貶
おとし

めるのが狙いであったか

ら、それが失敗したとなれば、上洛して義仲を直接討伐するより方法が

なかった。  
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開発領主／在庁官人→後の幕府の御家人
ご け に ん

 

アウトロー集団 

東国支配権の承認 

東国の荘園公領からの年貢保障        
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（〇囲み数字は摂関職に就いた順） 
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安
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５
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―
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⑩
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定
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

冬
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―
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順
子

じ
ゅ
ん
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
―

貞
保
親
王 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
―

⑪
道
長―

 
―
―

⑫
頼
通―

 
―
―
―
―

⑭
師
実 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
―
―
―

超
子

ち
ょ
う
し 

 
 
―

⑬
教
通―

 
―

信
長―

―
―
―

寛
子

か

ん

し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
―
―
―

５
６

清
和 

 
 
 
 
 
―
―

保
明

や
す
あ
き
ら

親
王 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ―
―
―

彰
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
醍
醐
皇
太
子9

03

生
）） 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 ―

妍
子 

 
 
 
 
- ―

敦
康
親
王 

 
 
 
 
 
 
―
―

５
５

文
徳 

菅
原
道
真―

寧
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
―
―
 
 
 

 
 
 
―

威
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橘
広
相―

義
子 

―

源
英
明

9
0
0

年
生
誕
？ 

―
―

６
１

朱
雀 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―
 
 
 
 
 
 
 

 
―

嬉
子 

 
 
 
 
 
 
 
 

班
子

は

ん

し

女
王 

 
 
―

斉
世
親
王 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
 
―

６
７

三
条 

 
 
 
 
 
 
 
―

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―

５
９

宇
多 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
―
 
 
―

６
３

冷
泉
憲
平
親
王 

 
―

 
  
―

６
８

後
一
条 

 
 
 
 

５
４

仁
明 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
―
―
―
―
―
―
―
―

６
２

村
上―

―
―
―

為
平
親
王 

 
 
―

 
 
―
―

６
９

後
朱
雀 

 
 
 
 
 
 
―
―

５
８

光
孝 

 
 
 
―
―
―
―

６
０

醍
醐 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
―

６
４

円
融
守
平
親
王 

 
 
 
 
 
 

 
 
―

７
１

後
三
条 

 
 
 
 

藤
原
沢
子 

（
時
康
親
王
） 

 
 
 
 
 
―

源
高
明―

―

女
（
為
平
室
） 

 
 
 
―
―
―
―

６
６

一 
 

条 
 
 

禎
子
内
親
王 

 
 
 
―

良
門―

―
―
―

高
藤―

―

胤
子

い

ん

し 
 
 

源
周
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―
―

詮
子

せ

ん

し 

７
０

後
冷
泉 
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■
天
皇
家
と
藤
原
氏
２ 

 
 
 
 
―

兼
家―

【
御
堂
流
】
道
長―

―

頼
通―

―
―
―

師
実―

―
―
―
―
―

師
通―

忠
実―

―
―

忠
通―

―

基
実 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

妍
子 

 

源
基
平―

基
子 

 
…
…

賢
子

け

ん

し 
 
 
 
 
―

頼
長 

藤
原
得
子

な

り

こ

（
美
福
門
院
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
―
―

禎
子
内
親
王 

―

実
仁
親
王 

―

敦
文
親
王 

―

泰
子     ―

暲
子

あ

き

こ

内
親
王
（
八
条
女
院
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

輔
仁
親
王 

―

７
３

堀
河 

 
 
 
 
  

 
  ―

７
６

近
衛
（
体
仁
親
王
） 

 
 
 
 
 
 
 
―

６
３

冷
泉―

―
―
―

６
７

三
条 

 
 
―
―

７
１

後
三
条 

 
 
 

  
 
 
 
―
―

７
４

鳥
羽
（
宗
仁
親
王
） 

 
 
 
 
 
 
 
―

６
４

円
融―

―
―
―

６
６

一
条―

６
９

後
朱
雀 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
―

７
５

崇
徳
（
顕
仁
親
王
）―

重
仁
親
王 

師
輔―

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―
―
―

７
２

白
河 

 
 
 
 
 
 ―

統
子

む

ね

こ

内
親
王
（

上
西

じ
ょ
う
さ
い

門
院
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
―

７
７

後
白
河―

―
―
―

７
８

二
条―

７
９

六
条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
―
―
―

茂
子 

 
 
 
―
―
―
―
―

苡
子

い

し 
―

璋
子

た

ま

こ(

待
賢
門
院)

 
 
―

守
覚
法
親
王 

 
 
 
―

【
閑
院
流
】
公
季―

実
成

さ
ね
な
り―

―

公
成―

―
―
―

実
季―

―
―
―
―
―

公
実―

―
―
―
―
―

実
行 

 
 
 
 
 
 
―

以
仁
王―

北
陸

ほ
く
ろ
く

宮 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
―
―
―
―
―
―
―
―

８
０

高
倉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
―
 
―
―
―
―
―
―

時
子 

 
 

８
１

安
徳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

平
時
信―

―
 
―
―
―

時
忠 

 
―

徳
子 ―

８
２

後
鳥
羽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

滋
子
（
建
春
門
院
） 

 

藤
原
殖
子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
正
盛―

―

忠
盛―

―

清
盛 

■
治
天
の
君
（
院
政
を
し
く
こ
と
が
で
き
る
上
皇
）
に
な
れ
る
条
件 

 

現
役
天
皇
の
直
系
、
つ
ま
り
は
父
か
祖
父
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

鳥
羽
法
皇
が
嫡
男
崇
徳
を
嫌
っ
た
の
も
、
も
し
崇
徳
が
白
河
の
子 

 

で
あ
れ
ば
叔
父
と
な
り
、
自
ら
の
院
政
条
件
の
正
統
性
に
疑
義
が 

生
じ
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
だ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。 
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［法制史］ 

１格・式 

格は、律令条文の補足・改正のために出された法令で、式は、律・令・格

の施行細則
しこうさいそく

。三代格を内容で分類したのが『類聚
るいじゅう

三代格』。法制は、格式

から朝廷の法令や宣旨で定められた新制
しんせい

（荘園整理令も新制の一つ）の時

代へ移行した。また、この時代に養老律令の注釈書が作られた。 

令義解
りょうのぎげ

 養老令の官撰注釈書 編者清原夏野
きよはらのなつの

 

令集解
りょうのしゅうげ

 養老令の私撰注釈書 編者惟宗直本
これむねのなおもと

 

 

［軍制史］ 

１健児制 

健児制は、三十八年戦争の中で、軍団制に代わって、全国に拡充され

た。しかし、10世紀を境に郡衙が消滅するとともに健児制も消滅した。 

２武士の起源 

武士
ぶ し

（ 兵
つわもの

）がどこから生まれたのか、現在定説がある訳ではない。しか

し、武士とは、公的権力から武器の携帯の権限を委任され、武芸を家業と

している者を指すことは公認されている。この頃の武芸は、弓馬
きゅうば

（歩射か

騎射）、すなわち弓術と馬術を指した。どちらも日常の訓練を必要とするも

のであって、しかも高価な馬を常備しておく経済的余裕が条件であった。 

中央の公的権力とは朝廷を指す。9 世紀末、地方で起きた群盗
ぐんとう

（任期切れ

で土着した国司や地方豪族が武装集団化した）の影響が京に及ぶことを恐

れた宇多天皇が置いた宮中の警備にあたる滝口
たきぐち

の武者
む し ゃ

を歴史上最初の武

士と規定することができる。滝口の武者に召集された者は、地方に土着し

た王臣家子孫のうち、弓馬術に長けた者であった。史料的裏付けはないが、

十代の平将門も京に上り、滝口の武者となったと伝えられる。 

天慶の乱を契機として 10 世紀後半のイエの成立例の一つとして同乱の鎮

圧に功績のあった貞盛
さだもり

流平氏・清和源氏・秀郷
ひでさと

流藤原氏の 3つ血脈が朝廷
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公認の 兵
つわもの

の家（軍事貴族）として成立し、衛府や国衙に仕えて実践的武

力のほかに、僻邪
へきじゃ

の武としても期待された。 

２武士の 2系統 

王臣家子孫の清和源氏や桓武平氏の中には、 侍
さむらい

として貴族の警護をつと

めるうちに、自身が五位に昇り、諸国の受領に補任されて貴族に列する者

も現れた。このように中央の武士を 京
きょう（みやこ）

武士と呼ぶ。一方、10世紀以

降、負名
ふみょう

体制へ移行する中で、政府が受領に徴税と軍事の権限を委譲した

のを機に、地方武士軍である国衙軍が編成された。特に東国では、9 世紀

末に起きた群盗の乱として有名な寛平・延喜東国の乱を機に、国衙軍の形

成が進展した。国衙軍を形成したのは、在地の郡司富農層である 国侍
くにざむらい

で、

受領が京から連れてきた郎党の 館侍
たちざむらい

は、受領の私兵としての性格が強く、

彼らは、押領使や追捕使に補任されて国衙の治安維持機能を担った。 

例えば、源平氏などの王臣家子孫が受領として国衙に赴任してきた場合、

国衙軍を形成する郡司富農層との交流が始まる。当然ながら受領と郡司富

農層の娘が婚姻関係を結べばその間に出来た男子は、半分王臣家子孫の血

を引くこととなる、俗にいう“ハーフ＆ハーフ”で、上総氏・三浦氏・千

葉氏・畠山氏・梶原氏・北条氏：和田氏・大庭氏の“坂東
ばんどう

八平氏”がこれ

にあたる。彼らは、在地で武士団を形成しており、源平氏などを棟梁
とうりょう

とし

て仰ぎ、自らは、棟梁直属の郎党となった。但し、その関係性は、17世紀

後半以降の大名と家臣のような主君と家臣の家との永続的主従関係では

なく、源氏から平氏、またはその逆のように、仕える棟梁をかえることも

珍しくなかった。例えば現埼玉
さいたま

県熊谷
くまがや

市を本拠とした斎藤
さいとう

実盛
さねもり

は、最初源

氏に仕えていたが、平治の乱で源氏が没落すると平氏に仕えている。 

  



日本史探究 2026 

161 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■武士団の構造 

JR 川西池田駅 源満仲騎馬像 兵庫県川西市（著者撮影） 

 

僻邪の武の典型例 長明寺にある源頼政の鵺
ぬえ

退治像 

源頼政は、近衛天皇を怯えさせた伝説上の生き物で、猿の顔、狸の胴体、虎の

手足，蛇の尾を持つ鵺を退治したという伝承を持つ。 

兵庫県西脇市（著者撮影） 

 

   

 

主人（郡司富農層） 

家の子 

郎党 

下人・所従 

  

 
多田神社 

源満仲を祀る 

兵庫県川西市 

（著者撮影） 
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■
源
平
略
系
図 
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行
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摂
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頼
光

よ
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頼
国

よ
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仲
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頼
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仲
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な
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つ
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有
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清
和
天
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貞
純

さ
だ
ず
み

親
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源
経
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つ
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も
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満
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な
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【
大
和
源
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頼
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よ
り
ち
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頼
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頼
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よ
り
と
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…

兼
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宗
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為
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義
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た
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―

朝
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広

志
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忠
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―
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朝

た
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ま
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行
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光
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河
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】
頼
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―

頼
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―

義
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―

義
国―

―

義
重

新

田

姓 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
―

義
経 
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頼
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よ
り
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よ
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義
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―

義
康
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甲
斐
源
氏
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み
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清
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光―
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信
義

武
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忠
頼

一

条

姓 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
―

兼
信

板

垣

姓 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

高
棟
王
（
桓
武
平
氏
で
も
武
士
に
な
ら
な
か
っ
た
血
脈
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…
…
…
…
…
…
…
…

時
信―

―

時
忠 

 
 
―

義
定

安

田

姓 
―

有
義

逸

見
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―

国
香

く

に
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貞
盛

さ
だ
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―

維
将

こ
れ
ま
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―

維
時―

―

直
方

な
お
か
た

（
源
頼
義
を
娘
婿
に
す
る
）…

北
条
氏 

―

信
光

伊

沢

姓 

桓
武
天
皇―
―

葛
原

く
ず
は
ら

親
王―

―

高
見
王―

―

平
高
望

た
か
も
ち―

―

良
持

よ
し
も
ち―

―
将
門 

―

維
衡

こ
れ
ひ
ら…

【
伊
勢
平
氏
】
正
盛―

忠
盛―

―

清
盛―

―
―
―
―

重
盛―

―

維
盛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

良
文

よ
し
ふ
み―

―

忠
頼―

―
将
常

ま
さ
つ
ね…

…
…

畠
山
氏 

 
 
 
―

忠
正 

―

家
盛

い
え
も
り 

 
 
 
 
 
 
 
―

資
盛 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

忠
常

た
だ
つ
ね…

…
…

千
葉
氏
・
上
総
氏 

 
 
―

経
盛

つ
ね
も
り―

敦
盛

あ
つ
も
り 

―

宗
盛―

―

清
宗

き
よ
む
ね 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
―

良
茂

よ
し
し
げ―

―

良
正

よ
し
ま
さ…

三
浦
氏
・
大
庭
氏
・
和
田
氏
・
梶
原
氏 

―

教
盛

の
り
も
り―

教
経

の
り
つ
ね 

―

知
盛―

―

知
章

と
も
あ
き
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

頼
盛

よ
り
も
り 

 
 
 
―

重
衡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―

忠
度

た
だ
の
り 

 
 
 
―

徳
子 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

平忠常の乱 

前九年の役 

後三年の役 

源義親の乱 

保元の乱 

平治の乱 

 
石清水八幡宮 

源頼信が石清水八幡宮に納めた 

告文（現存は鎌倉時代の写し）

で自身を陽成天皇の四世孫と記

している。陽成は、暴君として

知られていたので、清和源氏と

したのだろうか。 

京都府八幡市（著者撮影） 

 

安和の変 

承平・天慶の乱 
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［内乱史］ 

１平安初期の式家没落事件 

年次 戦乱名 内容 

785 

      

藤原種継暗殺事件 式家造長岡宮使藤原種継
たねつぐ

が射殺され

た。桓武天皇は、同じ高野新笠
たかののにいがさ

を母に

持つ弟の早良
さ わ ら

親王が黒幕だと決めつ

けて廃太子と淡路配流を決定。早良

は、餓死を遂げ、親王に連なる大伴氏

や佐
さ

伯
えき

氏も処罰された。その後、高野

新笠や皇后が相次ぎ没したのを早良

の怨霊の祟りだと恐れた桓武は、800

年に早良に崇道
す ど う

天皇号を諡号
し ご う

した。 

810 薬子の変 

＝平城太上天皇の変 

 

藤原種継の子藤原仲成
なかなり

・薬子兄妹が 4

年で譲位した平城上皇の復位と平城

京還都を画策し、“二所
に し ょ

朝廷”と呼ば

れた状態となったが、嵯峨天皇と側

近の藤原冬嗣により鎮圧された。 

天皇と太政天皇が同等の権能者であ

ることが原因と見た嵯峨天皇は、太

政天皇号を天皇の人事権とし、上皇

を天皇に従属させた。 

２他氏排斥事件 

年次 戦乱名 藤氏長者 排斥された貴族 

842 承和の変 藤原良房 橘逸勢
たちばなのはやなり

・伴健岑
とものこわみね

 

橘逸勢らが皇太子恒貞親王を擁して謀叛を企てたとされる事件 。 

 

 
早良親王が幽閉さ 

れた乙訓寺 

京都府長岡京市 

（著者撮影） 
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年次 戦乱名 藤氏長者 排斥された貴族 

866 応天門の変 藤原良房 伴善男
とものよしお

・紀氏 

大納言伴善男が嵯峨天皇の子で左大臣 源信
みなもとまこと

を失脚させようとして応

天門に放火したとされる。現在の平安神宮
へいあんじんぐう

正門は、往時
お う じ

の応天門の 8

分の 5で建てられている。 

887～ 阿衡の紛議 藤原基経 橘
たちばなの

広相
ひ ろ み

 

前代光孝朝でも基経に対し使用されたが、宇多天皇が藤原基経を関白

に任じる勅書の中に、職掌がない「阿衡」の文字があったから、基経

が自身の待遇に関して明確にするように求めた。最初から基経の補佐

を希望していた宇多は、勅書には自分の意志とは違う語句を用いたと

折れ、橘広相への処罰も基経が不要と折れて事件は収束した。 

901 昌泰の変 藤原時平 菅原道真 

醍醐天皇と藤原時平が謀って、菅原道真を謀叛の罪で大宰権帥
だざいごんのそち

に左遷

した。道實は、死後怨霊として恐れられ、これを鎮めるために京都に

北野
き た の

天満宮、道真の墓所には太宰府天満宮が創建された。 

969 安和の変 
藤原実頼 

藤原兼家 
源高明

みなもとたかあきら

 

首謀者は、藤原実頼と藤原兼家の 2説あるが、藤原氏と結託した多田

源氏の祖の源満仲
みつなか

らが醍醐天皇の皇子で臣籍降下した左大臣源高明の

謀叛をでっち上げた。高明は、大宰権帥に左遷された。 

３摂関家内部の氏の長者を巡る争い 

兄弟抗争 

藤原兼通・藤原兼家の対立。 

死の直前に参内した兼通は、円融天皇に関白職を頼忠へま

わすように依頼し、兼家の右近衛大将職を剥奪した。 

叔父甥抗争 藤原道長・藤原伊周の対立 
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４軍事貴族の台頭 

年次 戦乱名 勝者 敗者 

939～941 天慶の乱 
藤原秀郷・平貞盛 

源経基
つねもと

・小野好古
おののよしふる

 

平将門
まさかど

 

藤原純友
すみとも

 

『本朝世紀
ほんちょうせいき

』では、将門と純友が示し合わせたと記すが、証拠はない。

将門は、自らを新皇
しんのう

と称して除目を行い、内裏を下総国猿島
さ し ま

に置いて関

東の半独立を図ったが、流れ矢に当たり討死した。 

もと伊予掾
じょう

藤原純友は、伊予国日振島
ひぶりじま

を根拠地としていたが、海賊行為

をしておらず、承平 6年には逆に海賊追捕の宣旨を受けていた。 

1028 平忠常の乱 源頼信
よりのぶ

 平忠常 

清和（河内）源氏の東国進出の契機となったと言われる。 

1051～ 

1062 
前九年合戦 

源頼義
よりょし

・義家
よしいえ

父子 

清原
きよはら

氏 
安倍
あ べ

氏 

安倍氏も清原氏もそれぞれ鎮守府将軍安

倍比高
これたか

・出羽 権掾
ごんのじょう

清原令望
よしもち

に出自を求

め、俘囚
ふしゅう

の長
ちょう

の末裔
まつえい

ではないという。奥
おく

六郡
ろくぐん

の領主安倍頼時
あべのよりとき

が朝廷への貢納を怠
おこた

った。陸奥守源頼義が赴任すると、頼時

は、恭順姿勢をとった。頼義の帰任が迫っ

た際、頼義が急襲される事件が起き、貞
さだ

任
とう

の犯行とされた頼時は、徹底抗戦に出た。

苦戦を強いられた頼義は、奥六郡に隣接

する仙北
せんぼく

三郡の主清原氏に支援を要請、

厨川
くりやがわ

柵が落城して貞任は、戦死、安倍氏

旧領奥六郡は、清原氏が支配した。 

 

 

清
原
領 

安
倍
領 

■
安
倍
氏
・
清
原
氏
関
係
系
図 

 
 
 
 
 
 
 

藤
原
経
清 

安
倍
頼
時―

―

貞
任 

 
 
 
 
 
―

宗
任 

 
―
―

清
衡 

 
 
 
 
 
―
―
―
―

娘 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
―

家
衡 

清
原
武
則―

―
―
―
―

武
貞―

真
衡 

年
を
経
し 

糸
の
乱
れ
の
苦
し
さ
に 

衣
の
た
て
は 

ほ
こ
ろ
び
に
け
り 

🏯

城 
厨川柵 
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年次 戦乱名 勝者 敗者 

1083～ 後三年合戦 清原清衡
きよひら

・源義家 藤原家衡
いえひら

 

 治天の君 平氏 奥州藤原氏 

初代 白河院 平正盛 藤原清衡 

２代 鳥羽院 平忠盛 藤原基衡
もとひら

 

３代 後白河院 平清盛 藤原秀衡 

清原氏の家督を巡り、真衡
さねひら

と清衡・家衡
いえひら

の連合が対立、源義家は、真衡

を支援したが、真衡が病死すると、家衡が清衡を除こうとしたのを見た

義家は清衡に味方し、家衡を滅ぼした。朝廷は、私闘に過ぎないとして

源義家の功績を認めなかった。奥羽は、平泉を拠点に奥州藤原氏が掌握。 

1108 源義親の乱 平正盛 源義親 

出雲で反乱を起こした源義親は、平正盛に追討されたとされるが、後に

義親を名乗る武士が現れており、追討が虚構だった可能性が高い。 

1156 保元の乱 ＊以下に別掲載 

皇室 摂関家 源氏 平氏 

後白河天皇 

 

藤原忠通 

藤原通憲
みちのり

 
源義朝

よしとも

 平清盛 

崇徳上皇 藤原頼長
よりなが

 源為義
ためよし

・為朝
ためとも

 平忠正
ただまさ

 

崇徳は、退位後、自身が治天の君になるために、子の重仁
しげひと

親王の即位に

賭けた。しかし、崇徳を“叔父子
お じ こ

”と呼び蔑
さげす

み嫌った鳥羽上皇が雅仁
まさひと

親

王（後白河）を即位させた。鳥羽上皇の崩御を契機に、崇徳と“悪左府
あ く ざ ふ

”

こと藤原頼長が挙兵に追い込まれ、保元の乱が勃発した。藤原頼長の家

人平忠正と源為義は、崇徳陣営に付いた。崇徳は、讃岐
さ ぬ き

に、源為朝は、

伊豆大島
い ず お お し ま

へ配流され、源為義・平忠正らは、斬首された。尚、戦後義朝

に与えられた左馬頭
さまのかみ

は、本来は四位の者が就く破格の官職であった。 
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年次 戦乱名 勝者 敗者 

1159 平治の乱 ＊以下に別掲載 

院近臣 源氏 平氏 

藤原通憲（信西
しんぜい

） 源頼政 平清盛・重盛 

藤原信頼
のぶより

 源義朝・義平
よしひら

・頼朝 ― 

後白河上皇の寵臣信西に昇進を阻止されたもう一人寵臣藤原信頼が二

条天皇の側近と組んで信西を自害させた。その後、二条派が信西に代わ

って権勢を振るう信頼の排除をもくろみ、平清盛の協力を得ると、清盛

が信頼と従者の源義朝と交戦した結果、信頼が斬られ、義朝は、本拠地

の関東へ戻る途中、旧臣長田忠致
おさだただむね

邸で暗殺された。同行していた頼朝は、

捕縛されたが、清盛の継母池禅尼
いけのぜんに

の懸命の助命要請（池禅尼の子で既に

死んでいた家盛と頼朝が酷似）があり、伊豆へ配流、また、義朝の愛妾
あいしょう

常盤
と き わ

御前
ご ぜ ん

が生んだ今若
いまわか

・乙若
おとわか

・牛若
うしわか

（義経）の三兄弟も助命された。 

５平氏打倒の動き 

年次 戦乱名 勝者 敗者 

1167 鹿ヶ谷の陰謀 平清盛 
藤原成親

なりちか

 

俊寛
しゅんかん

・西光
さいこう

 

事件の発端は、後白河上皇の院の近臣（受領）が派遣した目代と延暦寺

の末寺につらなる寺院との衝突であった。高校教科書には、後白河上皇

と院の近臣藤原成親らによる平清盛とその一党を除外するクーデター

と載せるが真相は、清盛のでっち上げと見られている。当時、清盛は、

後白河から延暦寺攻撃を命じられていたが、過去の苦い経験から、延暦

寺との衝突を回避したかった。藤原成親の妹が重盛の妻であったことか

ら、重盛が清盛に助命を求めたが、聞き入れられず、成親は、配流先で

殺害された。これが重盛と清盛の相克
そうこく

の引き金になったとも言われる。 
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６治承・寿永の乱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

京都 一の谷の戦い 

屋島の戦い 

壇の浦の戦い 

吉野 

 
鵯越の逆落とし現場？須磨浦ロープウエイ    須磨寺 源平の庭 

熊谷直実は、『平家物語』では、自分の子供の同じ年ごろの敦盛を討ち取ったので

出家したと記すが、真相は、土地争論で敗れたため、出家した。 

兵庫県神戸市（著者撮影） 

義経はここを駆け下りたのか 平敦盛 熊谷直実 

 

屋島から見た淡路島方面 馬下に斃れた佐藤継信 佐藤継信墓  太夫黒
たゆうぐろ

墓 

香川県高松市（著者撮影） 

 

 
壇の浦 山口県下関市（著者撮影） 

  

この辺りに源範頼の

陸上軍を配置 

源氏船隊 840 隻 平氏船隊 500 隻 

門司 

下関 

600m 

 
平家かに    源義経と平知盛像 

淡路島 
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鎌倉 

平泉 

 
恩人の斎藤実盛を討ち取ってしまったことを嘆く源義仲主従像  武蔵坊弁慶像 

左が義仲  石川県加賀市・和歌山県田辺市 JR 紀伊田辺駅（著者撮影） 

俱利伽羅峠の戦い 

篠原の戦い 

石橋山の戦い 
富士川の戦い 

 
石橋山の戦いで負けて自刃をはかる 

源頼朝と見逃す梶原景時（イメージ） 

 
黄瀬川で初対面した頼朝・義経兄弟 

（イメージ） 

 
源頼政自刃の平等院扇の芝 

京都府宇治市（著者撮影） 

 
吉野山で静御前と別れる義経（イメージ） 

 
平重衡墓    弁慶と湛増像 

京都府伏見区  和歌山県西牟婁郡 

（著者撮影） 

衣川の戦い 

辞
世 

埋
も
れ
木
の 

花
咲
く
こ
と
も 

な
か
り
し
に 

身
の
な
る
果
て
ぞ 

悲
し
か
り
け
る （

源
頼
政
） 

 
静御前舞像 

兵庫県 

淡路市 

（著者撮影） 
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年次 戦乱名 勝者 敗者 

1180・4 宇治の戦い 平清盛 源頼政 

高倉上皇の院政が開始され、皇位継承の芽が消えた以仁王は、八条女院
はちじょうにょいん

の庇護を受け、平氏打倒を画策する。八条女院のサロンを形成していた

源頼政・仲綱
なかつな

父子は、以仁王支援を約束して挙兵したが、平等院
びょうどういん

で敗死

した。以仁王も逃亡途中で戦死した。しかし、以仁王が園城
おんじょう

寺で発給し

た「以仁王の令旨
りょうじ

」が源行家の手により、木曽
き そ

・伊豆にもたらされた。 

  ・8 石橋山の戦い 大庭景親
かげちか

 源頼朝 

清盛が発した源仲綱の子有綱
ありつな

捕縛命令を各地の源氏討伐命令と勘違い

した三善康信
みよしやすのぶ

から得た源頼朝は、300ほどで挙兵し、大庭景親や伊東祐
いとうすけ

親
ちか

の軍 3,300に大敗したが、大庭方の梶原景時に助けられた。頼朝

は、房総
ぼうそう

半島に逃れ、千葉常胤や上総広常（『吾妻鏡』にある広常が故

意に遅参
ち さ ん

したというのは創作）の支援を得た。尚文覚
もんがく

上人が後白河の

平家追討の院宣を頼朝に与えたとする説もある。 

  ・10 富士川の戦い 武田信義
のぶよし

・源頼朝 平維盛
これもり

 

従来平氏軍が水鳥の羽音に驚き退却したと言われてきたが、『玉葉』に

は、水鳥の話はなく、平維盛に家人の藤原忠清
ただきよ

が撤退を進言したとある。

広常らに進軍中止を上申された頼朝は、黄瀬川で藤原秀衡が遣わした源

義経と初対面した。頼朝は、初めて相模国府で本領安堵・新恩給与を行

ったが、反乱軍の頼朝が以仁王の令旨を名分にした脱法行為であった。 

  ・12 南都焼打ち 平重衡 南都 

清盛は、園城寺と連携する興福寺（延暦寺は連繫拒否）を重衡に命じ

て焼き討ちさせた。翌年 1月、清盛は、畿内近国 9カ国を防衛するた

めに、平宗盛を畿内惣管とした後、閏 2月 4日、病死した。7月、源頼

朝が平氏と東西を分割統治する和平案を朝廷に打診したが、宗盛が拒

否し、逆に 8月、藤原秀衡を陸奥守に推挙して連携を打診した。 
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年次 戦乱名 勝者 敗者 

1183・5 俱利伽羅峠の戦い 源義仲 平維盛 

1183 年 3 月に頼朝と和議をはかった義仲は、平維盛率いる平氏軍に対

し、火牛
かぎゅう

の計を用いて撃破したというが虚構だろう。 

・6 篠原の戦い 源義仲 平維盛 

斎藤実盛が討死した。同年 7月、宗盛は、一門で都落ちした。 

1184・１ 宇治川の戦い 源範頼・源義経 源義仲 

義仲は、後白河上皇を監禁し、征東大将軍となり迎撃したが、討死。 

義仲を追討したことで頼朝は朝廷から正式に源氏棟梁と認知された。 

1184・2 一の谷の戦い 源義経・源範頼 平宗盛 

平氏軍は、一の谷から生田森
いくたのもり

までの約 10 ㎞間に強固な陣地を敷設して

京都奪還の機会をうかがっていた。当時朝廷では、和平と追討で意見が

分かれていたが、後白河上皇が強硬な平氏追討派であり、神器を持つ安

徳が都に戻れば自ら即位させた後鳥羽天皇の皇位が否定されるからで、

平宗盛に対し、源氏との和睦を仲介しているという書状を送って油断さ

せた。7 日の合流を期して 4 日に京から丹波路
た ん ば じ

を西進した源義経隊と山

陽道を西進した源範頼隊が東西両木戸口
き ど ぐ ち

へ攻撃を開始、特に一の谷で

は、義経が 鵯越
ひよどりごえ

の逆落
さ か お

とし（現在の鵯越の所在地から須磨海岸まで 6.5

㎞ある）と呼ばれた奇襲攻撃をしたことで、熊谷直実
くまがいなおざね

に討たれた平敦盛
あつもり

ほか、多数の一門を喪失、宗盛は屋島へ、知盛は長門へ逃れた。 

1185・2 屋島の戦い 源義経 平宗盛 

源範頼率いる長門方面軍は、平知盛の逆襲を受け苦戦した。一方、源義

経は、かねてから頼朝より屋島攻略を命じられており、『吾妻鏡』にある

ような少兵による阿波
あ わ

上陸も『平家物語』にある梶原景時との逆櫓論争

も（景時は範頼軍所属）虚構。宗盛は、知盛との合流を図った。 
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年次 戦乱名 勝者 敗者 

1185・3 壇の浦の戦い 源義経・源範頼 平宗盛 

3月 24日正午頃に開戦、源氏船隊が攻勢に出るのと同時に、平氏船隊の

主力をなしていた阿波重能
あ わ し げ よ し

率いる船隊が平氏を裏切った段階で勝負が

ついた。平氏一門ほか安徳天皇も二位
に い

の尼
あま

と入水した。海没した三種の

神器のうち、宝剣のみ引き上げることができなかった（後白河も安徳天

皇の死と宝剣喪失を問題にしていない）。尚、三種の神器がないまま即位

した後鳥羽上皇が 1212年に宝剣を捜索させたが、発見できなかった。 

義経が壇の浦から凱旋した 1185 年 4 月、頼朝は、無断任官した御家人

24名に対して口汚く罵り、東国帰還を禁じた。これまでは、従前の義経

の無断任官が御家人に規則違反させたと判断した頼朝が厳正な態度で

臨んだとされてきたが、義経が後白河法皇から検非違使左衛門少尉に任

官された際、頼朝が激怒した形跡がなく、義経無断任官問題そのものが

なかったと見られることから、御家人糾弾は、義経とは無関係であった。 

同月、梶原景時が自分の功績だけ主張する義経にこれ以上義経には従え

ないとする書状を頼朝に送り、頼朝は、田代信綱
たしろのぶつな

に東国御家人は、義経

に従うなと命じている。頼朝は、義経の置かれた立場を危惧したのであ

ろう。5 月には平氏の降人宗盛父子を連行して来た義経の鎌倉入りを禁

じている。しかし、まだ頼朝は、義経を排除しようとは考えていなかっ

たことは、8 月に義経の伊予守任官を朝廷に推挙していることで明らか

である。伊予守であれば、自動的に検非違使が外れて遥任となるから、

義経を鎌倉へ召喚させようとはかったと見られる。これに対して鎌倉へ

戻る気がなかった義経が後白河院と謀り、受領職と矛盾する検非違使左

衛門少尉を兼任して在京した。さらに頼朝は、10 月 24 日に予定されて

いた父義朝を弔う鎌倉の勝長寿院の落慶法要に義経を招待したが、義経

が拒否したため、ついに義経討伐を決意し、義経暗殺の刺客を放った。 
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年次 戦乱名 勝者 敗者 

1189・4 衣川の戦い    藤原泰衡 源義経 

1185 年 10 月 17 日、刺客を撃退した義経は、既に 13 日、頼朝を討つ意

思を後白河院に伝えていた。11月 6日、頼朝追討の院宣を得た義経は、

西国を目指して大物浦から出航したが暴風に押し返されて失敗に終わ

った。これを見た後白河院は、7 日、義経の伊予守検非違使左衛門少尉

職を解任、25日には、頼朝に義経・行家追討の院宣を出した。その後義

経は、吉野山中で静御前と別れ、畿内の有力寺社に匿われながら、1187

年 2月、平泉に逃れた。頼朝の奥州への野心を見抜いていた秀衡が義経

を匿い、10月の死に際しては、家督の泰衡と泰衡の庶兄国衡
くにひら

に義経を大

将軍としてその下知
げ ち

に従うように遺言した。しかし、頼朝と頼朝から依

頼された後白河院の圧力に抗しきれなくなった泰衡が義経主従を襲撃

して義経を自刃させた。 

・7 奥州合戦 源頼朝 藤原泰衡 

大庭景能
かげよし

の建議があったものの、源頼朝は、

泰衡追討宣旨発給にこだわり、奏請したが、

容認されなかった。頼朝は、奥州合戦を約 130

年前の前九年合戦の復原
ふくげん

戦争と位置付け、

様々な演出を凝らした。手始めに源頼義が用

いた軍旗を復元して用いた。また、1189年 9

月 6 日、陣岡
じんがおか

に藤原泰衡の首が届けられた

際、安倍貞任の時と同様に、八寸の鉄釘で打

ち付け、貞任の首を懸けた者の後裔
こうえい

に懸
か

けさせた。さらに貞任を討った

北方の厨川柵まで進軍して滞在し、貞任を討った同じ日付の 9 月 17 日

を迎えた。頼朝は、奥州合戦に全国から動員した膨大な数の武士に源頼

義と自身を重ね、源頼義以来、武士は皆源氏譜代の家人であるとの神話

を強く意識させることで、頼朝を頂点とする御家人制の確立を図った。 

 
■奥州合戦鎌倉軍進路 

 

鎌倉 

平泉 

陣岡 

厨川柵 

比企能員 

八田知家 

源頼朝 
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［宮都史］ 

１長岡京 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桓武天皇が平城京から長岡京へ遷都した理由が不明なのは、『日本後紀』の

当該時期の巻が残っていないからである。仏教界の政治関与を嫌ったから

だとか、難波津の外港
がいこう

としての機能が喪失したためなどと指摘されるが、

山背国乙訓
おとくに

郡の地が選ばれたのは、別の意図があったと見られている。 

すなわち、『日本紀略』に載せる藤原百川のクーデターが史実だとすれば、

皇位の正統性の難点をコンプレックスに感じていた桓武は、天武血統が色

濃い平城京を離れる必要があったと考えられる。ではなぜ長岡京なのか。 

桓武は、百済系渡来人の後裔 和乙継
やまとのおとつぐ

の娘高野新笠を意識していた。その

百済系渡来人の宗家
そ う け

的地位にあった 百済王氏
くだらのこにきしうじ

の本拠地であった交野郡
かたのぐん

が 

長岡京に南接していた。天皇は遷都の翌年、交野郡において中国で行われ

ていた新しい王朝が始まるという儀式の郊祀祭天
こうしさいてん

の儀を主催したのは、天

智の皇統こそ正統だと広く意識させる意図があったと考えられる。  

 
長岡京模型図 平城京と違い、内裏と朝堂院が分離、平安京にも採用された。 

向日市歴史資料館 京都府京都市（著者撮影） 
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２平安京 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校教科書には、長岡京遷都から僅か十年で平安京へ遷都した理由の一つ

として造長岡宮使藤原種継暗殺事件の首謀者と断定されて憤死
ふ ん し

した早良

親王怨霊説を載せるが、憤死後も造営が続行されているから主因ではない

だろう。それよりも水陸の便がよかった長岡京が逆に洪水に見舞われやす

かったのが一番の理由だと見られる。 

平安京遷都を機に、平城京の背後の地の意味の山背国を山河が自然の城を

なす意味の山城国と改称された。造都と蝦夷征討の二大事業は、桓武自身

の皇位継承の正統性の希薄さを補うための王権強化策の一環であった。 

10世紀になると、平安京の西半分の右京は廃れ、左京の北部に貴族や民衆

の家が混在するようになった。 

３福原京 

平清盛による福原遷都について、そもそも別の場所を選定するために仮の 

御所を摂津国大輪田泊
おおわだのとまり

に近接した福原に置いたに過ぎない。しかし、遷都 

先候補が次々と廃案となる中、富士川の戦いの後、平安京へ還都された。 

  

 
平安京模型図加工 西寺は、現存しない。官寺であった東寺は、空海へ下賜された。 

京都駅は、八条大路に横たわる。  京都創生館 京都府京都市（著者撮影） 

平安宮 

 
羅城門模型 

JR 京都駅 

京都府京都市 

（著者撮影） 

朱
雀
大
路 

 
西寺 

 
 
東寺 

 

 
東寺五重塔 

江戸時代再建 

5 代目。 

日本一の高さ 

京都府京都市 

（著者撮影） 

官人は、五条以北に住んだ。

東西市は、七条辺。 

三位以上と参議は、大路に面

して門を構えてよかった。 

東市 

 

西市 

 

84ｍ（70m） 
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外交史  

［日中朝外交史］ 

１日本と中国（唐→宋）との関係 

結局、9世紀に送られた遣唐使は、2回で、この時入唐した空海や円仁は、

密教経典を持ち帰った。 

回数 

天皇 
年次 

遣唐使 

航路 
できごと 

14 

桓武 

出 804 

帰 806 

藤原葛野
かどの

麻呂 

空海・最澄 

南路 

遣唐使滞在中に唐皇帝徳宗が崩御。遣

隋使・遣唐使滞在中に唐皇帝の死去に

居合わせた最初で最後。唐と吐蕃
と ば ん

の緊

張状態を報告した。 

15 

嵯峨 

出 838 

帰 839 

藤原常嗣
つねつぐ

 

小野 篁
たかむら

 

円仁 

藤原常嗣が性能のよかった小野篁が乗

船する予定であった第二船を取り上げ

たことで篁が怒って乗船を拒否したの

で、嵯峨天皇は、篁を隠岐へ配流。 

894年、遣唐大使に任じられた菅原道真が在唐日本人僧中瓘
ちゅうかん

からの情報に

基づき、唐朝の衰退と遣唐使の安全を理由に、宇多天皇に遣唐使派遣を止

めるように奏上した結果、派遣が延期となり、その間の 907年に唐が滅亡

した。唐が滅亡した後、五代十国
ごだいじっこく

の諸王朝が興亡した。そのうちの呉越
ご え つ

国

から日本に商人が来航し、江南の文化を伝えた。 

10世紀に宋が中国を統一すると、10世紀末の奝然
ちょうねん

に続き、11世紀半ばの

成尋
じょうじん

ら複数の巡礼
じゅんれい

僧が入宋した際、正式な使者に準じる厚遇を受けた。

しかし、宋の海商がもたらす唐物の量が唐代を上回っていたため、日本は、

宋と正式な国交を結ばなかった。 

平安後期から鎌倉前期にかけて、博多を拠点に貿易に従事した宋の海商を 

博多綱首
ごうしゅ

と呼んだ。 
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1019年、契丹
きったん

に追い詰められた女真人
じょしんじん

が壱岐
い き

・対馬
つ し ま

・筑前
ちくぜん

に来襲したが

これを刀伊の入寇という。これを撃退したのが大宰権帥にいた藤原隆家
たかいえ

 

で、当時九州でも武士団の形成が進展しつつあったことを示す。 

12世紀末、宋が女真人の建てた金に圧迫されて南宋となった。南宋との

交易で財を成したのが肥前国神崎荘 預所
あずかりどころ

職であった平忠盛である。忠

盛の子清盛は、摂津の大輪田泊を修築して日宋貿易を発展させた。日宋

貿易では、日本から硫黄
い お う

・金・水銀・木材・米・刀剣などを輸出し、宋

から宋銭
そうせん

のほか陶磁器・香料
こうりょう

・薬品・書籍などを輸入した。 

２日本と新羅→高麗との関係 

8世紀末に新羅からの使節の来日は、途絶したが、9世紀前半に在唐新羅人

の張保皐
チャンボゴ

が唐・新羅・日本の三国間貿易で活躍した。その新羅は、935 年

に高麗
こうらい

に滅ぼされた。日本と高麗と正式な国交を結ばなかった。 

３日本と渤海→遼との関係 

926年に渤海が遼
りょう

（契丹
きったん

族の国）に滅ぼされた。 

 

［辺境史］ 

１北方史 

774年の蝦夷による桃生城への攻撃に端を

発した三十八年戦争は、780年、俘囚の長

伊治呰麻呂が多賀城を焼き払う事態にま

で発展した。 

帰順した蝦夷を俘囚として戸籍には編入

しても課役は徴収せず、化外
け が い

の民
たみ

（蛮夷）

として差別したのは、日本が依然として新

羅を蕃国として扱うだけの帝国の資格（蝦 

夷という蛮夷を朝貢させている）を持つことを内外に誇示したかったから 

である。 

 

城 

志波城 

城 

城 徳丹城 

胆沢城 
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桓武天皇は、紀古佐美
き の こ さ み

を征東
せいとう

大使として胆沢地方の蝦夷を制圧しようとし

たが、789年に蝦夷の族長阿弖流為の前に大敗を喫した。802年、征夷大将

軍となった坂上田村麻呂が胆沢城を築城して鎮守府を移し、阿弖流為を服

属させた。その翌年にはさらに北に志波城を築城した。桓武天皇は、徳政

論争の結果、征討事業を一時停止させた。その後 812年に文室綿麻呂
ぶ ん や の わ た ま ろ

が嵯

峨天皇に陸奥国の鎮兵ならびに軍団兵士の削減を奏上したことをもって、

三十八年戦争の終結宣言となった。文室綿麻呂は、水害で廃城となった志

波城の代替として最後の城柵となった徳丹
とくたん

城を築城した。日本海側でも蝦

夷の服属が進み、米代川流域まで律令国家の支配がおよぶこととなった。

尚、後に形骸化した鎮守府将軍位は、名誉職として武士の棟梁に与えられ

た。 

 

  



日本史探究 2026 

179 

 

経済史  

［土地制度税制史］ 

１荘園公領制度 

①8世紀・9世紀の公領の世界 

公領とは、口分田で構成された田地を指し、国司が徴税する対象だったか

ら国衙領ともいう。8 世紀後半から 9 世紀に入り、重税負担から逃れるた

め、貧窮農民は、浮浪・逃亡に加えて男子を女子と偽って登録する偽籍
ぎ せ き

が

目立つようになった。一方、有力農民（富農層）も故意に浮浪人となり、

浮浪先で付近の農民に私出挙を行って返済できなければ口分田を没収す

る手口で手広く私領経営を行う富豪
ふ ご う

の輩
やから

と呼ばれた富農層に転化する者

が現れた。当時浮浪人問題が律令政府にとって死活問題であったのは、庸

調の税収が減少したからで、736 年に聖武天皇は、浮浪人を一つの身分と

して公認し、公民を対象とした計帳とは別の浮浪人を対象とした浮浪人帳

を作成し、庸調を徴収するように改めている。彼らが私有地を経営できた

のは、私出挙のほかに墾田永年私財法に乗じた結果である。 

富豪の輩に転化したのは、富農層だけではなく、やはり墾田永年私財法を

機に、墾田を集積し始めた郡司職にあった地方豪族も同じであった。この

時点で職制上墾田を所有できなかった国司と部下の郡司との関係は、微妙

になる。墾田がたとえそれが私出挙のカタに分捕った口分田であっても新

しく開墾したものであっても輸租田だから国司は、徴税の対象に出来たが、

郡司の方は、自力で集積した墾田からできるだけ徴税を逃れようとする。

よって 812年に国司の裁量で新たに富農層から擬任郡司
ぎ に ん ぐ ん じ

を選任できるよう

になった。しかし、擬任郡司であっても綱領として運脚を引率する任務の

負担は免れず、そもそも規定に満たない欠損分が出た場合や都に運ぶ途中

で群盗などに奪われた際には自弁しなければならなかったので、せっかく

得た擬任郡司職を放棄するか、院宮王臣
いんぐうおうしん

家の家人になるかを選択した。 

「院宮王臣家の家人になる」とはどういう意味か。桓武・嵯峨天皇は、多
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くの子女を設けたが、臣籍降下した王臣家子孫の中には、常時官職に就け

ない者も少なくなく、彼らは、地方に生活基盤を求めた。淳和・仁明朝で

開発地周辺の富豪の輩を使役して盛んに勅旨田
ちょくしでん

の開発が行われた結果、疲

弊した富豪の輩は、私領を院宮王臣家に寄進して自ら王臣家の家人になり、

国司の徴税を忌避した。 

律令政府は、もはや人頭税をあてにした徴税が難しくなっていることを自

覚しており、財源確保のため、付近の富農層を労働力として 832年に大宰

府管内に公営
く え い

田
でん

、879 年に畿内に官田
かんでん

、皇室に献上される勅旨田
ちょくしでん

など、田

地の直接経営に走った。 

②10世紀・11世紀の公領の世界 

10世紀に入る時点では、庸調を基本とする人頭税中心の律令的税制は、破

綻の危機を迎えていた。そこで政府は、902 年に班田励行法令を出すとと

もに、延喜の荘園整理令を発布し、収税の大口先と見られた富農層の疲弊

を避けるために勅旨田の設置を禁止したほか、富農層が院宮王臣家に私領

を寄進してその家人になって徴税を忌避することを禁じるとともに、一定

の正税
しょうぜい

（決まった税額）納入を条件に国司に地方支配を一任する方向へ舵

を切った。ここから国司の職掌がそれまでの地方行政官とは異なり、徴税

官としての性格を強くしたことから、「尾張郡司百姓等解」で有名な藤原元

命らの貪欲な国司が生まれた。 

徴税官として現地に赴任する国司の最上席者を受領
ずりょう

という。何故国司の四

等官最高位の「守」と言わずに、敢て「最上席者」という表現を使うのか。

それは、常陸
ひ た ち

国・上総
か ず さ

国・上野
こうずけ

国の 3カ国だけは、親王任国
しんのうにんこく

と呼ばれ、淳

和朝以来、親王を守に充てる慣習が成立していたので、この三カ国につい

ては、臣下が就任できる国司の最高位が「介」となる。 

受領は、公領を名
みょう

という課税単位に再編し、その上で郡司の流れをくむ地

方豪族や富農層からなる田堵
た と

に耕作を請け負わせて（請作
うけさく

という）名の面

積に応じて旧来の租・庸・調と公出挙の利稲を合せたものに該当する官物
かんもつ
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と旧来の雑徭に該当する臨時
り ん じ

雑役
ぞうやく

を賦課する仕組みである負名
ふみょう

（田堵の別

名）体制に転換した。それぞれの名には、田堵の実名ではない仮名
けみょう

（例え

ば瑛太田
えいたでん

）が付せられたので、名は名田
みょうでん

とも呼ばれ、院政期になると、田

堵は、名田の主という意味から名主
みょうしゅ

と呼ばれるようになった。名主の下で

さらに請作する農民を作人
さくにん

といい、作人は、加地子
か じ し

と称した小作料を名主

に納めた。 

現地に赴任する受領が徴税だけを行うようになると、それまで実質的に徴

税を担当していた郡司職の存在を無用とさせたから、10世紀を境に諸国の

郡衙が消滅したほか、守・介・掾・目と四等官揃って現地に赴任する必要

も失わせた結果、最上席者を除く国司（任用
にんよう

国司という）は任国に赴任せ

ず、在京のまま給与を受け取るようになった。このように任国に赴任しな

い国司を遙任
ようにん

という。11世紀に院政が成立すると、受領が院近臣を構成し

たから、都に常駐することとなり、交替の時以外任国に赴かない遙任のか

たちをとったので、赴任地の国衙が受領不在の状況となった。このように

受領不在の国衙を留守所
る す ど こ ろ

といい、受領が国衙に派遣した代理人を目代
もくだい

とい

う。目代が任国に赴任しても現地の事情は全くわからないため、目代は、 

現地の名主層からなる在庁官人
ざいちょうかんじん

に留守所の実務を担わせた。 

10世紀を境に家格の固定化が進んだ。つまり藤原氏でも公卿に昇進できる

家柄と受領で終わる家柄に分かれたから、特に後者は実入りの多い国（熟
じゅく

国）の受領の再任を望んだ（原則同じ国の国司を任期満了後もう一度続け

て務めることはできなかった）結果、10世紀末頃から除目に関わる摂関家

などの上級貴族の家政機関の職員である家司を務めたまま受領（家司受領）

として赴任し、任国で蓄財に励み、お目当ての官職に任じてもらう成功
じょうごう

の

代償として、または熟国国司に再任してもらう重任
ちょうにん

の代償として上級貴族

の私邸造営などを請け負った。例えば、藤原道長の邸宅であった土御門殿
つちみかどどの

の再建の際には、建物ごとに費用を負担する受領が決められていたが、こ

の制度を国宛
くにあて

という。また、同じく土御門殿
つちみかどどの

の再建の際には、諸国の（家
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司）受領を務める間に蓄財した源頼光
らいこう

が調度品
ちょうどひん

の一切を献じている。 

院政期には、貴族の中でも特に公卿に認められていた職封や位封などの律

令的俸禄制が有名無実化していたので、その経済的収益を確保する意味で 

知行国
ちぎょうこく

制（上皇の知行国を院分国
いんぶんこく

といった）が広まった。上級貴族が任命

される知行国主
こくしゅ

には、受領に与えられる俸給と得分が与えられる。知行国

主は、知行国には赴任せず、縁者を受領に推薦する権利を有したが、院政

期の受領は遙任であったので、結局現地には目代が赴いた。例えば、1180

年の以仁王挙兵段階の伊豆国は、知行国主が三位公卿に列していた源頼政、

受領がその子仲綱、目代がその子有綱という具合であった。 

治承三年の政変の結果、平氏一門を知行国主とする知行国が一気に増加し

たが、その結果、平氏政権を後ろ楯にした目代の横暴に反感を持つ上総広

常や千葉常胤などの東国の在庁官人も少なくなく、彼らが血脈的には坂東

八平氏であっても、平氏政権に叛逆するために流人の源頼朝の下に馳せ参

じた理由がここにあった。 

 

 

         任命 

 

   （上級貴族や治天の君）     京都に在住 

         任命 

 

    （知行国主の縁者） 

 

         任命 

                   現地に赴任 

     （受領の縁者） 

      ■知行国制のしくみ 

朝廷 

知行国主（官職ではない） 

受領 

目代 
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③10・11世紀の荘園の世界 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10世紀を境界とした国司制度の変質により郡司・郡衙機能が消滅したこと

にともない、多くの初期荘園が衰退したのに代わり、権門勢家
けんもんせいか

（摂関家や

大寺社）を領主とする官省府荘
かんしょうぷしょう

が登場した。それらの中には初期荘園の系

譜を継ぐもの含まれていたが、多くは、新たに資力を投下して成立した墾

田で、付近の田堵に実施的経営を委任した。これらの荘園領主は、官物や

〇以下は、某国を俯瞰した場合のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――荘園――――――  ―国衙領（公領）国司管轄領― 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

🏠国衙（＝国庁＝国司の政務機関）／国司不在の場合、留守所 

税所
さいしょ

（租税）・調所
ず し ょ

（織物の収納）・検非違使所（治安維持）などの

様々な現代風に言えば、役所に多くの課が設置されていた。 

国衙で実務を担当した役人が在庁官人（在地豪族出身を在庁、国司

土着系を官人という）。 

荘園領主 摂関家 

荘園領主 延暦寺 

荘民 

荘民 

年貢・公事・夫役 

年貢・公事・夫役 

田堵 

田堵 

田堵 

官物・臨時雑役 

官物・臨時雑役 官物・臨時雑役 

寄進 

寄進 

寄進 

国司 

名 

名 

名 

名 名 

名 官
省
符
荘 

国
司
が
重
税
を
課
す 

 

寄
進
地
系
荘
園
へ 

名 

名 名 名 

名 名 名 名 

名 名 

名 

名 
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臨時雑役の免除（不
ふ

輸
ゆ

）を受けるために、立契荘号
りつけんしょうごう

と呼ばれた手続きを経

て、太政官符や民部省符を得たが、不輸の権のほかに、国衙が派遣する検田
けんでん

使などの立ち入りを拒否できる不入
ふにゅう

の権も同時に手に入れる場合も多か

った。 

一方、10世紀後半には、徴税官としての性格を強めた受領の中に藤原元命

のように不当に課税する者が登場した。これに対して 11 世紀に入り開発
かいはつ

領主と呼ばれるようになった郡司の流れをくむ地方豪族や富農層からな

る田堵の中には、受領を殺害した例もあったが、それでは根本的解決には

ならず、付近の権門勢家の官省符荘を経営しているツテを利用して、その

権門勢家の荘園に自らの名田を組み込んでもらって権門勢家の荘園の一

部とし、保護を名目に米などを権門勢家に贈った。名田を権門勢家の荘園

の一部に組み入れてもらうことを寄進という。 

■肥後国鹿子木
か の こ ぎ

荘の寄進例 

     鳥羽天皇皇后（高陽院
かやのいん

／鳥羽の皇女ではなく、藤原忠実娘） 

                    保護    寄進（200 石） 

          藤原実政
さねまさ

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒藤原隆通
たかみち

（願西） 

        保護    寄進（400 石） 保護    寄進（400 石） 

開発領主沙弥寿妙
しゃみじゅみょう

⇒⇒中原高方
たかかた

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒中原親貞 

肥後国鹿子木荘の場合、開発領主沙弥寿妙の末流の中原高方の時、受領の

圧迫を受けたため、従二位参議大宰大弐の藤原実政を領家
りょうけ

と仰ぎ、寄進 400

石を行い保護下に入り、自らは荘官
しょうかん

の名称の一つである 預所
あずかりどころ

（ほかに

下司
げ し

・公文
く も ん

の名称もあった）として荘園の経営を続けた。しかし、実政の

末流藤原隆通は、正五位に過ぎず、寄進契約を破棄されることを恐れた隆

通は、得分 400石から 200石を割いて高陽院を本家
ほ ん け

と仰いで二次寄進した

と説明される。領家、本家のような保護者を本所
ほんじょ

と呼んだ。荘官が荘園領

主に納めた税を年貢・公事
く じ

・夫役
ぶ や く

という。 

ところが実態は、高方が領家の実政卿に寄進した四百石は、もともと高方

最初の寄進から200

年以上後に書かれ

た文書だから、記述

に誤りが多い。 
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が受領に納税していた額と同額だったという。どういうことか。つまり、 

高方にすれば、四百石を受領に納税せずに毎年領家に寄進しておけば、4年

任期で交替する新しい（家司）受領に四百石以上を要求されたとしてもそ

れ以上負担するリスクがなくなる。逆に実政にすれば、本来は（家司）受

領が徴収した税が京都に運び込まれ、太政官から実政に俸禄として与えら

れる手間が省けることを意味した。もとは公領であったはずの名田が寄進

により荘園化したものを、寄進地系荘園という。ところが、近年この用語

は、使用されない傾向にある。寄進したから荘園となったのではなく、寄

進された後に権門勢家が改めて立券荘号の手続きをして初めて荘園とみ

なされるからで、現在では、「免田寄人
めんでんよりうど

型荘園」の語が使用されるようにな

っている。免田寄人型荘園の登場により、受領は、官省府荘はもちろん寄

進地系荘園からの徴税もままならなくなったので、立券荘号の手続きをし

ていない免田寄人型荘園をターゲットに徴税に励んだ。 

一方で（家司）受領は、任国での蓄財をあてにして家司をつとめる摂関家

からの成功や重任を目論んでいたので、家司受領を続けることが彼らの貴

族人生を全うする保障としては機能しなくなることを意味した。それでも

4 年の任期が切れた後、任国に土着する道を選択しない限り京へ戻り彼ら

が家司として仕える摂関家の庇護を受けねばならなかったので、免田寄人

型荘園から寄進を受ける立場にある摂関家の心象を少しでも良くしてお

こうとした。すなわち、国司の任期は、4 年であったが、国に査定される

のは前任国司最終年と当任 3年であったので、任期最終年の国司は、何を

しようとも政府の査定を免れたから、3 年間ガンガン徴税した立券荘号の

手続きをしていない免田寄人型荘園から徴税することを止め、自らの一存

で再び不輸租化した。こうして成立した荘園を 国免荘
こくめんのしょう

（不輸租化してい

なかった寄進地系荘園のこと）という。 

④延久の荘園整理令と荘園公領制 

藤原氏を外戚としない後三条天皇が皇室の財政基盤強化を図る目的で出
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した延久の荘園整理令は、荘園を公領に戻すという意味では大きな効果を

発揮した。それまで出されていた荘園整理令のように、整理を国司に一任

していた状態を改め、登用した大江匡房
おおえのまさふさ

らに太政官に設けた記録荘園券契
きろくしょうえんけんけい

所
しょ

にて摂関家の荘園も含めて厳しく審査させた。その結果、34か所の荘園

を持っていた石清水八幡宮は、13 か所が整理の対象となったほか、『愚管

抄』には、藤原頼通が、「五十余年関白であった間に、強縁
きょうえん

をもとうとし

て寄進されてきたものを、そうかといって受け取ってきた。文書がない（立

券荘号の手続きふんでいない）から、全て公領に戻してもらってもよいと」

居直って文書の提出を拒否したと載せる。延久の荘園整理令の結果、藤原

氏一門は、3 分の１の（寄進地系）荘園を失ったという。また、後三条天

皇は、延久の荘園整理令発布とともに枡
ます

の大きさを一定にした（宣旨枡
せんじます

）。

 

紀伊国桛田
か せ だ

荘の荘園絵図 

和歌山市立博物館 

和歌山県和歌山市（著者撮影） 

南に牓示があることで、2 つの川に囲まれた点線部分の中の田地も荘園領域で

あることを示している。 

 

牓示 
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この枡は、太閤検地まで基準枡として使用された。 

延久の荘園整理令を機に、厳しい審査を恐れた荘園領主が自らの荘園の領

域を明確にするために荘園の東西南北の境界に四至牓示
し い し ぼ う じ

（目印）を行った

結果、12世紀の鳥羽院政期には、荘園と公領の境界が明確になった（荘園

公領制）。このように境界が明確になった荘園を領域型荘園という。荘園公

領制の成立にともない、荘園公領を問わず朝廷が内裏造営費用を賄うため

に臨時税を土地に賦課する一国平均役
いっこくへいきんやく

の導入が始まり、その基礎台帳とな

る大田文
おおたぶみ

が作成された（現存する大田文は、全て鎌倉時代以降）。 

延久の荘園整理令を受け、受領は、公領を郡・郷
ごう

・保
ほ

の行政単位に再編し、

開発領主を郡司・郷司
ご う じ

・保司
ほ う じ

に任じて徴税を請け負わせ、留守所の実務を

担う在庁官人を兼務させた。また、郡郷保制の成立に伴い、公領でも従来

の官物・臨時雑役の租税・労務の呼称名は、年貢・公事・夫役に変わった。 

延久の荘園整理令は、権門勢家が摂関家から院に移ったことを地方に意識

させる契機となったので、結果的には、荘園の公領化が進まず、これまで

摂関家に寄進されていたものが院に寄進される契機となり、鳥羽上皇が娘

の八条院暲子
しょうし

に継承した八条（女）院領（220 か所）や後白河法皇が娘の

宣陽門院に継承した長講堂
ちょうこうどう

領（90 か所）と呼ばれる大規模な院領荘園群

が形成される契機となった。 

 

［貨幣金融史］ 

１皇朝
こうちょう

十二銭 

708 年の元明天皇の代の和同開珎から村上天皇の代の乾元
けんげん

大宝までの律令

国家が鋳造した十二種の貨幣を皇朝十二銭という。皇朝十二銭が途絶する 

したのは、銅の国内生産が不調になっていたことに加え、大規模な戦争や

建設事業が無くなり、発行益を得ることが出来なくなったからである。宋

銭の流通までは、米・絹・麻が交換手段として使用された。 
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２宋銭 

宋船は、帰路に日本から材木や硫黄を積載したが、バランスのためにバラ

ストとして大量の銭を積んできたが、その宋銭が貨幣経済の進展を促した。

日本は、貨幣の国産にかかる経費を嫌がり、中国銭の輸入につとめた。一

方、宋にとっては、当時の日本と宋の銅銭一枚の比価の違い（日本では、

銅銭一枚の価値が宋の約 4倍あった）から、日本に銅銭を持ち込んでモノ

に代え、さらに自国で販売すると、莫大な利潤を期待できた。 

 

［交通史］ 

一国に複数の荘園が成立すると、個々の荘園から荘園領主へ年貢を輸送す

るために、多くの倉敷
くらしき

（年貢積出港）が築かれた結果、倉敷と倉敷を結ぶ

航路網が張り巡らされ、廻船が就航した。 
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文化史  

Ⅰ弘仁・貞観文化 

弘仁・貞観文化は、嵯峨天皇（上皇時代を含む）から清和天皇の代にかけ

ての文化。文芸こそ国家隆盛の基
もとい

とする文章経国
もんじょうけいこく

思想（漢詩文の力で礼

の秩序を維持して国家を繁栄に導く）が重視された結果、盛唐文化を吸収

した天平文化を完全に消化した、唐文化に似せた唐風文化が創出された。 

嵯峨天皇は、学問・漢詩文に優れた小野篁
おののたかむら

などの文人官僚を登用し、宮廷

の儀式を整え、平安宮の殿舎
でんしゃ

に唐風の名称をつけた。 

［宗教史］ 

１仏教 

密教
みっきょう

とは、6 世紀～7 世紀に

インドで生まれた大乗仏教の

最後の系譜にある教えで、顕

教でいう経典と修行で悟りを

開くのはなく、身体で仏教の

真意を感じ取り、生きた身の

まま最高の智と理を備えた

大日
だいにち

如来と一体化して成仏
じょうぶつ

する即身成仏
そくしんじょうぶつ

を目指す。加持
か じ

祈祷
き と う

を行うことで現世利益
げ ん せ り や く

を

期待したから、出産祈願や怨
おん

敵調伏
てきちょうぶく

など当時の貴族層の

支持を受けた。真言宗は、純

度 100％密教であったのに対し、天台宗は、法華
ほ っ け

経を土台に、密教・禅・

戒・念仏のブレンドであり、真言密教を東
とう

寺の密教という意味から東密
とうみつ

、

天台密教を台密
たいみつ

という。 

近江
お う み

出身の最澄
さいちょう

は、遣唐使に従い入唐、帰国して天台宗
てんだいしゅう

を開いた。最澄

 
大日如来像     不動明王像 

大日如来は、智拳印
ちけんいん

と呼ばれる手の形をと

る。不動明王は、大日如来の化身とされる。

つまり如来の優しい表情で衆生を導けない

時に強面の不動明王が登場するという仕掛

け。 

和歌山県立博物館・大安寺 

和歌山県和歌山市・奈良県奈良市 

（著者撮影） 
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は、東大寺中心の受戒制度に風穴を開けるべく独自の大乗戒壇の設立を

目指したが、当然南都諸宗の反発を招いたので、『顕戒論
けんかいろん

』で反駁
はんばく

し、死

後一週間後に設立が認められた。これを受け、最澄が開いていた比叡山
ひえいざん

の小堂
しょうどう

が延暦
えんりゃく

寺の名を与えられた。 

最澄は、空海に先立ち密教を伝えていたが、空海が会得していた真言密

教を学ぶ必要性を感じ、812年に弟子の泰範
たいはん

と一緒に空海から灌頂
かんじょう

を受

けている（弟子になった）。しかし、最澄が空海に『理趣釈経
りしゅしゃくきょう

』の貸与
た い よ

を

申し出たことや泰範が空海の下から戻らなかったので、両者間は、疎遠

となった。また、最澄と法相宗僧徳一
とくいち

との間に悟りへの道筋を巡り、三

一権実
ごんじつの

論争が展開された。 

天台宗の密教化は、円仁
えんにん

（入唐し、密教を学んで帰国するまでの記録が

『入唐求法巡礼行記
にっとうぐほうじゅんれいこうき

』）と円珍
えんちん

によって深められ、安然
あんねん

により大成され

た。後に密教の解釈を巡り、双方の弟子が対立し、円珍派は、比叡山を

下り、麓
ふもと

の園城寺（三井寺
み い で ら

）を拠点
きょてん

とした。延暦寺天台宗を山門
さんもん

派、園

城寺天台宗を寺門
じ も ん

派と称した。円仁が比叡山に 常行三昧堂
じょうぎょうざんまいどう

（90日間本

尊の阿弥陀如来の周りを、念仏を唱えながら歩く行を常行三昧という）

を建てたことが契機となり、後の念仏の隆盛に繋がった。 

讃岐
さ ぬ き

出身の空海
くうかい

は、24歳の時に儒教・道教・仏教の中で仏教が最良と説い

た『三教指帰
さんごうしいき

』を著した。その後、遣唐使に従い入唐、長安で密教を学ん

で 2年後に帰国、高野山
こうやさん

に金剛峯寺
こ ん ご う ぶ じ

を建立し、真言宗
しんごんしゅう

を開き、嵯峨天皇か

ら与えられた平安京の教王護国
きょうおうごこく

寺（東寺）も洛中
らくちゅう

における密教の根本道場

となった。最澄が天台（法華経）を最高の教えとし、密教を同等と見た（円

密一致）のに対し、空海は、密教を法華経も含めた全ての顕教より優れて

いると見ていた。また、最澄が南都と対立したのとは対照的に、真言宗僧

を東大寺で受戒させただけでなく、東大寺に真言院を設けて南都仏教（顕

教）の密教化を図った。 
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２神道 

8 世紀には、神々も人間と同じく仏法に帰

依し、苦しみからの解放を願う存在だと考

える神身
しんじん

離脱や神々が仏法を守るという

護法善神
ごほうぜんしん

思想が輸入され、仏と神が結びつ

いた結果、気比
け ひ

神社・伊勢神宮などの有力

な神社の境内には、神宮寺
じんぐうじ

が建立され、

神前読経
じんぜんどきょう

・書写奉納
しょしゃほうのう

が行われたほか、東大

寺の鎮守神として八幡
はちまん

神が宇佐から勧請
かんじょう

されたように、特定の土地や寺院を守護す 

る鎮守
ちんじゅ

神の考え方が生まれた。 

八幡神は、もと宇佐地方の神で鉱山・鍛冶の神でもあり、応神天皇と同一 

とされた。781年、朝廷から八幡神に「大菩薩号」を贈られたのを機に、 

平安時代に入ると、東寺や薬師寺では、本来不可視であった神を可視化さ 

せた僧形八幡神
そうぎょうはちまんしん

像が彫られた。薬師寺の鎮守社 休丘
やすみがおか

八幡宮に安置される 

僧形八幡神像は、神功
じんぐう

皇后像・仲津姫
なかつひめ

像とともに三神一具
さんしんいちぐ

の像として知ら 

れる。神身離脱を求める神も仏法に帰依すれば、すぐに菩薩として崇拝さ 

れたから、神の菩薩化は、平安時代に神仏習合の風潮が進展していく要因 

の一つとなった。 

典型的な神仏習合の風潮の一つとして、天台宗・真言宗が山岳伽藍を備え 

て山中を修行の場にすると、在来の山岳信仰と結びついて修験道
しゅげんどう

の源流が 

形成された。山岳修行者のことを山伏
やまぶし

というが、山伏が修行する道場とし 

て奈良県吉野の大峰
おおみね

山や北陸の白
はく

山などが知られる。 

 

 

 

 

 
気比神宮扁額 

福井県敦賀市 

（著者撮影） 
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［美術史］ 

１建築史 

密教寺院特有の山岳地形に合わせた自由な伽藍（山岳伽藍）で知られるの

が“女人
にょにん

高野”（女人禁制の高野山に対し、室町時代頃より女性の参詣が許

可）と呼ばれた室生寺
む ろ う じ

で、室生寺金堂と室生寺五重塔は、弘仁・貞観期山

岳寺院の数少ない遺構である。 

２彫像史 

弘仁・貞観期の彫像の特色は、一本の木から彫り出す一木造
いちぼくづくり

と、股の部分

がミルフィーユ状となった翻波式
ほんばしき

。また、密教的性格を持つ大日如来像、

不動明王像、如意輪観音
にょいりんかんのん

像が彫られた。 

〇観心寺
かんしんじ

如意輪観音像 

〇室生寺弥勒堂釈迦如来坐像 

 

 

 

 

 

 
       室生寺金堂           室生寺五重塔 

金堂は、創建当初檜皮葺
ひわだぶき

であったが、現在は、柿葺。清水寺と同じ懸造が

用いられている。崖に対応した構造から崖造ともいう。五重塔は、“弘法

大師一夜造りの塔”の異名を持ち、高さが 16.1m と屋外の五重塔の中で最

も低い。1998 年の台風では大きく破損し、大きなニュースとなった。 

奈良県宇陀市（著者撮影） 

懸造
かけづくり

 

柿葺
こけらぶき
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３絵画史 

教王護国寺（東寺）両界曼荼羅 

神護寺両界曼荼羅 

両界の原理の下にあらゆる仏神を配

列した宇宙の秩序を図示したものを

曼荼羅
ま ん だ ら

という。智徳
ち と く

の世界＝金剛界

と慈悲の世界＝胎蔵
たいぞう

界が両界。 

園城寺不動明王像 別名黄不動
き ふ ど う

。 

 

［芸能史］ 

１書道 

嵯峨天皇・空海・橘逸勢の唐風能書家の三人が後に三筆
さんぴつ

と称された。空海

が最澄に充てた書状を一巻にしたものが『風信帖
ふうしんじょう

』。 

 

［文芸史］ 

１漢詩 

『凌雲
りょううん

集』・『文華秀麗
ぶんかしゅうれい

集』・『経国
けいこく

集』の 3つの直線漢詩文集が編纂された。

空海は、漢詩文作成に関しての評論『文鏡秘府論
ぶんきょうひふろん

』、漢詩文集『 性霊
しょうりょう

集』

などで優れた文才を示し、菅原道真も漢詩文集『菅家文草
かんけぶんそう

』を著した。 

 

［教育史］ 

文章経国思想が重視された結果、有力貴族の子弟であっても漢学の素養が

昇進の条件として求められた。そこで有力貴族が一族の子弟の教育のため

に寄宿舎
きしゅくしゃ

にあたる大学別曹
だいがくべつそう

を設けた。大学別曹には、藤原氏の勧学院
かんがくいん

、和

気氏の弘文院
こうぶんいん

、在原
ありわら

氏や皇族の奨学院
しょうがくいん

、橘氏の学館院
がくかんいん

などがあった。この 

ほか、空海が京都に開設した綜芸種智院
しゅげいしゅちいん

は、庶民教育を目的にしたもので

あった。大学では、中国の歴史や文学を学ぶ紀伝道
きでんどう

（高校教科書には、「文

章道」とあるが、文章博士という呼称はあっても、文章道という呼称はな

い）や儒教を学ぶ 明経道
みょうきょうどう

などを学んだ。  
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Ⅱ国風文化 

10世紀から 11世紀にかけての摂関政治期の頃の文化を国風文化という。

たしかに遣唐使が送られなくなったことで、新羅や中国の海商により、

唐物の輸入量が増大した一方、唐の技術・学術を学ぶ人材の派遣が止ん

だため、唐文化の輸入が不可能になったことが国風文化の形成を後押し

したことは間違いないが、遣唐使の停止（実際は延期）そのものが国風

文化成立の契機ではない。国風文化は、弘仁・貞観期の唐風文化を吸

収・消化してそこに在来文化が融合して成立した。それでも『倭名類聚
わみょうるいじゅう

抄
しょう

』の書名や“本朝”の冠名が着いた著作が多数生まれたことに見られ

るような、国風の発露と同時に、海商がもたらす唐物への憧憬
どうけい

の二面性

を有していた。 

［生活史］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
復元「六条院」寝殿造模型・右上は復元牛車 

源氏物語ミュージアム 京都府宇治市（著者撮影） 

 
 復元十二単             復元宮中行事 

風俗博物館 京都府京都市（著者撮影） 

 

 
紫式部像 

京都博物館 

京都府京都市 

（著者撮影） 
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［生活史］ 

衣 

貴族の正装が束帯
そくたい

で、束帯の略式を衣冠
い か ん

という。一方、女官の正

装を 女房装束
にょうぼうしょうぞく

（十二単
じゅうにひとえ

）といったが、これらは、唐風の衣服を

基にして日本風にアレンジしたもの。また、男性の通常服を直衣
の う し

・

狩衣
かりぎぬ

といい、女性の通常服は、小袿
こうちぎ

に袴を着けた。庶民男性や武

士の実用服が水干
すいかん

。 

食 

食事は一日 2 回、獣肉は食さず、米を蒸した強飯
こわいい

に干物や蒸鮑
むしあわび

などの魚介類に調理した野菜が付いた。油は使用せず、調味料は

塩・醬
ひしお

・酢などを用いた。二食間には、間食もとった。 

住 

つい先頃までは、貴族の住居である寝殿造
しんでんづくり

といえば、寝殿（正

殿）を中心として、釣殿
つりどの

・泉殿
いずみどの

を廊や透渡殿
すきわたどの

で接続し、寝殿の南

には、池を掘り、築山
つきやま

を設ける左右対称の豪勢な建築だと考えら

れてきたが、江戸時代の故実
こ じ っ

家の想像に過ぎないことが判明し

た。寝殿造では、板張
い た ば

りの床の上に畳や円座
え ん ざ

を置いて座るように

作られ、外壁をほどんど設けず、内部も大部屋式で、屏風
びょうぶ

や几帳
きちょう

、

衝立
ついたて

などの移動可能な建具で間仕切りをした。 

生活 

習慣 

貴族子弟の成人式は、男女ともに、10歳から 15歳で行われ、男

性は、元服
げんぷく

、女性は、裳着
も ぎ

と呼んだ。男性の場合、有力者が烏帽子
え ぼ し

親として冠または烏帽子を頭に被せて新しい名を付けた。 

貴族社会では、男性が妻の両親宅に同居するか、新居を構えて住

むのが一般的であった。 

貴族の多くは左京に住んだ。895年に五位以上の王族・貴族の行

動範囲が東は、逢坂
おうさか

、西は、摂津、北は、大江
お お え

山、南は、山崎と

限定されたこともあり、大和国の長谷寺
は せ で ら

などに参詣する以外は、

京を離れて旅行することは稀であった。このほか、平安貴族の遊

びには、囲碁・双六・貝合わせなどがあった。 
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［宗教史］ 

１仏教 

平安中期には、律令制の解体や政変、疫病の流行など社会不安が高まって

いた。そこに末法思想の流布が相まって中国から伝わった、阿弥陀仏
あ み だ ぶ つ

を信

仰して（西方
せいほう

）極楽浄土への往生を願う浄土教が流行したほかに、弥勒菩

薩のいる兜率
と そ つ

天への往生を願う弥勒信仰も盛んになった。 

末法思想とは、教・行・証が備わった正法
しょうほう

から証
しょう

（悟り）が欠落した像法
ぞうほう

を挟んで、行（修行）も欠落した末法
まっぽう

へ時代が移るという考え方を指す。 

藤原道長は、臨終に際し、法成
ほうじょう

寺にあった無量寿院
むりょうじゅいん

の九体の阿弥陀仏

（『観無量寿経
かんむりょうじゅきょう

』に説く九品
くほん

往生
おうじょう

＝ 上品上生
じょうぼんじょうしょう

～下品下生
げぼんげしょう

の 9段階）と自

らの指を糸で繋いで没した。尚、九体揃う“九体寺
く た い じ

”は、京都府の浄瑠璃寺
じ ょ う る り じ

しか現存しない。一方、天台・真言密教は、出産祈願や怨敵調伏
おんてきちょうぶく

など、祈

祷を通じて現世利益を求める貴族と強く結びつき、圧倒的な勢力を誇った。 

また、中国から伝来した陰陽五行
いんようごぎょう

説に由来する

陰陽道
おんみょうどう

の影響を受け、一定期間建物の中で謹慎

する物忌
ものいみ

や、行くべき方角に悪神がいる場合、前

夜に吉方
きっぽう

に一泊してから向かう方違
かたたがえ

が行われた

が、このようなケガレの観念は、仏教にとりこま

れていった。陰陽師
おんみょうじ

として活躍した人物に安倍晴
あべのせい

明
めい

がいる。 

■末法思想 

 

 

 

  

釈迦入滅 1000 年後 2000 年後 

1052（永承
えいしょう

７）年 

正法
しょうほう

 像法
ぞうほう

 末法 

 
安倍晴明像 

晴明神社 

京都府京都市 

（著者撮影） 
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空也
く う や

 
938年、京都で民衆に念仏の功徳を説き、 市聖

いちのひじり

・阿弥陀聖

と呼ばれた。道路整備・架橋など社会事業を実践した。 

源信
げんしん

 

別名恵心僧都
え し ん そ う ず

。『 往生要集
おうじょうようしゅう

』を著し、極楽往生のための観相
かんそう

念仏の意義（心で阿弥陀の姿を思いながら往生を念ずる点が

易行である法然の 称名
しょうみょう

念仏と違う）を説く。 

慶滋保胤
よししげのやすたね

 
往生を遂げたとされる人々の伝記を集めたものを往生伝

おうじょうでん

と

いい、その代表作が慶滋保胤が著した『日本往生極楽記
にほんおうじょうごくらくき

』。 

また、法華経などの経典を写して経筒
きょうづつ

に納めて埋納した経塚
きょうづか

も各地に営

まれたが、特に藤原道長が埋納した吉野の金峯山
きんぷせん

経塚が有名。 

２神道 

9世紀半ば以降、朝廷では、毎年同じ時期に行われる大祓
おおはらえ

、賀茂祭
かものまつり

のよう

な神事、灌仏
かんぶつ

のような仏事、七夕
たなばた

、相撲
す ま い

のような遊興
ゆうきょう

、叙位・除目などの

政務に関するものを含む年中行事
ねんじゅうぎょうじ

が整備されていった。 

摂関期には、さらに神仏習合が進展した。吉田一彦
よしだかずひこ

氏によれば、11世紀前

半頃、「神は、仏が権
かり

（仮）に形を変えて現世に現れた」と考える本地垂迹

説が成立し、後には天照大神を大日如来の化身と考えるなど、一人の神ご

とに特定の仏をその本地に定めるようになった。尚、本地垂迹説は、既に

中国六朝
りくちょう

時代に見られ、日本独自の考え方ではない。また、この時期には、

天変地異や疫病の流行を疫神
えきしん

や非業
ひ ご う

の死を遂げた者の怨霊
おんりょう

の仕業
し わ ざ

と畏
おそ

れ、

これを慰めて御霊
ごりょう

とすることで祟りを免れようとする信仰である御霊信

仰が広まり、怨霊を鎮めるための祭祀である御霊会
ごりょうえ

が盛んに催された。菅

原道真を祀る御霊会が北野神社（北野天満宮）で、今日の祇園
ぎ お ん

祭に繋がる

牛頭天王
ご ず て ん の う

を祀る御霊会が祇園社
ぎおんしゃ

（現在の八坂
や さ か

神社）で行われた。このほか、 

有力な神社では、仏教の不殺生戒
ふせっしょうかい

に基づく放生会
ほうじょうえ

が行なわれた。 
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［美術史］ 

１建築史 

浄土教の流行を背景に、阿弥陀仏を本尊とする阿弥陀堂が建築された。 

平等院鳳凰堂 
藤原頼通建立の阿弥陀堂。末法初年の 1052 年に建

立。 

法界
ほうかい

寺阿弥陀堂 日野資業
ひ の す け な り

の建立の阿弥陀堂。 

２彫像史 

当代きっての仏師 定朝
じょうちょう

は、多くの部材を集めて製作する寄木造
よせぎづくり

の手法を

完成させ、藤原道長の三女で後一条天皇の中宮
ちゅうぐう

藤原威子の無事の出産を祈

願するために仏師集団を率いて 2 か月で 27 体の彫像を納めたとの記録が

ある。 

  

 
平等院鳳凰堂 

 
法界寺阿弥陀堂      醍醐寺五重塔    石山寺本堂 

京都府宇治市・伏見区・京都市・滋賀県大津市（著者撮影） 

 

相輪
そうりん
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〇平等院鳳凰堂阿弥陀如来像  

唯一定朝の作品としての確証がある。 

〇清凉寺
せいりょうじ

釈迦如来像  

986年に宋から帰国した奝然が唐で模刻
も こ く

させた。 

３絵画史 

屏風などの建物内部の仕切りには、中国の故事や風景を描いた唐絵
か ら え

ととも

に後の日本画の源流となる大和絵が描かれた。このほか、浄土教の流行と

ともに、大和絵の手法を用いて阿弥陀仏が浄土から迎えに来る様子を示し

た来迎図
らいごうず

も盛んに描かれた。 

高野山阿弥陀 聖衆
しょうじゅう

来迎図 もともとは比叡山にあったとされる。 

４工芸史 

屋内の調度品には、日本独自に発達を遂げた蒔絵
ま き え

や奄美大島などでとれる

夜光貝
やこうがい

などを薄くすり減らして器物にはめ込む螺鈿
ら で ん

の手法が用いられた。 

 

［芸能史］ 

１書道 

和様
わ よ う

能書家の小野道風
おののみちかぜ

・藤原佐理
すけまさ

・藤原行成
ゆきなり

の三人を三跡
さんせき

という。 

 

［文芸史］ 

国風文化の象徴がかな文字の創出である。かな文字には、万葉仮名の草書
そうしょ

体
たい

を簡略化した平がなと漢字の一部をとった片かながあった。平がなは、

女文字
おんなもじ

とも呼ばれ、和歌の復権や女流文学隆盛の契機となった。 

１和歌 

書名 編著者 内容 

古今和歌集 紀貫之
きのつらゆき

ら 

最初の勅撰和歌集。古今調と呼ばれ

た繊細で技巧的な歌風は、長く和歌

の模範とされた。 
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２儀式書 

書名 編著者 内容 

西宮記
さいきゅうき

 源高明 
10 世紀の年中行事の内容とその由来

を知るための史料。 

北山抄
ほくざんしょう

 藤原公任
きんとう

 
小野宮流・九条流の両方の要素を取

り入れた内容となっている。 

５物語・随筆・日記 

摂関期は、年中行事が国家の重要な儀式となり、議政官を意味する上卿
しょうけい

は、 

先例に沿って儀式を司る能力が求められた。藤原顕光
あきみつ

は、固関
こ げ ん

の儀式にお

いて、作法を何度も誤り、小野宮
おののみや

流の藤原実資にこき下ろされている。 

摂関期は、後に九条
くじょう

流と小野宮流と呼ばれた 2つ流派の儀式作法の形成時

期で、10世紀以降、家格が固定される中で、上卿として主催できる年中行

事に差異があった。よって、貴族は、家毎に伝わる儀式作法や物品の出納

を備忘録
びぼうろく

として残し、子孫に伝えるために日記を残した。 

書名 編著者 内容 

源氏物語 紫式部
むらさきしきぶ

 
光
ひかる

源氏の愛の遍歴。紫式部は、中国

文学を深く理解していた。 

枕草子
まくらのそうし

 清少納言
せいしょうなごん

 
随筆。清少納言は、中国文学を深く理

解していた。 

土佐
と さ

日記 紀貫之 最初の平がなによる日記。 

小右記
しょうゆうき

 藤原実資
さねすけ

 この世をば…の歌を載せる。 

御堂
み ど う

関白記 藤原道長 

具注暦
ぐちゅうれき

の余白に記載。世界最古の日

記としてユネスコの世界記憶遺産に

登録されている。 
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Ⅲ院政期の文化 

聖
ひじり

や上人
しょうにん

と呼ばれた寺院に所属しない民間布教者の活動により、浄土教

ほか京の文化が地方へ波及するとともに、今様
いまよう

に代表される新たに勃興し

てきた武士や庶民が担い手となった地方文化を逆に皇族や貴族が積極的

に取り入れるようになった。このほか、軍記
ぐ ん き

物語や歴史物語が生まれた。 

［宗教史］ 

１仏教 

上皇や貴族が浄土に見立てた熊野三山に参詣する熊野詣
くまのもうで

や高野山金剛峰

寺に参詣する高野詣
こうやもうで

が盛んに行われた。 

 

［美術史］ 

１建築史 

浄土信仰が地方に波及した結果、地方の有力者が阿弥陀堂を建立する動き

が見られたほか、白河天皇の法勝寺
ほっしょうじ

や堀河天皇の尊勝寺
そんしょうじ

など、「勝」の字が

付いた 6寺の六勝
ろくしょう

寺が建立された。 

 

 

中尊寺金色堂
こんじきどう

 藤原清衡が平泉に建立した阿弥陀堂。 

富貴寺大堂
ふ き じ お お ど う

 九州最古の阿弥陀堂。 

白水
しらみず

阿弥陀堂 
陸奥の豪族岩城則道

いわきのりみち

の妻（藤原秀衡の妹）が建立 

した阿弥陀堂。 

毛越寺
も う つ じ

の浄土庭園 浄土庭園の代表格 

 
富貴寺大堂      京都創生館 法勝寺伽藍模型 

高さ 82ｍの法勝寺九重塔は、現在の東寺五重塔の 1.5 倍の高さ。 

大分県豊後高田市・京都府京都市（著者撮影） 

 
 



  

202 

 

２彫像史 

脇侍が正座し来迎形式をとることで知られる三千院
さんぜんいん

阿

弥陀三尊像のほか、大分県臼杵
う す き

市や豊後高田
ぶ ん ご た か だ

市には、

磨崖仏
まがいぶつ

と呼ばれる岩肌に彫られた石仏がある。 

このほか、1164 年、後白河法皇の信任を得た平清盛が

蓮華王院
れんげおういん

を造営した。その本堂である三十三間堂
さんじゅうさんげんどう

には、

1001体の千手観音
せんじゅかんのん

像が祀られている。 

３絵画史 

大和絵の手法を用い、絵と詞書
ことばがき

を交互に書いて場面を展開する絵巻物が作

られた。 

伴
ばん

大納言絵巻 

常盤光長
ときわみつなが

作の絵。応天門の変を描く。下書きをせず、

異なる時間軸を同一の場面に描く異時同図法
い じ ど う ず ほ う

を用い

た。 

信貴山
し ぎ ざ ん

縁起絵巻 

創建時の東大寺大仏殿が描かれた唯一の史料（尼公

の巻）。信貴山中興の祖命蓮
みょうれん

が神通力
じんつうりき

で鉢を飛ばす

場面（飛倉
とびくら

の巻＝山水長者の巻）が有名。 

鳥獣戯画
ちょうじゅうぎが

 鳥羽僧正覚猷󠄀
とばそうじょうかくゆう

の作との伝承がある。高山寺
こうざんじ

蔵。 

  

 

複製信貴山縁起絵巻尼公
あまぎみ

の巻 

京都市右京区・奈良県生駒郡（著者撮影） 

 
和歌山県立歴史博物館 複製鳥獣戯画 

日本漫画史の嚆矢とも言われる。 

和歌山県和歌山市（著者撮影） 

 
熊野磨崖仏 

大分県 

豊後高田市 

（著者撮影） 
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源氏物語絵巻 

屋根や天井を描かず、上から見下ろす視点で描く

吹抜
ふきぬけ

屋台
や た い

と呼ばれる技法や、引目鉤鼻
ひきめかぎばな

と呼ばれる人

物の顔の表現が用いられている。 

後三年合戦絵巻 
長く南北朝時代の作品とされてきたが、野中哲照

のなかてっしょう

氏

により、院政期の作品であることが証明された。 

年中行事絵巻 
後白河上皇の命で制作された。江戸時代に模写され

たものが今に伝わっている。 

このほか絵巻物ではないが、厳島
いつくしま

神社に奉納された「平家納経
のうきょう

」や京都

の民衆を描いた「扇面古写経
せんめんこしゃきょう

」が伝わる。 

 

［芸能史］ 

平安末期当時の流行歌謡の今様
いまよう

や祭礼神事芸能の田楽
でんがく

は、猿楽
さるがく

とともに庶

民だけでなく、貴族にも流行した。このほか、神事の神楽
か ぐ ら

などを編曲した

ものが催馬楽
さ い ば ら

や和漢の名句を吟じる朗詠
ろうえい

も流行した。後白河上皇が今様な

どの雑芸を集めたものが『梁塵秘抄
りょうじんひしょう

』。 

 

［文芸史］ 

１史書 

書名 編著者 内容 

大鏡
おおかがみ

 ― 藤原道長の繁栄を批判的に描く。 

今鏡
いまかがみ

 ― 『大鏡』に続く四鏡
よきょう

の１つ。 

２軍記物語 

書名 編著者 内容 

将門記
しょうもんき

 ― 
平将門の乱を漢文で記す。原本はな

く、題名も江戸時代についた。 

陸奥話記
む つ わ き

 ― 前九年合戦を記す。日本的漢文体。 
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３説話集 

書名 編著者 内容 

今昔
こんじゃく

物語集 源隆国？ 

1000余りの説話を本朝
ほんちょう

（日本）・天竺
てんじく

（インド）震旦
しんたん

（中国）の 3 つに分

類。 

 

  



日本史探究 2026 

205 

 

☆☆☆徳政論争 

（延暦
えんりゃく

二十四年十二月七日）勅
ちょく

有りて、参議右衛士督
さ ん ぎ う え じ の か み

従四位下藤原朝臣緒嗣
お つ ぐ

と参議左
さ

大弁
だいべん

正四位下菅野
す が の

朝臣真道
まみち

とをして、天下の徳政（注１）を相論
あいろん

ぜしむ。時に緒嗣議
ぎ

し

て云
い

はく、「方今
い ま

、天下の苦しむ所は軍事と造作
ぞうさ

（注 2）と也
なり

。此
こ

の両事を停
とど

めば、百

姓安
やす

んぜん」。真道異議を礭執
かくしつ

（注 3）し、肯
あ

へて聴
き

かず。帝（注 4）、緒嗣の議を善
よ

し

として、即ち停廃に従ふ。有識
ゆうしき

（注 5）これを聞き、感嘆
かんたん

せざるなし  （『日本後紀』） 

（注 1）徳政：善政を行うこと   

（注 2）軍事と造作：軍事とは蝦夷との戦い、造作とは、平安京造営 

（注 3）確執：自分の意見をいわない （注 4）帝：桓武天皇 （注 5）有識：学識者 

☆摂政のはじめ 

天安二年（注 1） 戊寅
つちのえとら

、摂政
せっしょう

 従一位
じゅういちい

 藤良房
よしふさ

 五十五 十一月七日宣旨
せ ん じ

にて摂政

と為す。 

（貞観
じょうがん

八年八月）十九日辛卯
かのとう

、太政大臣
だいじょうだいじん

（注 2）に勅して天下の 政
まつりごと

を摂行
せっこう

（注 3）

せしむ。                           （『日本三代実録』） 

（注 1）天安二年：858 年  （注 2）太政大臣：藤原良房  （注 3）摂行：代行 

☆☆関白のはじめ 

摂政太政大臣
せっしょうだいじょうだいじん

（注１）に万機
ば ん き

（注 2）を関
あずか

り白
もう

さしむるの 詔
みことのり

を賜
たま

ふ。詔すらく、

「朕
ちん

（注 3）涼徳
りょうとく

を以て茲
ここ

に乾符
け ん ぷ

を奉ず（注 4）。（中略）太政大臣の保護扶持
ふ ち

に非
あら

ざる

よりは、 何
いずくん

ぞ宝命
ほうめい

を黄図
こ う と

に恢
ひろ

め（注 5）、旋璣
せ ん き

を紫極
しきょく

に正
ただ

す（注 6）を得んや。嗚呼
あ あ

三

代（注 7） 政
まつりごと

を摂
と

り、一心に忠を輸
いた

す。先帝 聖明
しょうみょう

、其の摂録
せつろく

を仰
あお

ぐ（注 8）。朕の

冲眇
ちゅうびょう

（注 9）重ねて孤煢
こ け い

（注 10）を以てす。其の万機
ば ん き

巨細
こ さ い

、百官己
おのれ

に総
す

べ（注 11）、

皆太政大臣に関
あずか

り白
もう

し（注 12）、然
しか

る後に奏下
そうげ

すること、一に旧事
きゅうじ

の如くせよ。 主者
つかさどるもの

施行
しぎょう

せよ」と。仁和
に ん な

三年十一月廿
二十

一日                （『政治要略
せいじようりゃく

』） 

（注１）摂政太政大臣：藤原基経  （注 2）万機：多くの重要政務 

（注 3）朕：宇多天皇       （注 4）乾符を奉ず：皇位に就く 

（注 5）宝命を黄図に恢め：天皇の命令を広め 

（注 6）旋璣を紫極に正す：政治を正しく行う 
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（注 7）三代：清和・陽成・光孝。『日本三代実録』の三代と同じ 

（注 8）其の摂録を仰ぐ：藤原基経の補佐を受けた 

（注 9）冲眇：年が若いこと    （注 10）孤煢：頼る者がいないこと 

（注 11）万機巨細、百官己に総べ：すべての政務と官職を統括し 

（注 12）太政大臣に関り白し：藤原基経を通した上で奏上し 

☆☆勅書起草者の橘広相の非を認めた宇多天皇 

朕の本意は、 万政
よろづのまつりごと

を 関白
あずかりもう

してその輔導を頼まんと欲
おもお

すとしてなも、前の詔 

は下せる。しかるに旨を 奉
うけたまわ

りて勅答を作るの人広相
ひ ろ み

（注 1）が阿衡を引けるは、 

已に朕の本意に乖
そむ

きたるなり。（中略）太政大臣今より以後、衆務を輔
たす

け行い、百官 

を統
す

べ賜へ。奏すべき事、下すべき事、先の如く諮
はか

り稟
う

けよ。   （『政事要略』） 

（注 1）広相：橘広相  

☆☆☆藤原威子立后 

（寛仁
かんにん

二年十月）十六日乙巳
きのとみ

、今日女御
にょうご

藤原威子
い し

を以
もっ

て皇后に立つるの日なり。前太政
さきのだじょう

大臣
だいじん

（注 1）の第三娘なり。一家に三后を立つるは未だ嘗て有らず。(中略)太閤
たいこう

（注 2）、下官
げかん

（注 3）を招き呼びて云
いわ

く、「和歌を読まんと欲す。必ず和すべし」てへり。答えて云

く、「 何
いずくん

ぞ和し 奉
たてまつ

らざらんや（注 4）」と。又云く、「誇りたる歌になむ有る。但
ただ

し

宿構
しゅくこう

（注 5）にあらず」てへり。「此
こ

の世をば我が世とぞ思ふ望月
もちづき

の欠けたる事も無し

と思へば」。余
よ

申して云く、「御歌優美なり、酬答
しゅうとう

に方無
す べ な

し（注 6）満座只
ただ

この歌を誦
じゅ

すべし」と。 

（万寿
まんじゅ

二年七月）十一日辛卯
かのとう

（中略）去る九日丹生
に う

使（注 7）蔵人検非違使
く ら う ど け び い し

棟仲
むねなか

（注 8）、

大納言能信
よしのぶ

（注 9）卿の山城国の庄の雑人
ぞうにん

に小舎人
こ ど ね り

の頭を打ち破らる（注 10）。濫行
らんぎょう

極

まりなし。仍
よ

って使（注 11）の官人を遣
つか

わすと云々
うんぬん

。天下の地、 悉
ことごと

く一家
いちのいえ

（注 12） 

の領となり、公領は立錐
りっすい

の地も無きか。悲しむべきの世なり。     （『小右記』） 

（注 1）前太政大臣：藤原道長  （注 2）太閤：前の摂関職で藤原道長 

（注 3）下官：藤原実資 

（注 4）「何ぞ和し奉らざんや」：どうして返歌をしないことがありましょうか 

（注 5）宿構：前から準備しておいたもの 
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（注 6）酬答に方無し：とても返歌はつくれないでしょう。賢人右府
け ん じ ん う ふ

と称された実資は、 

唐の時代の詩人元稹
げんしん

が作った詩に感動した白楽天が応答できず 

に元稹の詩を吟詠したとの故事にちなむ形をとって、故意に返 

歌しなかった 

（注 7）丹生
に う

使：雨ごいのため、吉野の丹生神社に派遣される使 

（注 8）棟仲：平棟仲           （注 9）能信：平能信   

（注 10）雑人に小舎人の頭を打ち破らる：能信の荘園の雑人が小舎人に暴行し、頭を 

負傷した 

（注 11）使：検非違使           （注 12）一家：摂関家 

☆☆☆院政の開始 

第七十二代、第三十九世白河院、（中略）壬子年即位、甲寅ニ改元。 古
いにしへ

ノアトヲオコ

サレテ野ノ行幸ナンドモアリ。又白河ニ法勝寺ヲ立、九重ノ塔婆
と う ば

ナドモ昔ノ御願寺
ご が ん じ

ノ

寺々ニモコエ、タメシナキホドゾツクリトゝノエサセ給ケル。（中略）造作ノタメニ諸

国ノ重任ナンド云コトオホ
多

クナリテ、受領
ずりょう

ノ功課
こ う か

モタダシカラズ。封戸・荘園アマタヨ

セヲカレテ、マコトニ国ノ費
ついえ

トコソ成侍
なりはべり

ニシカ。 

白河院、（中略） 天下
あめのした

ヲ 治給
おさめたまふ

コト十四年。太子ニユヅリテ尊号（注 1）アリ。世ノ

政
まつりごと

ヲハジメテ院中
いんちゅう

ニテシラセ給
たまふ

。後ニ出家セサセ給
たま

テモ猶
なお

ソノマゝニテ御一期
おんいちご

（注

2）ハスゴサセマシマシキ。オリヰ（注 3）ニテ世ヲシラセ給コト昔ハナカリシナリ。

（中略）此御代
こ の み よ

ニハ院ニテ政ヲキカセ給ヘバ、執柄
しっぺい

（注 4）ハタゞ職ニソナハリタルバ

カリニナリヌ。サレドコレヨリ又フルキスガタハ一変スルニヤ侍
はべり

ケム。執柄世ヲオコ

ナワレシカド、宣旨
せ ん じ

・官符
か ん ぷ

ニテコソ天下ノ事ハ施行
し こ う

セラレシニ、此
この

御時ヨリ院宣
いんぜん

・

庁御下文
ちょうおんくだしぶみ

（注 5）ヲオモクセラリシニヨリテ在位ノ君
きみ

又位
ぐらい

ニソナハリ給ヘルバカリ

ナリ。世ノ末ニナレルスガタナルベキニヤ。            （『 神皇正統記
じんのうしょうとうき

』） 

（注１）太子ニユヅリテ尊号アリ：善仁親王、後の堀河天皇に譲位して上皇となった 

（注 2）御一期：一生   （注 3）オリヰ：譲位した天皇、すなわち上皇のこと 

（注 4）執柄：摂関職   （注 5）庁御下文：院庁下文 

☆院政の弊害 
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（大治
だ い じ

四年七月七日）同
延久

五年七日後三条
ごさんじょう

院崩御、天下の 政
まつりごと

を秉
と

ること五十七年（注

1）、（中略）意に任
まか

せて法に拘
かか

わらず除目叙位
じ も く じ ょ い

を行ひ給ふ。古今未だ有らず。（中略） 

或は四海に満ち天下帰服す。幼主三代（注 2）の 政
まつりごと

を秉
と

り、斎王（注 3）六人の親と

なること、桓武より依頼絶へて例
ためし

なし。（中略）但し理非決断、賞罰分明、愛悪
あ い お

ヲ掲焉
けちえん

にし（注 4）、貧富顕然なり。男女の殊寵
しゅちょう

多きに依
よ

り、已
すで

に天下の品秩
ひんちつ

（注 5）を破る

なり。 

（大治四年七月十八日）法皇御時
おんとき

始めて出来
しゅったい

せる事。受領
ずりょう

の功、万石
ごく

万疋
ひき

進上する事。

十余歳の人、受領に成る事。卅
三十

余国、定任
じょうにん

（注 6）の事。我が身より始めて子三四人

に至り、同時に受領に成る事。神社仏寺の封家の納、諸国の吏
り

（注 7）全く弁済
べんさい

すべか

らざる事。天下の過差
か さ

（注 8）日を遂
お

って倍増し、金銀錦繍
きんしゅう

下女の装束
しょうぞく

と成る事。御

出家の後、御受戒
じゅかい

なき事。                      （『中右記
ちゅうゆうき

』）

（注 1）五十七年：在位 14 年と譲位してから 43 年という計算 

（注 2）幼主三代：堀河・鳥羽・崇徳の三代  

（注 3）斎王：伊勢神宮や賀茂神社に奉仕する未婚の皇女 

（注 4）愛悪ヲ掲焉にし：物事の好き嫌いがはっきりしていて 

（注 5）品秩：位階と俸禄  

（注 6）定任：国司が任期が切れても交代せず留任すること 

（注７）諸国の吏：国司  （注 8）過差：ぜいたく 

☆☆☆僧兵の横暴（１） 

白河
しらかわ

の院は、賀茂
か も

川の水、双六
すごろく

の賽
さい

、山法師
やまほうし

（注 1）、是
こ

れぞ朕
ちん

が心に随
したが

はぬ者と、常 

に仰せの有りけるとぞ申し伝へたる。               （『源平盛衰記
げんぺいせいすいき

』） 

（注 1）山法師：延暦寺の僧兵 

廿
二十

六日、興福寺大衆
だいしゅ

（注 1）春日
か す が

神民を率
ひき

ひ、勧学院
かんがくいん

（注 2）に集会
しゅうえ

す。鋒神木
ほこさかき

を捧げ、 

身に境鈴
きょうりん

を随
したが

ふ。（中略）是れ近江守為家朝臣
おうみのかみためいえあそん

、神民を陵礫
りょうれき

する（注 3）事を訴え申

す也。卅
三十

日日吉祇園神人
ひ え ぎ お ん じ に ん

、延暦寺大衆、神輿
し ん よ

を先と為
な

し、陽明門に参じ、 季仲卿并
すえなかきょうならび

に

検非違使
け び い し

範政
のりまさ

、八幡別当
はちまんべっとう

（注 4）光清
こうせい

等の罪科遅々
ざ い か ち ち

（注 5）たる由
よし

を訴え申す。 

                                 （『百錬抄』） 
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（注 1）大衆：僧兵は、戦国時代の用語で、平安・鎌倉時代は、大衆：悪僧といった。 

（注 2）勧学院：藤原氏の大学別曹      （注 3）陵礫する：あなどり蔑む   

（注 4）別当：大寺社の寺務・社務の統括する職（注 5）罪科遅々たる：処罰が遅い 

☆☆☆僧兵の横暴（２）☛2022 日本史Ｂ追試 

一 応
まさ

に兵仗（注 1）を持
もち

て僧房に出入りし山上を往来せる者を尋ね捕らえて、公家
こ う け

（注

2）に邁
まい

らすべき事。右、兵器はこれ在俗武士の持つところにして、経巻はこれ出家行人
ぎょうにん

の 翫
もてあそ

ぶところ（注 3）なり。（中略）しかるに聞くならく、ある僧等、党を結びて群

を成し、恩を忘れて怨に報い、懐中に刀剣を挿し著して、 恣
ほしいまま

に僧房に出入りし、身

上に弓箭
ゆ み や

を帯持して、 猥
みだりに

に戒地
か い ち

（注 4）を往還す。（中略）暴悪の身に 遍
あまね

きこと、な

お酔象
すいぞう

（注 5）に同じ。                     （「廬山寺文書」） 

（注 1）兵仗：兵器・武器         （注 2）公家：朝廷 

（注 3）経巻は…ところなり：仏教の経典は、出家修行者が取り扱うものである 

（注 4）戒地：戒律を守るべき聖域。延暦寺を指す 

（注 5）酔象：酒に酔った象。悪事のたとえ 

☆☆☆平氏一門の栄華 

六波羅
ろ く は ら

殿（注１）の御一家
ご い っ か

の君達
きんだち

といひてしかば、花族
かしょく

（注 2）も栄燿
えいよう

（注 3）も面
おもて

を 

むかへ肩をならぶる人なし。されば入道相国
にゅうどうしょうこく

（注 4）のこじうと
小 舅

、平大納言
へいだいなごん

時忠
ときただ

卿
きょう

 

ののたまひけるは、「此一門
このいちもん

にあらざらむ人は皆人非人
にんぴにん

なるべし」とぞのたまひける。 

かゝりしかば、いかなる人も相構
あいかまえ

て其
その

ゆかりにむすぼゝれむとぞしける。衣文
え も ん

のかき 

やう（注 5）烏帽子
え ぼ し

のためやう（注 6）よりはじめて、何事も六波羅様
ろ く は ら よ う

といひてければ、 

一
いっ

天
てん

四海
し か い

の人皆是
これ

を学ぶ。（中略） 

吾身（注 7）の栄花を極
きわむ

るのみならず、一門共
とも

に繁昌
はんじょう

して、嫡子重盛
ちゃくししげもり

、内大臣の左大 

将、次男宗盛
むねもり

、中納言の右大将、三男知盛
とももり

、三位中将、嫡孫
ちゃくそん

維
これ

盛
もり

、四位少将、惣
そう

じて 

一門公卿
くぎょう

十六人、殿上人
てんじょうびと

卅
三十

余人、諸国の受領
ずりょう

、衛府
え ふ

、諸司
し ょ し

、都合
つ ご う

（注 8）六十余人な 

り。世には又人なくぞみえられける。（中略）日本秋津島
あきつしま

は纔
わずか

に六十六箇
か

国、平家知行
ちぎょう

 

の国卅
三

余箇国、既に半国にこえたり、其外
そのほか

荘園田畠いくらといふ数を知らず。 

 （『平家物語』） 
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（注 1）六波羅殿：平清盛           （注 2）花族：華族。九清華
せ い が

家 

（注 3）栄燿：英雄              （注 4）入道相国：平清盛 

（注 5）衣文のかきやう：着物のきこなし方 

（注 6）烏帽子のためやう：折烏帽子の折り方  （注 7）吾身：平清盛 

（注 8）都合：合計 

☆☆☆『玉葉』に見る平清盛の逝去 

准三宮 入道前太政大臣
にゅうどうさきのだいじょうだいじん

清盛法名静海
せいかい

は累葉の武士の家に生まれ、勇名
ゆうめい

、世を被
おお

 

う。平治
へ い じ

の乱逆以後、天下の権、偏にかの私門に在り。長女（注 1）は始めて妻后に 

備
そな

わり、続いて国母となる。次女両人は執政
しっせい

の家の室（注 2）となる。長嫡重盛
しげもり

、次 

男宗盛
むねもり

、或いは 丞相
じょうしょう

（注 3）に昇り、在いは将軍を帯び、次の二子息は昇進心のま 

まにす。                             （『玉葉』） 

（注 1）長女：平徳子              

（注 2）次女両人…室：盛子が近衛基実の正室に、完子を基実の子基通の正室とした 

（注 3）丞相：左右大臣をそれぞれ左丞相・右丞相と唐風に呼んだ 

☆☆☆寿永二年十月宣旨 

（寿永
じゅえい

二年閏
うるう

十月十三日）そもそも、「東海・東山
とうざん

・北陸三道
さんどう

の庄園・国領
こくりょう

（注 1）も

との如
ごと

く領知
りょうち

すべきの由
よし

（注 2）、宣下
せ ん げ

せらるべき」の旨
むね

、頼朝
よりとも

申し請
こ

う。よって宣旨
せ ん じ

を下さるるの処
ところ

、北陸道ばかり（注 3）、義仲
よしなか

を恐るるにより、その宣旨を成されず。

頼朝これを聞かば、定めて欝
うつ

を結ぶ歟
か

（注 4）。             （『玉葉』） 

（注 1）国領：国衙領 

（注 2）もとの如く領知すべきの由：本所領家や知行主が支配するように 

（注 3）ばかり：だけ           （注 4）鬱を結ぶ歟：不満に思う 

☆☆格式の編纂 

蓋
けだ

し聞く、律は 懲粛
ちょうしゅく

を以
もっ

て宗
むね

と為
な

し、令は勧誡
かんかい

を以て本
もと

と為す。格は則
すなわ

ち時を量
はか

り

て制を立て、式は則
すなわ

ち闕
けつ

を補
おぎな

いて遺
のこ

れるを拾
ひろ

ふ。（中略）以為
おもえら

く、律令は是
こ

れ 政
まつりごと

に

従
な

すの本
もと

たり。格式は乃
すなわ

ち職を守るの要
かなめ

たり。方今
い ま

、律令頻
しきり

に刊脩
かんしゅう

を経
ふ

る（注 1）

と雖
いえど

も、格式は未だ編緝
へんしゅう

を加へず（注 2）。之
こ

れ政道を稽
かんが

ふるに尚闕
な お か

く所有り。 
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（中略）爰
ここ

に綸言
りんげん

（注 3）を降
くだ

し、尋
たず

ねて修撰
しゅうせん

せしむ。     （『類聚三代格』） 

（注 1）刊脩を経る：改定が加えられた 

（注 2）編緝を加へず：まとめられていない  （注 3）綸言：天皇の命令 

☆☆健児の制 

以前、右大臣（注１）の宣
せん

を被
こう

むるに偁
いわ

く、勅
ちょく

を 奉
うけたまわ

るに今諸国の兵士、辺要
へんよう

の地（注

2）を除くの外
ほか

、皆停廃
ていはい

に従へ。其
そ

れ兵庫
へ い こ

（注 3）、鈴蔵
れいぞう

（注 4）及び国府（注 5）等の

類、宜
よろ

しく健児
こんでい

を差
つかわ

し、以
もっ

て守衛に充
あ

つべし。宜しく郡司
ぐ ん じ

の子弟を簡
えら

び差
つかわ

し、番を作

りて守らしむ。                         （『類聚三代格』） 

（注 1）右大臣：藤原継繩
つぐただ

       （注 2）辺要の地：辺境の地 

（注 3）兵庫：兵器を収納する倉庫   （注 4）鈴蔵：駅鈴を収納する倉庫    

（注 5）国府：国司の勤務する役所 

☆武士の棟梁 

（寛治五年）六月十二日、宣旨
せ ん じ

を五畿七道に給
たま

ひ、前陸奥守義家
さきのむつのかみよしいえ

、随兵
ずいへい

の入京（注１）

并
ならび

に諸国の百姓
ひゃくせい

、田畠公験
く げ ん

（注 2）を以
もっ

て、好みて義家朝臣
あ そ ん

に寄する事を停止
ちょうじ

す。 

                 （『百錬抄』） 

（仁平
にんぴょう

三年）正月十五日乙已
きのとみ

刑部卿忠盛
ぎょうぶきょうただもり

朝臣卒
しゅう

す（中略）数国の吏を経て、富は巨

万を累
かさ

ね、奴僕
ぬ ぼ く

は国に満ち、武威
ぶ い

は人に軼
す

ぐ。然
しか

れども、人となり恭倹
きょうけん

にして、未
いま

だ

嘗
かつ

て奢侈
し ゃ し

の行
ぎょう

有らず。時人これを惜
お

しむ。              （『宇槐記抄
うかいきしょう

』） 

（注 1）随兵の入京：源義家の入京が禁止されている理由は、当時義家が惣領の地位 

をめぐって弟の源義綱と争い、京都で衝突する危険性があった 

から 

（注 2）公験：土地の所有権を示す文書   

☆☆後世が抱く平将門のイメージ 

下総国にありし平将門は、これ東国のあしき人也といえども、先世に功徳をつくりしむ

くいにて天王（注１）となれり。天台座主尊意は、あしき法を行て、将門をころせり。

この罪によりて、日ごとにももたびたたかいす。       （『僧妙達蘇生注記』） 

（注１）天王・天皇 
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☆☆☆平将門の乱（１） 

それ聞
き

かく、かの将門
まさかど

は、 天国押撥御宇柏原
あめくにおしはるきあめのしたしろしめすかしはら

天皇（注 1）五代の苗裔
びょうえい

（注 2）、 

三世 高望
たかもちおう

王の孫なり。その父は陸奥鎮守府将軍
むつちんじゅふしょうぐん

平朝臣良持
よしもち

なり。（中略）部内
ぶ な い

の干戈
か ん か

（注 3）を集めて。堺外の兵類を発して、天慶
てんぎょう

二年十一月廿
二十

一日をもて、常陸
ひ た ち

国に渉 

る。（中略）時に武蔵権守興世王
むさしのごんのかみおきよおう

、窃
ひそか

に将門に 議
たばか

りて云
い

はく「今案内
あ な い

を検せしむるに

（注 4）、一国を討ちたりといへども、 公
おおやけ

の責
せ

め軽からじ。同じくは坂東
ばんどう

を 虜掠
りょりゃく

（注

5）して、暫
しばら

く気色
け し き

（注 6）を聞かむ」てへり。将門報答
ほうとう

して云はく「将門が念
おも

ふとこ 

ろも啻
ただ

これのみ。（中略）苟
いやし

くも将門、刹帝
せったい

（注 7）の苗裔
びょうえい

、三世の末葉
まつよう

なり。同じ

くは八国（注 8）より始めて、兼ねて王城を虜領
りょりょう

せむと欲
おも

ふ。いますべからく先
ま

ず諸

国の印鎰
いんやく

（注 9）を奪ひ、一向
いっこう

に受領
ずりょう

の限りを官堵
か ん と

に追い上げてむ（注 10）。然
しか

れば則
すなわ

ち且
か

つは 掌
たなごころ

に八国を入れ、且
か

つは腰に万民
ばんみん

を附
つ

けむ（注 11）」てへり。（中略）ここ

に自ら製して諡号
おくりな

を奏す。将門を名
なづ

けて新皇
しんのう

と曰
い

ふ。         （『将門記』）                                

（注 1）天国押撥御宇柏原天皇：桓武天皇  （注 2）苗裔：子孫 

（注 3）干戈：兵      （注 4）案内を検せしむるに：状況を考えるに 

（注 5）虜掠：侵略     （注 6）気色：様子  （注 7）刹帝：天皇家           

（注 8）八国：坂東八カ国  （注 9）印鎰：国衙の印と倉の鍵 

（注 10）受領の限り官堵を追い上げてむ：国司を京都に追い返すこと 

（注 11）腰に万民を附けむ：民衆を支配しよう 

☆☆平将門の乱（２） 

時に新皇、勅して云わく、「（中略）将門、いやしくも兵の名を坂東に揚げ、合戦を花夷

に振るう。今の世の人、必ず撃ち勝てるをもって君となす。たとい我が朝にあらずとも、

みな人の国にあり（注 1）。去る延長年中の大赦契王（注 2）のごときは、正月一日をも

って渤海国を討ち取りて、東丹国に改めて領掌せるなり。いかんぞ力をもって虜領せざ

らんや。（中略）およそ八国を領せん程に、一朝の軍攻め来らば、足柄・碓氷二関を固

めて、まさに坂東をふせがん（後略）」               （『将門記』） 

（注 1）たとい…人の国にあり：我が国だけのことではない。外国でも同じ人間の国の 

             ことだから、その通りだ 
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（注 2）大赦契王：契丹国王耶律阿保機
や り つ あ ほ き

 

☆☆☆藤原純友の乱 

（承平
じょうへい

六年六月）南海の賊徒の首藤原純友
ふじわらのすみとも

、党を結びて伊予国
い よ こ く

日振島
ひぶりじま

に屯聚
とんしゅう

（注

1）し、千余艘
よ そ う

を設け、官物・私財を 抄劫
しょうごう

（注 2）す。爰
ここ

に紀淑人
きのよしひと

を以
もっ

て伊予守に任

じ、追捕
つ い ぶ

の事を兼
か

ね行
おこな

はしむ。賊徒その寛仁
かんにん

（注 3）なるを聞き、二千五百余人 過
あやまち

を悔
く

ひて刑に就
つ

く。                      （『日本紀略』） 

（天慶
てんぎょう

二年十二月二一日）今日、伊予国解状
げじょう

を進む。前伊予掾
さきのいよのじょう

純友去んぬる承平六

年、海賊を追捕
つ い ぶ

すべきの由
よし

、宣旨を蒙
こうむ

る。而
しか

るに近来相驚
あいおどろ

く事有り。随兵
ずいへい

等を率
ひき

い、巨海
きょかい

に出
い

でんと欲す。部内
ぶ な い

（注 4）の騒ぎ、人民の驚き、紀淑人朝臣制止を加う

ると雖
いえど

も承引
しょういん

せず。早く純友を召上げ、国郡の騒ぎを鎮
しず

めよと云々。 

（『本朝世紀』） 

（注 1）屯聚
とんしゅう

：集合            （注 2） 抄劫
しょうごう

：略奪  

（注 3）寛仁：寛大            （注 4）部内：その地域 

＊承平六年、藤原純友は、朝廷から海賊追捕を命じられており、彼自身が海賊の首領で

はない。よって、『日本紀略』の南海の賊徒の首藤原純友や党を結びて…は潤色。 

☆押領使・追捕使の任命 

従五位下
じゅうごいのげ

下総守藤原朝臣
しもうさのかみふじわらの

有行誠に惶
おそ

れ、誠に恐
かしこ

み謹
つつし

んで言
もう

す。 

特に天恩
てんおん

を蒙
こうむ

り、先例に因准
いんじゅん

し（注 1）、押領使
おうりょうし

を兼
か

ね行
おこな

ひ、并
なら

びに随兵
ずいへい

卅
三十

人を給せ

られんことを請
こ

ふの状。右 謹
つつし

みて案内
あ な い

を検ずるに、当国隣国の司等、押領使を帯び、

并びに随兵を給はりて、公事
く じ

を勤行
ごんぎょう

すること、その例尤も多し。近きは則
すなわ

ち前司
ぜ ん じ

（注

2）従五位下菅原朝臣名明、天慶
てんぎょう

九年八月六日の符
ふ

に依
よ

りて、押領使を兼ね、并びに随

兵卅
三十

人を給はる。凡
およ

そ坂東諸国の不善
ふ ぜ ん

の 輩
ともがら

（注 3）、所部
し ょ ぶ

に横行
おうこう

し、道路の間、物を

取り、人を害す。かくの如
ごと

き物忩
ぶつそう

日夜絶えず。（中略）若
も

し凶党の輩有らば、且
かつ

は以て 

追捕し、且は以て言上
ごんじょう

せん。有行誠に惶
おそ

れ、誠に恐
かしこ

み謹んで言す。 （『朝野群載
ちょうやぐんさい

』） 

（注 1）因准し：ならって       （注 2）前司：前任国司   

（注 3）不善の輩：悪事をはたらく者 

☆☆前九年の役（１） 
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六箇
ろ っ か

郡の司
つかさ

（注 1）安倍頼良
あべのよりよし

（注 2）といふ者ありき。これ同忠良
ただよし

が子なり。父祖俱
とも

に 

果敢
か か ん

にして自ら酋長
お さ

を称し、威権甚
いけんはなはだ

しくして、村落をして皆服
したが

へしめ、六郡に横行し 

て、庶士を囚俘
と り こ

にし、驕暴滋蔓
きょうぼうじまん

（注 3）にして、漸
ようや

くに衣川
ころもがわ

の外に出づ。賦貢
ふ こ う

を輸
いた

さ 

ず（注 4）、徭役
ようえき

を勤
つと

むることなかりき。代々己
よよおのれ

を 恣
ほしいまま

にし 蔑
ないがしろ

にすといへども、上 

制
せい

すること能
あた

はず。（中略）ここに朝廷 議
はかりごと

ありて追討将軍を択
えら

びぬ。衆議の帰
よ

りしと 

ころは、独
ひと

り源朝臣頼義
よりよし

にあり。頼義は河内
か わ ち

守頼信
よりのぶ

の子なり。 性
ひととなり

沈毅
ち ん き

（注 5）にし 

て武略に多
まさ

り、最も将帥
しょうすい

の器
うつわ

なり。                （『陸奥話紀
む つ わ き

』） 

（注 1）司：郡司   

（注 2）安倍頼良：源頼義と同じ読みゆえ、安倍頼時に改名   

（注 3）驕暴滋蔓：おごり高ぶること    （注 4）賦貢を輸さす：納税しない 

（注 5）沈毅：沈着にして剛毅 

☆☆☆前九年の役（２） 

任終わるの年府務を行わんがため鎮守府に入りぬ。数十日経廻の間、頼時首
こうべ

を傾けて

給仕し、駿馬・金宝の類、悉く幕下に献じ、兼ねて士卒に給す。而
しか

るに国府に帰るの道、

阿久利河の辺に、夜、人ありて、窃
ひそか

に窺い来たりて、「権守藤原説貞
ごんのかみふじわらときさだ

の子光貞・元貞

等野宿して人馬を殺傷せらる」と。将軍（注 1）、光貞を召して嫌疑の人を問う。答え

て曰く、「頼時の長男貞任、先年、光貞の妹を嫂
めと

らんと欲すれど、其の家族を賤めて之

を許さず。貞任深く恥とす。これを権
はか

るに貞任の為す所ならん。この外に他の仇なし」

と。ここに将軍怒りて（注 2）、貞任を召して罪せんと欲す。     （『陸奥話記』） 

（注 1）将軍：陸奥守兼鎮守府将軍源頼義。但し鎮守府将軍兼任は遅れてなった 

（注 2）怒りて：爰ニ守、此レ光貞ヲ射ルニハ非ズ。我ヲ射ル也（『今昔物語』）とある 

☆☆☆鳥羽院の裏切り 

サテ上々ノ御中アシキコトハ、崇徳院ノ位ニオハシマシケルニ、鳥羽院ハ長実中納言ガ

ムスメヲコトニ冣愛
さいあい

ニヲボシメシテ、（中略）ソノ御子ノヨシニシテ外祖ノ儀ニテヨク

ヨクサタシマイラセヨト仰ラレケレバ（注 1）、コトニ心ニイレテ誠ノ外祖ノホシサニ

サタシマイラセラレケルニ、ソノ定ニテ譲位候ベシト申サレケレバ、崇徳院ハサ候ベシ

トテ栄治元年十月ニ御譲位アリケル、保延五年、八月ニ東宮ニハタゝセ給ニケリ。ソノ
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宣命
せんみょう

（注 2）ニ皇太子トゾアランズラント思召ケルヲ、皇太弟トカゝセラレケルトキ、

コハイカニト崇徳院ノ御意趣ニコモリケリ。            （『愚管抄』） 

（注 1）ソノ御子ノ…仰ラレケレバ：鳥羽院と美福門院得子
びふくもんいんなりこ

との間に出来た躰仁
なりひと

親王 

          を崇徳天皇の子として譲位するようにと鳥羽院が言ったので 

（注 2）：宣命：天皇の命令を伝える文書 

☆☆☆保元の乱 

去月 朔
ついたち

以後、院宣（注 1）により、下野守義朝
しもつけのかみよしとも

（注 2）幷
なら

びに義康
よしやす

（注 3）等、陣 

頭に参宿す。（中略）此の外
ほか

源氏平氏の輩
やから

、皆 悉
みなことごと

く随兵
ずいへい

を率いて鳥羽殿
と ば ど の

に祇候
し こ う

す。 

蓋
けだし

是
こ

れ法皇（注 4）の崩後、上皇（注 5）、左府
さ ふ

（注 6）、同心して軍を発し、国家を 

傾けて 奉
たてまつ

らんと欲す、その儀風聞す。 旁
かたがた

用心せらるるなり。 

上皇、白川
しらかわ

殿
どの

（注 7）において軍兵を整えらる。是
こ

れ日来の風聞、已
すで

に露顕
ろ け ん

するとこ 

ろなり。（中略）前大夫尉源為義
ためよし

（注 8）、前左衛門尉同頼賢
よりかた

（注 9）、八郎同為知
ためとも

（注 

10）、九郎冠者
く ろ う か じ ゃ

（注 11）等を引率
いんそつ

して初参
ういざん

す。頃年
けいねん

以来、故院の堪責により、 各
おのおの

籠 

居す。今此
い ま こ

の時に当り、懇切
こんせつ

に召し出さるるなり。（中略）前馬助平忠正
ただまさ

（注 12）、散 

位源頼憲
よりのり

（注 13）、各軍兵を発す。偏
ひとえ

に合戦の儀たり。（中略）禁中時に高松殿
たかまつどの

彼の 

薟議により、同じく武士を集めらる。下野守義朝、右衛門尉義康
うえもんのじょうよしやす

、陣頭に候ず。此
こ

の 

外
ほか

安芸守清盛朝臣
あきのかみきよもりあそん

、兵庫頭頼政
ひょうごのかみよりまさ

（注 14）（中略） 勅定
ちょくじょう

により参会す。（下略） 

                                （『兵範記』） 

（注 1）院宣：鳥羽法皇の院宣       （注 2）義朝：源義朝 

（注 3）義康：足利義康          （注 4）法皇：鳥羽法皇 

（注 5）上皇：崇徳上皇          （注 6）左府：左大臣藤原頼長 

（注 7）白川殿：白河殿     

（注 8）源為義：源義朝の父        （注 9）頼賢：源為義の四男 

（注 10）為知：為朝。源為朝の八男。鎮西八郎と呼ばれた勇将     

（注 11）九郎冠者：源為義の九男為仲    （注 12）平忠正：平清盛の叔父 

（注 13）源頼憲：摂津源氏の一派の多田源氏 （注 14）頼政：源頼政。摂津源氏 

☆☆以仁王の令旨 
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下す東海・東山・北陸三道諸国の源氏幷
なら

びに群兵等の所、応
まさ

に早く清盛法師幷
ならび

に

従類
じゅうるい

の輩
やから

を追討
ついとう

すべき事。右、前伊豆守
さきのいずのかみ

正五位下源朝臣仲綱
なかつな

宣す  （『吾妻鑑』） 

☆☆石橋山の戦い 

（治承
じしょう

四年九月三日）（中略）謀叛
む ほ ん

の賊義朝
よしとも

の子、年来配所
はいしょ

の伊豆
い ず

の国にあり。しか

るに近日凶悪を事とし、去んぬるころの新司
し ん じ

の先使（注 1）を凌礫
りょうれき

（注 2）し、（時
とき

忠
ただ

卿
きょう

知行の国なり（注 3））およそ伊豆、駿河
す る が

両国を横領
おうりょう

し了
おわ

んぬ。また為義
ためよし

の息
むすこ

（注 4）一両年熊野
く ま の

の辺に来たり住む。しかるに去んぬる五月の乱逆
らんぎゃく

（注 5）のきざ

み、阪東
ばんどう

方へ赴
おもむ

き了りて与力
よ り き

する。彼
か

の義朝の子大略謀叛企てるか。宛
あたか

も将門
まさかど

の如
ごと

しと云々。                            （『玉葉』） 

（注 1）新司の先使：伊豆国新任国司平時兼
ときかね

の目代である山木兼隆
やまきかねたか

 

（注 2）凌礫：侮り踏みにじること（注 3）時忠卿知行の国：平時忠が知行国主 

（注 4）為義の息：新宮にいた源行家。以仁の令旨を伊豆・木曽へ持ち込んだ 

（注 5）五月の乱逆：以仁王の挙兵 

☆☆源義経、判官（検非違使左衛門少尉）に任じられたことの頼朝への弁明 

去
さ

んぬる六日、左衛門少尉
さえもんのしょうじょう

に任じ、使（注１）の宣旨
せ ん じ

を蒙
こうむ

る。是
こ

れ所望
しょもう

の限
かぎり

に非ず

と 雖
いえども

も。度々の勲功
くんこう

、黙止
も く し

せられ難
がた

きに依
よ

り、自然
じ ね ん

の朝恩
ちょうおん

たるの由
よし

、仰
おお

せ下さるる

の間
あいだ

、固辞
こ じ

する能
あた

わず。                      （『吾妻鏡』） 

（注１）使：検非違使 

☆☆頼朝、義経の無断任官に気色ばむ 

この事、頗
すこぶ

る武衛
ぶ え い

（注 1）の御気色
み け し き

に違
たが

う。範頼・義信朝臣の受領の事（注 2）は御意

より起り挙げ申さるるなり。この主（注 3）の事は、内々に儀あり。左右なく聴されざ

るの処、遮て所望せしむる歟
か

の由
よし

、御疑いあり。凡
およ

そ御意
ぎ ょ い

に背
そむ

かるること、今度に限ら

ざる歟
か

。                             （『吾妻鏡』） 

（注 1）武衛：源頼朝            

（注 2）：受領のこと：1184年 6 月、一の谷の戦いの功労として源範頼が河内守へ、 

平賀義信が武蔵守に任じられたこと 

（注 3）この主：源義経 
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☆☆腰越状
こしごえじょう

 

左衛門少尉源義経
さえもんのしょうじょうみなもとのよしつね

恐れながら申し上げ候。意趣
い し ゅ

は、御代官
おんだいかん

のその一つに撰ばれ、

勅宣の 御使
おんつかい

として朝敵
ちょうてき

を 傾
かたぶ

け、累代
るいだい

弓箭
きゅうせん

の芸を 顕
あらわ

し（注１）、会稽
かいけい

の恥辱
ちじょく

を雪
そそ

ぐ。 抽賞
ちゅうしょう

せらるべきのところ、思ひの外
ほか

虎口
ここう

の讒言
ざんげん

（注 2）によりて、莫大の勲功
くんこう

を

黙止
もくし

せられ、義経犯無くして咎
とが

を蒙る。功有り、誤り無しと雖も、御勘気
ご か ん き

を蒙るの間、

空しく紅涙
こうるい

（注 3）に沈む。つらつら事の意を案ずるに、良薬口に苦く、忠言
ちゅうげん

耳に逆

ふ先言なり。これに因
よ

りて讒者
ざんしゃ

の実否
じっぴ

を糺
ただ

されずに（注 4）、鎌倉中に入れられざるの

間、其意
そ い

を述ぶるにあたはず、いたずらに数日を送る。この時に当たり、永く恩顔
おんがん

を拝

し 奉
たてまつ

らず、骨肉・同胞の儀、既
すで

に空しきに似たり。宿運
しゅくうん

（注 5）の極
きわ

むるところか。

はたまた先世の業因
ごういん

をかんずるか。悲しきかな、この条、故亡父尊霊再誕
ぼうふそんれいさいたん

し給はざれ

ば、誰人か愚意の悲歎を申し披
ひら

き、何の輩か哀憐
あいれん

を垂
た

れんや。事新たな申条、述懐に似

たりと雖
いえど

も、義経身体髪膚を父母に受け、幾時節
いくじせつ

を経ずして、故頭殿
とうどの

（注 6）の御他

界の間、実無きの子と成り、母の懐中
かいちゅう

に抱かれ、大和国宇陀郡
う だ ぐ ん

竜門牧
りゅうもんまき

に赴きより以

来、一日
いちじつ

片時も安堵の思ひに任せず、甲斐なきの命ばかりを存すると 雖
いえど

も、京都の

経廻
けいかい

、難治
なんじ

の間、諸国を流行せしめ、身を在々諸々
ざいざいしょしょ

に隠し、辺土
へんど

・遠国
おんごく

を 栖
すみか

となし

て土民・百姓らに服仕
ふくし

せられる。                  （『吾妻鏡』） 

（注 1）累代弓箭の芸を顕し：源氏代々の武門としての戦術を発揮し 

（注 2）思ひの外虎口の讒言：虎口とは戦場での危険な場所の意だが、具体的には梶原

景時の讒言を指す 

（注 3）紅涙：血の涙 

（注 4）讒者の実否を糺されずに：景時の言い分が正しいのか否か調査されずに 

（注 5）宿意：前世から定まっている運命  （注 6）故頭殿：源義朝 

☆☆平安遷都 

（延暦
えんりゃく

十三年十月丁卯
ひのとう

）都を遷
うつ

す。 詔
みことのり

して曰
い

はく云々。葛野
か ど の

の大宮地
おおみやどころ

は、山川
さんせん

も

麗
うるわ

しく、四方
よ も

の国の百姓の参
ま

い出来
いできた

る事も便
たより

にしてと云々。 

（延暦十三年十一月丁丑
ひのとうし

）詔して曰はく云々。山勢実
さんせいまこと

に前聞
ぜんぶん

に合
かな

うふ（注 1）と云々。

此
こ

の国山河
さ ん が

襟帯
きんたい

して、自然に城
き

を作
な

す。斯
こ

の形勝に因
よ

り、新号を制すべし。宜
よろ

しく山
やま
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背
しろ

国を改め山城
やましろ

国となすべし。又子来
し ら い

の民、謳歌
お う か

の 輩
ともがら

（注 2）異口同辞
い く ど う じ

にして、号し

て平安京と曰
い

ふ。                        （『日本紀略』） 

（注 1）前聞に合うふ：言われている通り  

（注 2）子来の民、謳歌の輩：君主の徳を慕う民やほめたたえる人々 

☆右京の荒廃 

予
われ

（注 1）二十余年以来
このかた

、東西の二京（注 2）を歴
あまね

く見るに、 西京
にしのきょう

は、人家漸
ようや

くに

稀
まれ

にして、 殆
ほとほと

に幽墟
ゆうきょ

（注 3）幾
ちか

し。人は去ることを有りて来
きた

ること無く、屋
いえ

は壊
やぶ

るる

こと有りて造ること無し。其の移徒
い と

（注 4）するに処無く、賤貧
せんひん

に憚
はばか

ること無き者（注

5）は是
こ

れ居
お

り。（中略） 東京四条以北
ひがしのきょうしじょうよりきた

、乾
いぬい

・ 艮
うしとら

（注 6）の二方は、人々貴賤
き せ ん

と無

く、多く群衆
ぐんしゅう

する所なり。高き家は門を比
なら

べ堂を連
つら

ね、少
ちい

さき屋
いえ

は壁を隔
へだ

て簷
のき

を接
つら

ぬ。

東隣
とうりん

に火災有れば、西隣余炎
せいりんよえん

を免れず（注 7）。南宅に盗賊
ぬすびと

有れば、北宅流矢
ながれや

を避
さ

り難

し。                               （『池亭記
ち て い き

』） 

（注 1）予：慶滋保胤  （注 2）東西の二京：東京＝左京、西京＝右京 

（注 3）幽墟：廃墟   （注 4）移徒：移り住むこと   

（注 5）賤貧に憚ること無き者：貧しいことを気にしない者 

（注 6）乾・艮：乾＝北西、艮＝北東 

（注 7）東隣に火災有れば、西隣余炎を免れず：東隣が火事になれば、西隣が類焼する 

☆☆福原遷都 

また、治承
じしょう

四年水無月
み な ず き

の比
ころ

、にはかに都遷
みやこうつ

り侍
はべ

りき。いと思ひの外
ほか

なりし事なり。お

おかた、この京のはじめを聞ける事は、嵯峨
さ が

の天皇の御時
おんとき

（注１）、都と定まりにける

より後、すでに四百余歳を経
へ

たり。ことなるゆゑなくて、たやすく改まるべくもあらね

ば、これを、世の人、安からず憂
うれ

へあへる。実
げ

にことはりにも過ぎたり。されど、とか

くいふかひなくて、帝（注 2）より始め 奉
たてまつ

りて、大臣・公卿
くぎょう

みな 悉
ことごと

く移ろひ給
たま

ひぬ。    

                                 （『方丈記』） 

（注 1）嵯峨天皇の御時：桓武天皇の誤りだが、鴨長明は薬子の変後、二所の朝廷状態

が終息したことをもって平安京の時代と認識していた 

（注 2）帝：安徳天皇 
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☆☆☆遣唐使の延期 

諸公卿
しょくぎょう

をして遣唐使
けんとうし

の進止
し ん し

を議定
ぎじょう

せしめんと請
こ

うの状 

右、臣 某
それがし

（注 1）謹んで、在唐の僧 中瓘
ちゅうかん

、去年三月、商客（注 2）王訥
おうとつ

等に附して

到
いた

る所の録記
ろ っ き

を案ずるに、大唐の 凋弊
ちょうへい

之
これ

に載
の

すること具
つぶさ

なり。（中略）臣等
し ん ら

伏
ふ

して旧

記を検ずるに、度々
たびたび

の使等、或
あるい

は海を渡りて命
めい

に堪
た

へざる者有り。或は賊
ぞく

に遭
あ

ひて遂
つい

 

に身を亡
ほろ

ぼす者あり。唯未
ただいま

だ唐に至りて難阻飢寒
なんそきかん

（注 3）の悲有るをみざるも、中瓘申

し報ずる所の如
ごと

くんば、未然の事、推
お

して知るべし。 

臣等伏して願
ねがわ

くは、中瓘録記の状を以
もっ

て、 遍
あまね

く公卿博士に下し、 詳
つまびら

かに其
そ

の可否

を定められん事を。国の大事にして独
ひと

り身の為
ため

のみにあらず。且
か

つは款誠
かんせい

（注 4）を陳
の

べ伏して処分を請ふ。謹んで言
もう

す。  

寛平
かんぴょう

六年九月十四日  大使参議勘解由次官
か げ ゆ の す け

 

従四位下兼守
けんしゅ

左大弁行
こう

 式部権大輔春宮亮
しきぶのごんのたいふとうぐうのすけ

  菅原朝臣
あ そ ん

某 

（『菅家文草』） 

（注 1）某：菅原道真            （注 2）商客：商人 

（注 3）：難阻飢寒：飢えや寒さなど困難なこと（注 4）款誠：まごころ 

☆刀伊の入寇 

大宰府解
だ ざ い ふ げ

（注 1）し申す 官裁
かんさい

（注 2）を請
こ

ふの事 

言上
ごんじょう

す、刀伊
と い

の国の賊徒
ぞ く と

或いは撃取
う ち と

り、或いは逃却
とうきゃく

（注 3）するの状（中略）其の賊

徒の船は或は長さ十二尋
ひろ

（注 4）、或いは八、九尋。一船の檝
かじ

三四十許
ばかり

、乗る所五六十

人、二三十人。刃を燿
かがや

かせ奔騰
ほんとう

（注 5）す。次いで弓矢を帯
たい

し、楯
たて

を負
お

う者七八十人

許、相従
あいしたが

うこと此
かく

の如
ごと

し。一二十隊、山を登り野を絶
わた

り、馬牛を斬食
きりくら

ひ、又犬肉を屠
さ

き、叟嫗児童
そうおうじどう

（注 6） 悉
ことごと

く斬殺さる。男女怯
おび

える者、追取
お い と

りて船に載せること四五百

人、又所々より穀米の類を運び取ることを知らずと云々。       （『朝野群載
ちょうやぐんさい

』） 

（注 1）大宰府解：大宰府から送られてきた上申文書 

（注 2）官裁：太政官の裁定        （注 3）逃却：逃亡 

（注 4）尋：長さの単位。約 1.4m～1．8m   

（注 5）奔騰：かけのぼること       （注 6）叟嫗児童：老人と子供 



  

220 

 

☆蝦夷対策 

（延暦十六年十一月五日）従四位下坂上宿禰田村麿
さかのうえのすくねたむらまろ

を征夷大将軍となす。 

（延暦二十一年一月九日）従三位坂上大宿禰田村麿をして、陸奥国胆沢城を造らしむ。 

                 （『日本紀略』） 

☆班田の困難 

天長
てんちょう

五年（注 1）より今茲
ここ

に至るまで（注 2）惣
そう

じて卌
四十

六箇年、班田の事絶へて行はれ

ず。其
そ

の間或
ある

ひは戸を挙げて 尽
ことごと

く死し、或ひは半
なか

ば存し半ば亡
ほろ

ぶ。而
しか

るに姧濫
かんらん

の 輩
ともがら

（注 3）籍帳（注 4）を除かず、偽
いつわ

りて計帳を進め、戸田を貪
むさぼ

り隠す。玆
これ

に因
よ

り無実

の戸空
むな

しく公帳
こうちょう

に附
つ

き、口分
く ぶ ん

田徒
いたず

らに姧人
かんじん

に入る。頃年
このごろ

聞くならく、五畿内
ご き な い

の百姓絶

戸を姧隠
かんいん

（注 5）し私に其の田を領す。多きは五六百烟
えん

、少なきは八九十戸、 各
おのおの

地利

を貪り、 顕申
あらわしもう

す心なし。公家
こ う け

の 費
ついえ

（注 6）は職
もと

より此
こ

れに由
よ

る。 （『類聚三代格』） 

（注１）天長五年：829 年       （注 2）今茲に至るまで：875 年に至るまで 

（注 3）姧濫の輩：不正を行う者たち  （注 4）籍帳：戸籍計帳 

（注 5）姧隠：横領          （注 6）公家の費：国家の損失 

☆三善清行の意見封事十二箇条（１） 

臣
しん

（注１）、去
さ

る寛平
かんぴょう

五年に備中介
びちゅうのすけ

に任ず。かの国の 下道郡
しもつみちのこおり

に邇摩郷
にまのさと

あり。ここに

かの国の風土記
ふ ど き

を見るに、皇極
こうぎょく

天皇（注 2）の六年（注 3）に、大唐の将軍蘇定方
そていほう

、新羅
し ら ぎ

の軍を率
ひき

ゐ百済
く だ ら

を伐
う

つ。百済使を遣
つかわ

して救ひを乞
こ

ふ。天皇筑紫
つ く し

に行幸
ぎょうこう

して将
まさ

に救兵を

出さむとす。（中略）従ひ行きて路に下道郡に宿す。一郷
いちごう

を見るに、戸邑
こ ゆ う

甚
はなは

だ盛
さかん

なり。

天皇 詔
みことのり

を下し、試
こころ

みに此
こ

の郷の軍士を徴
め

す。即
すなわ

ち勝兵（注 4）二万人を得たり。

天皇大いに悦
よろこ

びて、この邑
むら

を名づけて二万郷
に ま ご う

と曰ふ。後に改めて邇磨郷と曰ふ。（中略）

而
しか

るに天平神護
てんぴょうじんご

年中（注 5）、右大臣吉備朝臣
き び の あ そ ん

（注 6）、大臣を以
もっ

て本郷の大領
か み

（注 7）

を兼ね（注 8）、試みにこの郷の戸口
こ こ う

を計
かぞう

るに、纔
わずか

に課丁
かちょう

千九百余人あり。貞観
じょうがん

（注

9）の初めに、故民部卿
こみんぶきょう

藤原保則
やすのり

朝臣、かの国の介
すけ

たりし時、（中略）大帳
だいちょう

（注 10）を

計るの次
ついで

に、その課丁を閲
けみ

するに、七十余人ありしのみ。清行
きよゆき

任に到りて又此
ま た こ

の郷の

戸口を閲するに、老丁
ろうてい

二人、正丁
せいてい

四人・中男三人ありしのみ。去
さ

る延喜
え ん ぎ

十一年（注 11）、

かの国の介藤原公利
きみとし

任満ちて都に帰る。清行、邇磨郷の戸口当今幾何
いくばく

ぞと問ふに公利答
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へて曰く、一人も有ることなしと。謹んで年紀
ね ん き

を計るに皇極天皇六年庚申
かのえさる

より、延喜

十一年 辛未
かのとひつじ

に至るまで、纔
わずか

に二百五十二年、衰弊
すいへい

の速
すみや

かなること亦既
またすで

に此
かく

の如
ごと

し。

一郷を以
もっ

てこれを推
お

すに、天下の虚耗
きょもう

（注 12） 掌
たなごころ

を指して知るべし。 

一、諸国に勅して見口
げんこう

（注 13）の数に随
したが

ひて口分田を授けむことを請
こ

ふの事（中略） 

謹
つつし

みて案内
あ な い

を検するに、公家
こ う け

（注 14）の口分田を班
わか

つ所以
ゆ え ん

は、調庸を収め正税を挙
あ

げ

むが為なり。而
しか

るに今は已
すで

にその田を姧
かん

して（注 15）、終
つひ

に其
そ

の貢を闕
か

く。牧宰
ぼくさい

（注 16）

空しく無用の田籍
でんせき

（注 17）を懐
いだ

き、豪富 弥
いよいよ

并
あわ

兼ねたる地利を収む。唯
ただ

公損
こうそん

の深きの

みにあらず、亦吏治
ま た り ち

（注 18）の妨
さまた

げを成す。 

延喜
え ん ぎ

十四年四月廿八日 従四位
じ ゅ し い

上行
じょうこう

式部大輔
し き ぶ た い ふ

臣三善清行
みよしきよゆき

上
たてまつ

る。   （『本朝文粋
ほんちょうもんずい

』） 

（注１）臣：三善清行 

（注 2）皇極天皇：百済再興軍を派遣しようとしているから、斉明天皇の誤り 

（注 3）六年：661 年          （注 4）勝兵：優れた兵  

（注 5）天平神護中：765 年頃 

（注 6）吉備朝臣：吉備真備           （注 7）大領：郡司の長官 

（注 8）本郷の大領を兼ね：右大臣が在地の旧豪族層が終身で任じられる郡司の長官 

            （大領）と兼職するはずがない。著者の思い違い。 

（注 9）貞観：859 年～877 年          （注 10）大帳：計帳   

（注 11）延喜十一年：911 年           （注 12）天下の虚耗：国家の衰え 

（注 13）見口：実際の人数           （注 14）公家：国家  

（注 15）姧して：私領して              （注 16）牧宰：国司  

注 17）田籍：土地台帳             （注 18）吏治：国司の職務 

☆☆☆三善清行の意見封事十二箇条（２）☛2021 日本史Ｂ本試第二日程 

すでに欽明天皇の代
よ

に、仏法初めて本朝に伝え、推古天皇より以後、この教え盛んに行

わる。上は群公卿士
ぐんこうけいし

（注 1）より、下は諸国の黎民
れいみん

（注 2）に至るまで寺塔を建立
た

つる

ことなき者は、人数に列せず。故に資産を傾け尽くし、俘図
ふ と

（注 3）を興し造る。（中

略）降りて天平に及
いた

りて、 弥
いよいよ

尊重を以
もっ

てす。遂
つい

に田園を傾けて、多く大寺を建つ。（中

略）また七道諸国をして国分二寺を建てしむ。造作の費え、各その国の正税
しょうぜい

（注 4）
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を用いたりき。ここに天下の費え、十分にして五（注 5）。 

桓武天皇に至りて、都を長岡に遷
うつ

したまうに、製作すでに畢
おわ

りて、更に上都
じょうと

（注 6）を

営む。（中略）皆土木の巧みを究め、 尽
ことごと

く調・庸の用を賦
ふ

す。ここに天下に費え、五

分にして三。                           （『本朝文粋』） 

（注 1）群公卿士：貴族や官人たち 

（注 2）黎民：庶民。一般の人々 

（注 3）俘図：仏塔 

（注 4）正税：諸国で管理した稲。租と、出挙の利息の稲を、諸国の正倉に蓄えたもの 

（注 5）天下の費え、十分にして五：「国家全体の資産の 10分の 5 を失った」という意                 

味 

（注 6）上都：都 

☆大名田堵 

三の君の夫は出羽権介
でわごんのすけ

田中豊益
たなかのとよます

なり。偏
ひとえ

に耕農を 業
なりわい

と為
な

し、更
さら

に他の 計
はからい

なし。数

町の戸主
へ ぬ し

（注 1）、大名の田堵
た と

なり。兼ねて水旱
すいかん

（注 2）の年を想
おも

ひて、鋤鍬
すきくわ

を調
ととの

へ、

暗
ひそ

かに腴
こ

え迫
や

せたる地を度
はか

りて、馬杷
うまぐわ

・ 犂
からすき

を繕
つくろ

ふ。或
あるい

は堰塞
い せ き

・堤防
つ つ み

・堀渠
ほりけみぞ

・畔畷
あぜなわて

 

の忙
いそぎ

に於て田夫農人
でんぷのうじん

を 育
やしな

ひ、或は種蒔
たねまき

・苗代
なわしろ

・耕作・ 播殖
ばんしょく

（注 3）の 営
いとなみ

に於て、

五月男女
さ お と め

（注 4）を 労
いたわ

るの上手
じょうず

なり。（中略） 加之
しかのみならず

薗畠
そのはたけ

に蒔
ま

く所の麦・大豆
ま め

・大角豆
さ さ げ

・

小角豆
あ ず き

・粟
あわ

・黍
きび

・稗
ひえ

・蕎麦
そ ば

・胡麻
ご ま

、員
かず

を尽して登
みの

り熟
じゅく

す。春は一粒をもて地面に散ら

すといへども、秋は万倍をもて蔵の内に納む。            （『新猿楽記』） 

（注 1）戸主：地主          （注 2）水旱：大水や日照り   

（注 3）播殖：種まき         （注 4）五月男女：種まきをする早乙女 

☆富める受領 

（長元
ちょうげん

二年七月）十一日、 戊辰
つちのえたつ

、昨夕前大弐
さきのだいに

雅憲
まさのり

（注 1）の妻入京す。即
すなわ

ち参内
さんだい

す

ると云々
うんぬん

。惟憲
これのり

明後日入洛
じゅらく

、身に随
したが

へる珍宝
ちんぽう

、其
そ

の数を知らずと云々
うんぬん

。九国二島（注

2）の物、底を掃
はら

ひて奪ひ取る。唐物
からもの

（注 3）も又同じ。已
すで

に耻
はじ

を忘るるに似たり。近代
きんだい

富人を以て賢者
けんじゃ

となす（注 4）                    （『小右記』） 

（注 1）前大弐雅憲：惟憲の誤り   
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（注 2）九国二島：九州の九か国と対馬・壱岐 

（注 3）唐物：宋から輸入された品物  

（注 4）近代…賢者となす：最近は富裕な人々を賢者と呼ぶようになった 

☆☆☆源頼光、土御門殿再建の際、調度品を献上☛2024 日本史Ｂ追試 

土御門
つちみかど

殿（注 1）の寝殿、一間
けん

の以
もっ

て 諸
もろもろ

の受領に配し、営ましむと云々
うんぬん

。いまだ聞 

かざるの事なり。造作の過差（注 2）、往跡に万倍す（注 3）。また伊与守
いよのかみ

頼光（注 4）、 

家中の雑具、皆 悉
ことごと

く献ず。（中略）希有
け う

の希有の事なり。（中略）当時の大閤（注 5） 

の徳、帝王のごとし。                        （『小右記』） 

（注 1）土御門殿：藤原道長の邸宅 

（注 2）過差：分を過ぎていること。ぜいたく 

（注 3）往跡に万倍す：以前の事例より甚だしいこと 

（注 4）伊与守頼光：伊予守源頼光（948～1021） 

☆☆尾張国郡司百姓等解（文）（１） 

尾張
お わ り

国の郡司百姓等解
ぐんじひゃくせいなどのげ

し申す 官裁
かんさい

を請
こ

ふの事。裁断
さいだん

せられんことを請ふ、当国守
かみ

藤原

朝臣元命
もとなが

、三箇年の内に責め取る非法の官物
かんもつ

、并
なら

びに濫行横法
らんぎょうおうほう

卅
三十

一箇条の 愁状
しゅうじょう

。 

一、裁断せられんことを請ふ、例挙
れ い こ

（注 1）外
ほか

に三箇年の収納、暗
そら

に以て加徴
かちょう

せる正税
しょうぜい

 

 卌
四十

三万千二百卅
三十

八束
そく

の息利
そ く り

十二万九千三百七十四束四把一分の事。 

一、裁断せられんことを請ふ、官法の外に、意に任せて加徴せる租殻段別
たんべつ

三斗六升の事。 

一、裁断せられんことを請ふ、交易
きょうやく

と号して誣
し

ひ取る（注 2）絹・手作布・信濃
し な の

布・ 

麻布・漆
うるし

・油・ 苧
からむし

・茜
あかね

・綿等の事。 

以前の条の事、憲法の貴
とうと

きことを知らんがため言上
ごんじょう

すること件
くだん

の如し。（中略）望み

請ふらくは、件の元命朝臣を停止
ちょうじ

し、改めて良吏
りょうり

を任じ、以て将
まさ

に他国の牧宰
ぼくさい

（注 3）

をして治国優民
ちこくゆうみん

（注 4）の褒賞
ほうしょう

を知らしめんことを。（中略）仍
よ

りて具
つぶさ

に卅
三十

一箇条の

事状
じじょう

を勒
ろく

し、謹
つつし

みて解
げ

す。 

永延
えいえん

二年十一月八日                        郡司百姓等 

（『尾張国郡司百姓解文
おわりこくぐんじひゃくせいらのげぶみ

』） 

（注 1）例挙：定められた出挙     （注 2）誣
し

ひ取る：だまし取る 
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（注 3）牧宰：国司        

（注 4）治国優民：国を治め、民をいつくしむこと 

☆☆☆尾張国郡司百姓等解（文）（２）☛2025 日本史Ｂ追試問題 

当任の守
かみ

元命朝臣、去年三月中を以
もっ

て、幹了
かんりょう

（注１）の使を撰
えら

び、暴悪の人を差
つかわ

し、 

勘責
かんせき

せしむること切り焼く（注 2）がごとし。往古旧代、然
しか

らざるところなり。しかし 

て郡司の身より、部内の負累
ふ る い

（注 3）と号して、 皆悉
みなことごと

く捜し取り、人民の烟
えん

（注 4） 

より、所由の差法（注 5）と称して、暗に以て冤凌
えんりょう

（注 6）し、一、二の家に乱入す 

るの間、騒動を十、二十所に致す。 

（注 1）幹了：身体が強健で才知に秀でていること 

（注 2）切り焼く：切って焼くこと。苦痛がひどいことのたとえ 

（注 3）部内の負累：ここでは郡内の累積した負債（未払いの租税）のことと考えられ 

         る 

（注 4）人民の烟：人民の家 

（注 5）所由の差法：ここでは理由のある徴収の意と考えられる 

（注 6）冤凌：無実の罪を言い立てて、ひどいめに遭わせること 

☆『今昔物語集』に登場する貪欲な受領 

今ハ昔、信濃守
しなののかみ

藤原ノ陳忠
のぶただ

ト云フ人有
あり

ケリ。任国ニ下
くだり

テ国ヲ治テ任畢
はて

ニケレバ、上
のぼり

ケ

ルニ、御坂
み さ か

（注 1）ヲ越
こゆ

ル間ニ、多クノ馬共ニ荷ヲ懸
か

ケ、人ノ乗タル馬員
かず

知レズ次
つづ

キ 

テ行ケル程ニ、多ノ人ノ乗タル中ニ、守
かみ

ノ乗タリケル馬シモ、懸橋
かけはし

ノ鉉
はた

ノ木ヲ後足
しりあし

ヲ以
もっ

テ踏折
ふみおり

テ、守逆様
さかさま

ニ馬ニ乗乍ラ落入
のりながらおちいり

ヌ。底何
いく

ラ許
ばかり

トモ知レヌ深
ふかさ

ナレバ、守生
いき

テ有ル可
べ

クモナシ。（中略）「旅籠
は た ご

（注 2）ニ縄ヲ長ク付ケテ下
おろ

セ」ト宣
のたま

フナド（中略）底ニ「今

ハ引キ上ゲヨ」トイフ音聞ユレバ（中略）「軽キニコソ有
あり

メレ」ナド云テ 集
あつまり

テ引ク程

ニ、旅籠ヲ引上タルヲ見レバ、平茸
ひらたけ

ノ限リ一旅籠入タリ。然
しか

レバ心モ得デ（注 3）互ニ

顔共ヲ護
まぼ

テ、「此ハ何
い

カニ」ト云フ程ニ、亦聞
ま た き

ケバ底ニ音有テ「然
さ

テ亦下セ」ト叫ブナ

リ。（中略）数
あまた

ノ人懸
かか

リテ絡上
くりあげ

タルヲ見レバ、守旅籠ニ乗テ絡上ラレタリ。守片手ニハ 

網ヲ捕ヘ給ヘリ。今片手ニハ平茸ヲ三総許
さんふさばかり

持テ上リ給ヘリ。引上ツレバ懸橋ノ上ニ居
す

ヱテ、郎等
ろうとう

共 喜合
よろこびあい

テ、「抑
そもそ

モ此ハ何ゾノ平茸ニカ候ゾ」ト問ヘバ、守ノ答フル様、「落
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入ツル時ニ馬ハ疾
と

ク底ニ落入ツルニ、我レハ送
遅

レテフタメキ落行ツル程ニ、木ノ枝ノ滋
しげ

ク指合
さしあい

タル上ニ不意ニ落懸
おちかか

リツレバ、其ノ木ノ枝ヲ捕ヘテ下
おり

ツルニ、（中略）其ノ木ニ 

平茸ノ多ク生
お

タリツレバ見棄難
みすてがた

クテ、先
ま

ヅ手ノ及ビツル限リ取テ、旅籠ニ入レテ上
のぼせ

ツ

ル也。未ダ残リヤ有
あり

ツラム。云ハム方无
か た な

ク多カリツル物カナ。極
いみじ

キ損ヲ取ツル心地コ

ソスレ」ト云ヘバ、郎等共「現
あらは

ニ（注 4）御損ニ候」ナド云テ、其ノ時ニゾ集テ散
さ

ト 

咲
わら

ヒニケリ。守「癖事
ひがごと

（注 5）ナ云ヒソ。汝等
なんじら

ヨ、宝ノ山ニ入テ手ヲ空
むな

シクシテ返
かえり

タ

ラム心地ゾスル。受領
ずりょう

ハ倒ルル所ニ土ヲ掴
つか

メトコソ云ヘ」ト云ヘバ、（中略）此レヲ聞

ケム人争
いか

ニニクミ咲
わらい

ケルトナム語リ伝ヘタルトヤ。        （『今昔物語集』） 

（注 1）御坂：現在の長野県神崎峠   （注 2）旅籠：乗り物の駕籠 

（注 3）心も得デ：わけがわからないので（注 4）現に：本当に 

（注 5）癖事：つまらないこと   

（注 5）当時の大閤：大閤は太閤と同じ。ここでは藤原道長を指す 

☆官省符荘の成立 

太政官符
だじょうかんぷ

す。 伊勢国司
い せ こ く し

 

応
まさ

に醍醐
だ い ご

寺所領曾禰庄
そねのしょう

を不輸租田
ふ ゆ そ で ん

と為
な

し、并
なら

びに庄司
しょうじ

・寄人
よりうど

（注 1）等の臨時雑役
りんじぞうやく

を免

ずべき事。壱志
い ち し

郡に在
あ

り。 

右、彼
か

の寺の去る七月七日の解状
げじょう

を得るに偁
いわ

く、「件
くだん

の庄は租税・雑役を免除せらるべ

きの由
よし

、具
つぶさ

に事状
じじょう

を注し、言上
ごんじょう

先に畢
おわ

んぬ。而
しか

るに未
いま

だ裁下を 承
うけたまわ

らず。而る間彼

の庄司の今月九日解状に偁
いわ

く、『件の庄は未だ租税を徴するの例有らず。而るに当任守

藤原朝臣国風
くにかぜ

俄
にわ

かに前例に乖
そむ

き、庄田を収公
しゅうこう

して、雑役を付科
ふ か

す。望み請ふらくは早

く言上せられて、官符
か ん ぷ

を給
たま

はり、全
まった

く地子
じ し

を運納
うんのう

せん』者
てえり

。望み請ふらくは先の解状
げじょう

に任
まか

せ、早く官符を給はり、租税・雑役を免除せられ、将
もっ

て庄務を済さん」 者
てへれば

、左大

臣宣す、「勅を 奉
うけたま

わるに請ふに依
よ

れ」者
てへり

、国宜
よろ

しく承知し、宣に依りて之
これ

を行ふべし。

符
ふ

到
いた

らば奉行せよ。 

従五位下守右少弁藤原朝臣
あ そ ん

国光
くにみつ

    右大史正六位上兼行春宮坊大属 

天暦
てんりゃく

五年九月十五日                    （『醍醐寺雑事記』） 

（注 1）寄人:この場合は、醍醐寺に属する曾禰庄の荘民 
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☆☆肥後国鹿子木荘の寄進 

鹿子木
か の こ ぎ

（注 1）の事 

一、当寺の相承は、開発
かいほつ

領主 沙弥寿妙嫡々相伝
しゃみじゅみょうちゃくちゃくそうでん

の次第
し だ い

なり。 

一、寿妙の末流高方
たかかた

の時、権威を借らむが為
た

めに、実政
さねまさ

卿（注 2）を以
もっ

て領家
りょうけ

と号し、 

年貢四百石を以て割
さ

き分
わか

ち、高方は庄家
しょうけ

（注 3） 領掌
りょうしょう

進退の 預所職
あずかりところしき

となる。 

一、実政の末流の願西
がんさい

（注 4）微力
びりょく

の間（注 5）、国衙
こ く が

の乱妨
らんぼう

を防がず。是
こ

の故
ゆえ

に願西、

領家の得分
とくぶん

二百石を以て、高陽院
かやのいん

内親王（注 6）に寄進す。件
くだん

の宮薨去
こうきょ

の際、御菩
ぼ

提
だい

の為
ため

に、勝功徳院
しょうくどくいん

を立てられ、彼
か

の二百石を寄せられる。其
そ

の後、美福門院
びふくもんいん

（注 7）

の 御計
おんはからい

として御室
お む ろ

に進付
し ん ぷ

せらる。是
こ

れ則
すなわ

ち本家
ほ ん け

の始めなり。 （『 東寺百合文書
とうじひゃくごうもんじょ

』） 

（注 1）鹿子木：現在の熊本県、肥後国にあった 

（注 2）実政卿：前参議大宰大弐実政 

（注 3）庄家：荘園を管理するための現地役所  

（注 4）願西：藤原隆通
たかみち

 

（注 5）微力の間：領家としての権勢が衰え  

（注 6）高陽院内親王：藤原忠実娘   （注 7）美福門院：藤原得子
な り こ

 

☆☆延喜の荘園整理令 

太政官符
だじょうかんぷ

 

応
まさ

に勅旨開田
ちょくしかいでん

（注 1） 幷
ならび

びに諸院諸宮
しょいんしょぐう

及び五位以上、 百姓
ひゃくせい

の田地舎宅
でんちしゃたく

を買い取り、

閑地荒田
かんちこうでん

を占請
せんせい

（注 2）するを停止
ちょうじ

すべきの事。 

右案内
あ な い

を検
けん

ずるに、頃年
このごろ

勅旨開田 遍
あまね

く諸国に在
あ

り。空閑荒廃の地を占
し

めると雖
いえど

も、

是黎元
これれいげん

の産業（注 3）の便を奪ふ也
なり

。 加之
しかのみならず

新たに庄家
しょうけ

を立て、多く苛法
か ほ う

を 施
ほどこ

す。

（中略）宜
よろ

しく当代（注 4）以後勅旨
ちょくし

開田皆 悉
ことごと

く停止
ちょうじ

し、民をして負作
ふさく

（注 5）せし

めよ。（中略）但
ただ

し元来相伝
がんらいそうでん

の庄家
しょうけ

として、 券契分明
けいけんぶんみょう

、国務に妨
さまた

げ無くば、此
こ

の限り

に在
あ

らず。仍
よ

って須
すべか

らく官符到るの後、百日内弁行
べんこう

（注 6）し、状を具
つぶさ

に言上
ごんじょう

すべ

し。  

延喜
え ん ぎ

二年三月十三日                      （『類聚三代格』） 

（注 1）勅旨開田：勅旨田       （注 2）占請：占拠   
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（注 3）黎元の産業：民衆の生業    （注 4）当代：醍醐天皇 

（注 5）負作：耕作すること      （注 6）弁行：急いで行うこと 

☆☆延久の荘園整理令 

（延久
えんきゅう

元年二月廿
二十

三日）寛徳
かんとく

二年（注 1）以後の新立
しんりゅう

荘園を停止
ちょうじ

すべし。縱
たと

へ彼
か

の年

以往
い お う

といへども、立券分明
りつけんぶんみょう

ならずして国務に妨
さまた

げあらば、同じく停止の由
よし

宣下
くだ

す。 

（同年閏
うるう

二月十一日）始めて記録荘園券契所
けんけいじょ

を置き、寄人
よりうど

（注 2）等を定める。 

（『百錬抄』） 

（注 1）寛徳二年：1045 年   

（注 2）寄人：この場合は、記録所に勤務する職員 

☆☆延久の荘園整理令への藤原頼通の反応 

延久
えんきゅう

ノ記録所トテハジメテオカレタリケルハ、諸国七道ノ所領ノ宣旨官符
せ ん じ か ん ぷ

モナクテ

公田
く で ん

ヲカスムル事、一天四海
いってんしかい

ノ巨害
こがい

ナリトキコシメシツメテアリケルハ、スナハチ宇治

殿（注 1）ノ時一
いち

ノ所
ところ

（注 2）ノ御領御領トノミ云
いい

テ、庄園諸国ニミチテ受領
ずりょう

ノツトメ

タヘガタシナド云
いう

ヲ、キコシメシモチタリケルニコソ。サテ宣旨ヲ下サレテ、諸人領知
りょうち

ノ庄園ノ文書ヲメサレケルニ、宇治殿ヘ仰
おおせ

ラレタリケルハ御返事ニ、「皆サ心ヱラレタ

リケルニヤ、五十余年君ノ御ウシロミ（注 3）ヲツカウマツリテ 候
そうらい

シ間、所領モチテ

候者ノ強縁
ごうえん

（注 4）ニセンナド思
おもい

ツゝヨセタビ候ヒシカバ（注 5）、サニコソナンド申

タルバカリニテマカリスギ候キ。ナンデウ文書カハ候ベキ。タゞソレガシガ領ト申候ハ

ン所ノ、シカルベカラズ、タシカナラズキコシメサレ候ハンヲバ、イサゝカノ御ハゞカ

リ候ベキコトニモ候ハズ。カヤウノ事ハ、カクコソ申サタスベキ身ニテ候ヘバ（注 6）

カズヲツクシテタヲサレ候ベキナリ」ト、サハヤカニ申サレタリケレバ、アダニ御支度
お し た く

（注 7）サウイ
相 違

ノ事ニテ、ムゴニ御案
ご あ ん

（注 8）アリテ、別ニ宣旨ヲクダサレテ、コノ記

録荘園ヘ文書ドモメスコトニハ、 前太相国
さきのだいしょうこく

（注 9）ノ領ヲバノゾクト云
いう

宣下アリテ、

中ゝツヤツヤト御沙汰
ご さ た

ナカリケリ。コノ御サタヲバイミジキ事哉
かな

トコソ世ノ中ニ申ケ

レ。                               （『愚管抄』） 

（注 1）宇治殿：藤原頼通       （注 2）一ノ所：摂関家 

（注 3）ウシロミ：後見人、すなわち関白のこと  
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（注 4）強縁：強いて縁故をつくること 

（注 5）ヨセタビ候シカバ：寄進してきたから   

（注 6）カヤウノ事ハ、…身ニテ候ヘバ：荘園整理は自分が進んで行うべきことだから 

（注 7）御支度：心づもり           （注 8）御案：思案  

（注 9）前太相国：藤原頼通 

☆☆☆空海の治績☛2023 日本史Ｂ追試 

讃岐国言
4 5

さく、「去る年より始めて、万農池
まんのういけ

（注 1）に隄
つつみ

す。公大にして民少なく（注 

2）、成功未だ期せず、僧空海は此
こ

の土
4 5

の人なり。山中に坐禅
ざ ぜ ん

しし、獣馴
な

れ鳥狎
な

る（注 

3）。海外に道を求め、虚往実帰
きょおうじっき

す（注 4）。（中略）今旧土を離れ、常に京師に住む。百 

姓恋うること実
まこと

に父母の如し。若
も

し師の来たるを聞かば、必ず履
くつ

を 倒
さかさま

にして相迎
あいむか

 

えん（注 5）。伏して請うらくは、別当
べっとう

（注 6）に充て、其
そ

の事を済
な

さしめんことを」 

と。これを許す。                         （『日本紀略』） 

（注 1）万濃池：満濃池。現在の香川県に所在するため池 

（注 2）公大にして民少なく：事業規模は大きいが、動員できる民が少ない 

（注 3）獣馴れ鳥狎る：鳥獣がなついてくる 

（注 4）虚往実帰す：先入観なく出かけて、道理を悟って帰ってくること 

（注 5）履を倒にして相迎えん：あわてて迎えに出ることのたとえ 

（注 6）別当：役所や寺院で事務などを統括する者 

☆末法思想 

（永承
えいしょう

七年正月二十六日）千僧
せんそう

を大極殿
だいごくでん

に屈請
くっしょう

し（注 1）、観音経
かんのんきょう

を転読
てんどく

せ（注 2）

しむ。去年の冬より疾疫流行
しつえきりゅうこう

す。改年已後
い ご

、 弥
いよいよ

以
もっ

て熾盛
し せ い

（注 3）なり。仍
よ

って其
そ

の

災
わざわい

を除かんが為也
ためなり

。今年始めて末法
まつぽう

に入る。            （『扶桑略記』） 

（注 1）千僧を…屈請し：多くの僧を大極殿に招聘し  

（注 2）転読し：経典の字句を略し、必要な部分だけを読むこと  

（注 3）熾盛：さかんとなること 

☆☆『往生要集』 

それ往生極楽
おうじょうごくらく

の 教行
きょうぎょう

は、濁世末代
じょくせまつだい

の目足
もくそく

（注 1）なり。道俗貴賤
どうぞくきせん

、誰
たれ

か帰せざる
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者あらん。但し顕密
けんみつ

の 教法
きょうぼう

（注 2）は、その文一
もんいつ

にあらず（注 3）。事理
じ り

の業因
ごういん

は、そ

の行惟
ぎょうこ

れ多し。利智精進
りちしょうじん

の人（注 4）は、未
いま

だ難
かた

しと為
な

さざらんも、予
よ

（注 5）が如
ごと

き

頑魯
がんろ

の者（注 6）、豈
あ

に敢
あえ

てせんや。是
こ

の故
ゆえ

に、念仏
ねんぶつ

の一門に依
よ

りて、聊
いささ

か 経綸
きょうろん

の要文
ようもん

を集む。之
これ

を披
ひら

きて之
これ

を修
おさ

むるに、覚
さと

り易
やす

く、行ひ易からん。惣
すべ

て十門有り。分
わか

ちて三

巻と為
な

す。一には厭離穢土
お ん り え ど

（注 7）、二には欣求浄土
ごんぐじょうど

（注 8）、三には極楽
ごくらく

の証拠、四に

は正修
しょうじゅ

念仏（注 9）、五には助念
じょねん

の方法、六には別時
べ つ じ

念仏（注 10）、七には念仏の利益
り や く

、

八には念仏の証拠、九には往生の諸行、十には問答料簡
もんどうりょうけん

（注 11）なり。之を座右
ざ ゆ う

に置

きて、廃忘
はいもう

（注 12）に備へん。                 （『往生要集』） 

（注 1）目足：道しるべ  

（注 2）顕密の教法：これまでの顕教や密教の教え 

（注 3）その文一にあらず：多い  

（注 4）利智精進の人：聡明で精進を積んだ人 

（注 5）予：源信             （注 6）頑魯の者：かたくなで愚かな人   

（注 7）厭離穢土：汚らしい現世を離れること 

（注 8）欣求浄土：浄土にいることを願うこと 

（注 9）正修念仏：正しい念仏をおさめること 

（注 10）別時念仏：日数を限って念仏を行うこと 

（注 11）問答料簡：問答をすることによって判断すること 

（注 12）廃忘：信心を忘れてしまうこと 

☆『日本往生極楽記』 

沙門弘也
しゃもんくうや

（注 1）は、父母を言はず（注 2）、亡命
ぼうめい

（注 3）して世にあり。或は云
いわ

く、潢流
こうりゅう

 

（注 4）より出
い

でたりといふ。口に常に阿弥陀仏
あ み だ ぶ つ

を唱
とな

ふ。故に世に阿弥陀聖
あ み だ ひ じ り

と号
な

づく。 

或は市中に住して仏事を作
な

し、また 市聖
いちのひじり

と号
な

づく。嶮
さか

しき路に遇ひては即ちこれを鏟
けず

 

り、橋なきに当たりてはまたこれを造り、井なきを見るときはこれを掘る。号づけて阿 

弥陀の井と曰
い

ふ。                      （『日本往生極楽記』） 

（注 1）沙門弘也：僧空也       （注 2）父母を言はず：父母の名を語らず 

（注 3）亡命：本貫地をはなれること  （注 4）潢流：天皇家のこと。醍醐の落胤 
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☆法成寺 

殿（注 1）御堂
み ど う

（注 2）いつしかとのみおぼしめす。この世の事は、今はたゞかの御堂

の事をのみおぼしめさるれば、摂政
せっしょう

殿（注 3）もいみじう御心に入れて、掟
おきて

申させ給

ふ。（中略）さるべき殿ばらを始め 奉
たてまつ

りて、宮ゝの御封
み ぶ

・御庄
みしょう

（注 4）どもより、一日

に五六百人、千人の夫
ぶ

どもを奉るにも、人の数多かる事をばかしこき事に思ひおぼおし

たり（注 5）。国々の守
かみ

ども・地子
じ し

・官物
かんもつ

は遅
おそ

なはれども、たゞ今はこの御堂の夫役
ぶ や く

（注

6）・材木・檜皮
ひ わ だ

・瓦
かわら

多く参らする業
わざ

を、我を我をと競
きそ

い仕
つか

まつる。   （『栄花物語』） 

（注 1）殿：藤原道長         （注 2）御堂：法成寺   

（注 3）摂政殿：藤原頼通       （注 4）御封・御庄：封戸や荘園   

（注 5）人の数…おぼおしたり：人数の多いことをよいことだと思っている 

（注 6）夫役：労役 

☆☆☆陰陽道（１）☛2023 日本史Ｂ本試 

国務条事 

一、任国に赴く吉日時の事 

新任の吏（注 1）、任国に赴くの時、必ず吉日時を択
えら

び、下向
げ こ う

（注 2）すべし。 

一、吉日時を択びて、館
たち

（注 3）に入る事 

着館
ちゃくかん

の日時は、在京の間、陰陽家において撰定
せんてい

せしむ。 

一、吉日を択びて、交替政
こうたいせい

（注 4）を始め行う事           （『朝野群載』） 

（注 1）新任の吏：新たに任命された国司 

（注 2）下向：京から任国へ下ること 

（注 3）館：任国に設けられた国司の居館 

（注 4）交替政：新任国司が前任国司と交代する手続き。行政事務の一つ 

☆☆☆陰陽道（２）☛2023 日本史Ｂ本試 

遺誡（注 1）幷
ならび

に日中行事 

先
ま

ず起きて、（中略）次に鏡を取りて面
おもて

を見、暦を見て日の吉凶を知る。（中略）次に

昨日のことを記せ。次に粥
かゆ

を服す。次に頭を梳
けず

り、（注 2）、次に手足の甲
つめ

を除け。次に 

日を択びて沐浴
もくよく

せよ。（中略）年中の行事は、ほぼ 件
くだん

の暦に注し付け、日ごとに視
み

るの
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次
ついで

に先ずその事を知り、兼ねてもって用意せよ。        （「九条殿遺誡」） 

（注 1）遺誡：ここでは藤原師輔（道長の祖父）が子孫に残した遺誡 

（注 2）頭を梳る：髪をとかす 

☆今様 

弥陀
み だ

の誓
ちか

ひぞ頼
たの

もしき、十悪五逆
じゅうあくごぎゃく

の人なれど、一度
ひとたび

御名
み な

を称
とな

ふれば、来迎引接
らいごういんじょう

疑はず

熊野に参
まい

らむと思へども、徒歩
か ち

で参れば道遠し、すぐれて山峻
きび

し、馬にて参れば苦行な

らず、空より参らむ、羽賜
た

べ若王子
にゃくおうじ

。 

遊びをせんとやうまれけむ、戯
たわむ

れせんとや生まれけん、遊ぶ子供の声聞けば、我が身 

さへこそ動
ゆる

がるれ                        （『梁塵秘抄』） 

☆『今昔物語集』に載せる阿倍仲麻呂 

今は昔、阿倍仲麻呂
あ べ の な か ま ろ

と云ふ人有けり、遣唐使として物を習はしむが為に、かの国に渡り

けり。あまたの年を経て、え返り来ざりけるに、またこの国より（欠字部分）と云ふ 

人、遣唐使としていきたりけるが、返り来けるに伴なひて返りけむとて、明州と云ふ所

の海の辺にて、かの国の人餞しけるに、夜になりて、月のいみじく明かりけるをみて、

はかなき事につけても、この国の事思ひ出でられつつ、恋しく悲しく思ひければ、この

国の方を詠めてかくなむ読みける、 

天の原 ふりさけ見れば 春日なる 

三笠の山に 出でし月かも（注 1） 

と云ひてなむ泣きける。                    （『今昔物語集』） 

（注 1）天の原…出でし月かも：『土佐日記』の中で紀貫之は、阿倍仲麻呂が詠んだと 

して、天の原を青海原
あおうなばら

に改変している。改変した理由は不明 

 


